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危倶が、現実のものとなり

遺跡が=遺跡としての存在が

人々の意図的措置により

完全に破壊されようとしています。

"危機 11"

私達人類は?破壊されないのか?

遺跡はどこにでもあります。

私達人類は、大地と共に歩んできました。

遺跡は、人類の活動の痕跡であり、土地の利用の変遷であり、履歴です

現代の私達は、この流れ:歴史を継承して存在しています。

私達当会は、歴史を私達人類の基層であると認識します。

遺跡は、貝体的であり"可視"です。

歴史は、抽象であり"不可視"です。

私達当会は皆様に、人類の過去の事実そのものである遺跡

大地と共にある遺跡

その調査と改変のない現状保存と恵図的な破壊に対する原状回復と

歴史上の損壊に対する憶測の余地のない再建と

活用と公開と整備を原則とし求めます。

遺跡は、都市のオープン・スペースとしても活用できます。

2018年(平成30年)12月3日月曜日

養生所を考える会代表池知和恭
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"突然ですが"

活用は、"遺跡"

でなけれぱ意味がありません。

私達当会は

発生J爲奈、変化、継承を重視します。

神話・物語・歴史

即ち

発生J爲奈、変化、継承は

人類の基層であり

教育の原点

でもあるのではないでしょうか。
遺跡はどこにでもあります。

私達人類は、大地と共に歩んできましナこ。

遺跡は、人類の活動の痕跡であり、土地の利用の変遷であり、履歴です。

現代の私達は、この流れ:歴史を継承して存在しています。

私達当会は、歴史を私達人類の基層であると認識します。

遺跡は、具体的であり"可視"です。歴史は、抽象であり"不可視"です。

私達当会は皆様に、人類の過去の事実そのものである遺跡

大地と共にある遺跡

その調査と改変のない現状保存と意図的な破壊に対する原状回復と

歴史上の損壊に対する忌、測の余地のない再建と活用と公開と整備を原則とし求めます。
遺跡は、都市のオープン・スペースとしても活用できます。

2018年(平成30年)12月3日月曜日

養生所を考える会代表池知和恭
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1.人類の基層である歴史と相対する

唯一普遍的に歴史上の個別の事実です。

2.人類が文字を獲得する以前から存在し

人類の歴史の尺度です。

3.具体的で"可視"である存在です。

4.大地と共に在ります。

5.人類の土地の利用の変遷であり人類の履歴です。

6.私達人類がどこから来て、どこへ行こうとするのか、

修正が必要か、

私達人類が之を知ることを助けます。

フ.いつも、私達人類の傍にあります。

(遺跡はどこにでもあります。)

8.人類の活動のオープン・スペースとして

活用できます。

"遺跡ほ"

私達当会は、皆様に、遺跡の調査と一部でも損壊や滅失によって失わ

れることのない現状保存と恵図的措置による破壊に対する原状回復と

歴史上の損壊に対する思測の余地のない再建と活用と公開と整備を提

案し要望します。

2018年(平成30年)12月3日月曜日

養生所を考える会代表池知和恭
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"歴史学"と"遺跡"そしイ'都市長崎遺跡"と"養生所/(長崎)医学校等遺跡"
養生所/(長崎)医学校等遺跡の保存と活用より

私達当会は、歴史学と遺跡について、まさに歴史上過去の事実であると概念上に認知される事象及び之によって概念上に知られる
人類の過去への理解及ぴ之によって構成し得る現在と未来への可能性と希望を形成する歴史学、人類の活動と存在の痕跡であり

歴史上過去の事実そのものである物体とその状態及ぴ之によって概念上に知られる人類の過去への理解及ぴ之によって構成し得
る現在と未来への可能性と希望の源であり歴史を証徴する遺跡、双方の照合と補完、これらは、人類が、人類の過去を知り、現在と
未来の形成への概念を継続的に蓄積し考察し、是等の全てを人類に与えることにおいて、すべてが、人類にとって、貴重であり、重
要であり、等しく人々の「意図的措置」によって「その一部でも損壊や滅失によって失われること」があってはならないものごとである、
と考えます。

私達当会は、歴史学が、人類が、人類の過去を知り現在と未来を考察する'知の体系"であるならぱ、遺跡は、人類が、人類の過去
を知り現在と未来を考察するための地球の空間上の各所に概念の超越性に於いて相互に関連して網目を成す人類共通の"社会基
盤(inhaS訂"ctum)"であると考えます。

私達当会は、又、遺跡が、私達人類の生活環境でもあり得る、と考えます。

私達当会は、"都市長崎遺跡"及び"養生所/(長崎)医学校等遺跡"及び遺跡群と個々の遺跡が占有すべき空間、当該遺跡群に
よって証徴される歴史、即ち、当該事象について、次の通り、理解します。

私達当会は、当該事象について、以下の内容を包含すると、理解します。①世界と日本の社会との繋がりと地球上の地理空間とそ
の特質によって日本の中世から近代にかけて長崎に形成された特異性を有し、共時的通時的に世界に代替のないものであること、

②日本における古代~中世~近世、後、近代~現代へと連続する風土と社会と文化と歴史によって蓄積された国力を集約し、再構
成するものであること、③長崎が徳川江戸幕府による日本開国の母体であり表玄関であり日本開国の諸施策を展開した最初の拠
点都市であり、この長崎で集約して体系的に又附随して展開された事象が日本の国民国家の存続と主権国民国家形成の原動力と

効率の要であること、④西欧文明圏以外の人類にとっても社会的な"個人の自由と存在の尊厳"ど窟然科学の取扱い"1こよる自律
的な人類の福祉の向上が可能であることをこの日本地域の風土と蓄積を基盤に実現しもって之を世界に対して初めて立証して示し
よって世界に影響を及ぼし結果としてこの可能性がその後の地球規模の主権国民国家群の成立による現代世界の形成と一方でGI
Ob.1泛.tionの双方の基層概念の規定に関与すると考え得る意味に於いてその基層概念を形成すると考え得るし今後も影響し得る
処、正しくその端緒であること(この基層は英国の大憲章(Magnac.けa)やフランス革命の単一の歴史的発展でなく多元的で多様
なものと考え得る)、⑤中世から近代・現代への日本人と諸国又オランダの人々の世界への理解と判断と行動(.y.t.m)を表すこと。
私達当会は、当該する歴史について、以下の遺跡群が之を証徴すると、理解します。①中世に於ける口ーマ・カトリックによる岬の
小さな城塞都市と文化の痕跡、②長崎の中世から近世への町立てと変化と展開の痕跡、③幕府の海外交易と対外情報収集と海防
の痕跡、④日本開国の痕跡、⑤幕府とオランダによる長崎での長崎海軍伝習の実現とその痕跡、⑥長崎海軍伝習で設立される長
崎製鉄所の痕跡一之を継承連続する三菱の造船所、⑦長崎海軍伝習で成立する医学伝習と続く養生所の設置と之を精得館と改
称して設置する分析窮理所の存在の痕跡一之を継承連続する長崎府医学校(及び病院)以降一梅毒病院(改称を経て小島病院)の
痕跡、⑧長崎資本の活動の痕跡、⑨都市長崎の近代都市基盤の形成の痕跡、⑩プルトニウム型原子爆弾被爆の痕跡、⑪現代都
市形成の痕跡即ち現代の都市の姿。

私達当会は、当該事象について、当該事象が、地球上の人類の概念と活動の関連性に於いて成立すること、同時に、地球上のー
つの地域であることととその連続的経時的重層性に附随する特異性をもって之を具体的に証徴する遺跡群を形成すること、現在、
世界の時間と人々を前提とした従来の普遍的であるがゆえに唯一性を有する概念の有効性への信頼性が揺らいでいること、これ等
の経過によって、又、当該事象は、他のあらゆる事象と同様、地球上の全人類にとって有意な歴史上の出来事と之を証徴する遺跡
群であることによって、又、日本国内の又世界の、関係する歴史と遺跡と文化に関する各地点との情報交換と連携により形成する筈
の地球空間における人々の相互理解の網の目によって、人類にとって、人類の過去を認識し、人類の現在と未来を考える為に、世
界で、欠くことのできない事象群のーつである、と理解します。

私達当会は、長崎市及び長崎県、長崎市民、長崎県民、日本の人々、世界の方々に、以上の歴史と遺跡即ち当該事象について、
その実態を明らかにし、人々の「意図的措置」によって「その一部でも損壊や滅失によって失われること」なく保存して継承し人類の存
在と歴史と遺跡とその本源によって人類の現在と未来の為に活用し、不幸にして、既に、人々の意図的措置によって損壊し滅失した

遺跡又は遺跡の空間と要素について人類の存在と歴史と遺跡とその本源によって之を原状回復することを要望し、その為の措置を
とることを要望し、又、この要望への理解を求めます。

2018年(平成30年)8月5日日曜日養生所を考える会代表池知和恭

私達当会は、当該遺跡群が、世界の「日本は特呂1け訂として日本への思索を切捨てる人々に、その思索を再開する契機を提供する、
と期待します。

私達当会は、私達人類が、その土地に係わるとき、私達人類には、その土地の遺跡を保存し後世に継承する、権利と義務と私達人
類に対する責任が、他の生命や地球環境への配慮を留保しつつ、存在する、と考えます。

私達当会は、長崎に住み、長崎を訪れ、長崎で活動する人々に、自らの行動のうちに、"都市長崎遺跡"及び"養生所/(長崎)医学
校等遺跡"及び遺跡群と個々の遺跡が占有すべき空間を保存して後世に継承する、権利と義務と私達人類に対する責任があると自
覚し、そう行動するよう要望します。

私達当会は、長崎市及び長崎県及び関係する人々に、遺跡とその空間を破壊して現代の建物や道路を造るのでなく、遺跡の空隙、
即ち、遺跡とその空間のない所に現代の建物や道路を造ること、その為の措置をとることを要望します。

私達は、歴史学上に人類の本源への考察を継続すること、及び、遺跡の姿について、之を、変化する現代に於いて、変わるべきもの
に対して、変わるべきでないものと考え、そのままの在り方/そのままの姿で、後世の人々に継承されるべきものと考えます。〆
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一養生所ノ(長崎)医学校等遺跡の保存と活用よりー

^.

長崎は、過去、常に、世界的な資本との関係で都市長崎を成立させてきました。
長崎は、現在、世界的な資本との関連を失っています。

私達当会は、本日、速やかに、長崎に、世界的な展開を行うIT関連資本等との関係を招致することを提案し、明日より、その行動を
始めることを提案し、要望します。

第一段階口ーマ・カトリック資本

第二段階徳川幕府資本・オランダ世界貿易資本・中華商業資本

第三段階大日本帝国資本

第四段階現在世界的資本の喪失

第五段階明日より世界のIT関連資本

具体的には、旧清心修道院教会(旧マリア園)のある南山手外国人居留地造成遺跡から小曽根築地遺跡、浪の平から小菅修船場
遺跡周辺一帯につき、遺跡の実態と環境を保全/原状回復し、居住/別荘地区及び鍋冠山から海岸付一帯を遣遥とマリーナ地区とし
て一体設定し、汀関連資本運用者を中心とした世界の知性である方々の来訪を招致することを提案し要望します。
かつての外国人居留地南山手の風貌が現代的要請に於いてよみがえります。

本提案と要望は、長崎に、1T関連事業を誘致するものではなく、伝統的な西欧文明と中華文明と日本文明の接点である長崎の歴史
と風土(エスニシティ:ethniciw)、その世界史上の位置を生かし、世界にとって謎でもあり魅力的な日本に位置する長崎を、世界に
先例のない、独自のシティ・りゾート(cityres0け)として再認識し再構築して之を明日より直ちに小より始め大へ実現することを提案
し、要望するものです。

私達は、構想(conC即t)立案や開発を行って招致する必要はないでしょう。寧ろ、範囲と遺跡との事実とその実態を正確に提示す
れぱ、来訪者は、皆で、その事実を興味と共に遵守しその意思に従い展開を要望し又は実現すると推察します。

私達当会は、世界の新しい知性としての方々を職業外において誘致することで、附随的に様々な又非日常的な出会いと契機が長
崎と日本に形成されると考えます。この様々な機会の形成が、長崎と日本の本源と同期し(synohmnize)始めれぱ、すでに高度な
産業基盤と学術基盤を有する日本と長崎の社会に計り知れない波及効果をもたらすと期待します。

世界の知性を誘引するためには、私達日本又は日本人又は長崎又は長崎の人々が、独自の存在でありながら世界と伴走する世界
の知性であることを求められます。

長崎は、大村氏と口ーマ仂トリツクにより現在の姿が開市され、日本開国とその成功の母体・発祥・舞台である事により、世界と日本
の過去から現在、未来への存在の要となる世界と日本にとって特異な歴史上の出来事と意義を背負います。

近年、世界では、様々な方法により、世界と日本と日本人、長崎の事実が解明され、相互の新しい関係性が認識されっつぁります。

私達当会は、地道な事実の検証と新しい発見による日本の事実と存在と世界との関係性の発信及び世界の人々の理解、誤解を恐
れずに表現すれぱ"日本のブランド化"(本物の魅力)は、私達日本人と長崎市民の日本人と世界の人々、日本と世界の文化と社会
と文明に対する責務のーつである、と考えます。

"日本のブランド化"ほ、太古よりの過去の日本の歩みを日本開国に集約して近代と現代の日本と世界の形成のーつの要を成す長
崎と日本の存在感を高めます。

私達当会は、皆様に、"都市長崎遺跡"即ち口ーマ仂トリックによる城塞都市遺跡/近世長崎市街関連遺跡/出島遺跡及び長崎奉行
所西役所遺跡*長崎海軍伝習所遺跡及び大波止遺跡/小曽根築地遺跡/養生所/(長崎)医学校等遺跡及び長崎病院遺跡/近代化の
造形遺跡、及び、'旧月j台日本の産業革命遺産"の長崎遺産の調査と保存と原状回復ど'土地の造形"の憶測の余地のない再建を要
望しこの要望への理解を求めます。

"土地の造形"ほ、斜面の多い日本の生活空間の形成又治水/ぢbK/環境として地域社会形成の要件であり風土を形成し、切土と盛
土と石垣と石段と石畳(平石)等を細部として構成します。

私達当会は、この様な、現代都市長崎に遺存する過去の歴史上の都市長崎遺跡等の調査と保存と原状回復ど土地の造形"の憶
測のない再建を中心とした歴史の体系的で合理的な視覚化は、世界に対して次世代の長崎と日本の存在感を確実なものにする、と
考えます。遺跡は、歴史を証徴します。

この歴史の視覚化は、また、長崎の恒久的なランドマーク(1andm引k)を形成します。遺跡は、恒久的な資産です。

私達当会は、長崎市街中心部の"出島遺跡及び口ーマ・カトリックによる城塞都市遺跡、長崎奉行所西役所遺跡*長崎海軍伝習所
遺跡及び大波止遺跡"ど'養生所ノ(長崎)医学校等遺跡及ぴ長崎病院遺跡"と港湾部の'旧彫台日本の産業革命遺産"の長崎遺産で
構成する三角地域は的確に保存/整備することにより他の日本の都市の城郭と城下町に匹敵するかそれ以上の存在感を有すること
が明らかになると認識します。

私達当会は、私達人類の存在に於いて唯一明確な事実である"遺跡、の現状保存又調査と活用にっいて、之を破壊から守り継承
することが、私達人類の知性の表現の基盤として、世界の人々に好意的に認知されるものと理解します。

長崎は、従来より「東洋のナボリ」と称されます。東洋の真珠と称される都市は複数あります。私達当会は、皆様に、長崎を独自の魅
力に従い"東洋の真珠"として磨くことを提案し要望し、そう称したいと考えます。

長崎と世界の資本 2018年(平成30年)9月22日土曜日

養生所を考える会代表池知和恭

〆
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一養生所/(長崎)医学校等遺跡の保存と活用より
「

i ・392

1逃
ローマ=玉テオドシウス1

エスニシティ(ethnicity)の時代

^

・1517

i久のき△題発

・天文十八年八月十五日(1549年7月22日)イエズス会士サビエルが鹿児島に着き布教を始める。

・天文十九年(1550年)夏ポルトガル船平戸に入港

・永禄五年(1562年)アルメイダが日本布教長トルレスの命により平戸に代わる港として横瀬浦を視察
・永禄六年(1563年)横瀬浦が焼討により壊滅

・永禄八年(1565年)ポルトガル船福田に入港

・元亀元年(1570年)メルシオール・デ・フィゲイレド神父長崎港測量。イエズス会カブラル神父長崎を視察。長崎開港協定成立。
・元亀二年(1571年)大村純忠家臣の朝長対馬をして長崎の町建てを開始(島原町、分知町、大村町、外浦町、平戸町、横瀬浦町の六

町)

・天正元年七月晦日(15乃年)から天正四年(1574年)三城七騎籠と長崎の戦い。以降長崎の武装化進展。
・天正四年(1576年)貝瀬(萱瀬)合戦。大村軍は佐賀の龍造寺軍に敗退。

・天正六年(1578年)深堀茂宅と長崎の戦い。

・天正八年(1580年)長崎が教会領となる。長崎を要塞化する。

・平成30年(2018年)現代

ドイツのヴッテンベルク大学

力<グック1宗致篇本の僻允;青遍煙と菫一性dブ00年局ダノi

2018年(平成30年)9月22日土曜日養生所を考える会代表池知和恭
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瓢マルテン・ルターが九十五一
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と

日本は、西欧世界に於いて普遍性と単一性から個別性・特異性と多様性へと行動基準を
転換する時代に西欧史に登場しました。

その後、日本は、カトリ、ソクとボルトガルを排して、新教国であり貿易資本主体のオランダ
を選択しました。

現代の人々は、さらに、多元性やエスニシティ(ethnicity)1こ着目しています。

私達現代の世界の人々と日本人と長崎市民は、何を選択するのでしょうか?

1517 より1100
ノ
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一養生所ノ(長崎)医学校等遣跡の保存と活用よりー

マーク・ベニオフ夫妻

2a1亀年二C平成.30年)9月司1、8日;(火>1

ニ、・
^ 11'輩1

φ版j艦歪^輩t4

,改訂1版:20IB年(平成30年)9月22日土曜日

2m8年(平成30年)9月18日火曜日

養生所を考える会代表池知和恭

/

私達当会は、マーク・ベニオフ夫妻のような方達に、「伝統的な西洋文明と日本文明の接点である空と海・水と i
風が美しい歴史都市長崎に是非遊びに訪れてほしい、海の見える別荘をお持ちになっていただきたい。時に、 i
眼下の専用のマリーナから、日本の紺碧の空と海に漕ぎ出してほしい」と考えます。

西洋の人々は、時に、「日本は特別だ。」と表現するそうですが、何が、どぅ特別と考えるのか、にっいてはあまり
言及しないようです。

長崎は、大村氏と口ーマ・カトリ、ソクにより現在の姿が開市され、日本開国とその成業の母体・発祥・舞台である
事により、世界と日本の過去から現在~未来への存在の要となる、世界と日本にとって特異な歴史上の出来事
と意義を背負います。

私達当会は、"長崎の存在は日本の存在を理解するーつの鍵である"と認識します。

私達当会は、世界の新しい知性であるマーク・ベニオフ夫妻のような方達に、長崎を散策してその風土を満喫し
て、'旧本を理解するーつの鍵"を手に入れて、日本を理解してほしい、と考えます。

私達当会は、私達人類の存在に於いて唯一明確な事実である、遺跡、の現状保存又調査と活用にっいて、之!
を破壊から守り継承することが、私達人類の知性の表現の基盤として、世界の人々に好意的に認知されるもの!
と理解します。

長崎は、従来より「東洋のナボリ」と称されます。東洋の真珠と称される都市は複数あります。私達当会は、皆様
に、長崎を独自の魅力に従い"東洋の真珠"として磨くことを提案し要望し、そう称したいと考えます。

私達長崎市民は、第二第三のマーク・ベニオフ夫妻から、「長崎市民に深い敬意を抱いており、この象徴的な都 i
市に関与することができて光栄だ」との言及を受けることができるでしょうか。〆

〔関連資料:『長崎と世界の資本』一養生所/(長崎)医学校等遺跡の保存と活用より一 2018年(平成30年)9月22日土曜日養生所を考える会代表池知和恭〕
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一養生所ノ(長崎)医学校等遺跡の保存と活用よりー
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マーク・ベニオフ氏の肖像
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2018年(平成30年)9月22日土曜日

養生所を考える会代表池知和恭

L^^ー^ー^.ーーー.^ニー「一ーー'■^^^^.^一」

マーク・ベニオフ氏一魅力的な肖像です。

私達当会は、マーク・ベニオフ夫妻のような方々に

知的世界のーつの拠点として長崎を訪れていただけれぱ

長崎は、現在より、さらに、素敵な、楽しい場所になる、と考えます。

大きく考えて下さい。本当に大きくです。

私達当会は、人類の概念/知の体系である歴史と人類の過去の事実そのものである遺跡との照合と
抽象概念への具体性の帰還(feedback)を重視し

その基盤である遺跡の現状保存と継承を、私達人類に対するーつの誠意であると考えます。
私達当会は、遺跡が、私達人類にとって、その土地の風土をっくり、私達人類の過去を知り、よって、現在と未来を考察し

又、人類社会に危機への耐性を形成する、その基層で在り得ると考えます。
遺跡はどこにでもあります。長崎は、全体が遺跡です。

私達長崎に住み、長崎に活動する者は、遺跡に住み、遺跡に活動するとの事実への自覚が求められます。
私達当会は、皆様に、遺跡の遺跡としての実態とその空間のあるべき姿としての現状保存と

遺跡の遺跡としての事実に基づく活用を提案し要望しています。
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.'中国ではシエア自転が2年1まど前から発的に普及した.者がGPSで体を追って回収するため、利用者は好きな場所で乗り降りでき"路上には自転車があふれ一事上放一
地方政府は撤去に手.おびた世しい数の自転をめた保は「シェア自の」と呼ぱれるようになった.」・・「野蛮に成した資本が、保場の寄霞を出現させた...」,

'跡はどこにでもあります.
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私'当会は、皆様に、迫跡の遺跡としての実態とその空間のあるべき姿としての現状保存と、遺跡の遺跡としての率実に基づく活用を提案し要望してぃます.
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で
き
る
手

軽
さ
が
受
け
た
。

し
か
し
、
営
会
社
が
次
々

参
入
し
た
こ
と
で
路
上
に
は

自
転
車
が
あ
ふ
れ
る
よ
う
に
な

つ
た
。
地
方
政
府
は
当
初
、

湖
ヒ

縦

、
J
ゴ
J

シ
エ
ア
自

に
な
っ
た

で
は
、

回
収
さ
れ
、

て
部
品
ご

分
解
し

上
海
の
呆
に
並
ぷ
シ
エ

今
妻
晶
勇
さ
ん
撮



一養生所/(長崎)医学枝等遺跡の保存と活用より

煽りで人が動いた時代は遠くなったか?

ネット時代の売り方の鍵は?

・ーネツト時代の売り方の鍵は「愛」です。そんな説を10年以上も前、専門家か i
ら聞いたことがある。・ー

好きになったものだからこそ人は魅力を説き、共に育てたいと願う。
持てぱ差がつく。見ていないと恥をかく。

そうした煽りで人が動いた時代は遠くなったということか。

50年後100年後200年後の長崎に住み長崎を訪問する世界の日本の長崎
の人々は、50年後100年後200年後の長崎を好きになるでしょうか?

2018年(平成30年)9月24日月曜日養生所を考える会代表池知和恭

遺跡の破壊は殆どの場合人々の「意図的措置」によるものと考えられます。
私達当会は、皆様に、私達の日々の暮らしのなかに遺跡との事実を活かすことを提案し要望します。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

私達当会は、人類の概念/知の体系である歴史と人類の過去の事実そのものである遺跡との照合と
抽象概念への具体性の帰還(feedback)を重視し

その基盤である遺跡の現状保存と継承を、私達人類に対するーつの誠意であると考えます。
私達当会は、遺跡が、私達人類にとって

その土地の風土をつくり、私達人類の過去を知り、よって、現在と未来を考察し
又、人類社会に危機への耐性を形成する、その基層で在り得ると考えます。

遺跡はどこにでもあります。

長崎は、全体が遺跡です。

私達長崎に住み、長崎に活動する者は、遺跡に住み、遺跡に活動するとの事実への自覚が求められます。i
私達当会は、皆様に、遺跡の遺跡としての実態とその空間のあるべき姿としての現状保存と

遺跡の遺跡としての事実に基づく活用を提案し要望しています。

「都市長崎遺跡」ほ、日本に現存して見ることができる最も古い外航港湾都市の姿です。

長崎 the o/d Cだy and the o/d harbour
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酉
、
難
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一
ノ
ー
.
し

社
一
シ
.
い
テ
ー
マ
を
繊
細
に
描
い
た
映
画
「
カ
ラ
ン

卵
1
ゐ
花
」
が
ロ
ン
グ
・
ラ
ン
上
映
を
^
鼎
松
。

一
7
凋
の
般
兪
か
ら
上
映
期
間
は
延
冬
努
返

一
气

縄畔
R
張
も
増
え
て
三
中
加
駿
豊
督
幡
点
識

9
勢
梦
烹
叉
盲
県
宗
荏
い
え
ゐ
ト

ニ
^
一
澄
匙
を
^
え
獣
券
凋
度
嵳
を
運
ふ
子

ニ
、
発
W
^
壽
陣
§
暴
急
抽
品
書
で
育
で

、
一

y
曳
劣
手
妄
サ
手
の
幸
せ
な
関
係
と
い
、
亀
1

一
一
^
▼
一
一
年
穿
画
扉
で
は
樂
例
E
空
髪
止
^
'
"

.
る
ば
、
!
」
と
い
.
、
尋
署
あ
っ
.
た
。
ゾ
憲
^
画
の
撮

影
チ
レ
ム
、
を
描
ミ
小
規
模
な
公
開
か
柔
ツ
ト
の
投

じ
稿
な
ど
で
支
持
を
^
し
す
つ
広
ば
太
て
大
ヒ
ッ
ト

4
糧
げ
で
父
登
場
人
管
の
亙
懸
^
な
姿
に
心

一
喜
さ
曾
れ
だ
観
姦
、
と
に
か
く
周
り
に
勧
め
た

イ
凝
る
。
ぞ
の
応
援
の
積
み
重
ね
が
実
を
結
ん
だ
。

一
一
一
^
ネ
ヅ
ト
時
垈
晋
秀
讐
愛
」
子
。
宅
孔

武
魂
壽
年
以
上
も
前
専
門
家
か
ら
聞
い
た
一
票

あ
る
。
当
時
は
一
三
と
思
っ
た
越
い
ま
は
な
る
ほ

ゞ
一
ι彫γ

~
4
三
感
じ
る
。
好
き
に
な
っ
た
も
の
だ
ぢ
L
美
は

豆
魅
力
を
説
き
此
曾
.
て
た
い
と
題
っ
。
持
て
ば
差
が

伽
っ
く
。
見
て
い
な
い
と
恥
を
か
く
。
そ
っ
し
だ
斌
り
で

2
 
入
が
動
い
た
時
代
は
遠
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
か
。
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1
養
生
所
/
(
長
崎
)
医
学
校
等
遺
跡
の
保
存
と
活
用
よ
り

司r

音
の
あ
る
風
景

街
に
と
け
込
む
声
や
音
や
音
楽
声
の
文
化

、
ノ
」
コ
゛
,
"
,
、
一
、
一
」
、
、
<
一

2
0
1
8
年
(
平
成
3
0
年
)
9
月
1
4
日
金
曜
日
養
生
所
を
考
え
る
会
代
表
池
知
和
恭

で
、
日
本
の
よ
う
に
、
ス
ピ
ー
カ

、
、
、

,
^
、
ー
^
ー
ー
の
B
G
M
が
混
じ
わ
合
っ

ノ

外
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
音
が

い
。

そ
れ
ぞ
れ
の
曲
に
ま
つ
わ
る
目
か
ら
入
る
県
は
甕
的
街
と
痘
め
統
一
感
を
生
み
、
む

い
0

エ
ピ
ツ
J
ド
を
知
る
と
、
ま
た
違
論
理
的
批
削
な
処
理
に
な
じ
し
魯
に
花
を
添
え
て
い
た
。

J

つ
た
味
わ
い
が
感
じ
ら
れ
る
。
宮
む
。
そ
れ
に
対
し
て
、
古
代
や
中
 
8
貝
 
9
月
と
続
け
て
、
声
楽

川
密
義
さ
響
の
「
歌
で
巡
る
長
世
は
「
声
の
文
化
」
で
あ
っ
た
と
の
発
表
会
や
ジ
ャ
ズ
・
一
フ
ィ
ブ
に

」
碕
」
>
(
長
崎
新
聞
社
)
や
、
、
同
名
い
う
(
W
:
オ
ン
グ
[
声
の
文
化
出
か
け
る
饗
が
あ
っ
た
。
今
は

の
、
ネ
ッ
ト
畢
食
崎
市
サ
イ
ト
と
文
字
の
文
化
」
藤
暑
店
)
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ツ
ト
で
輩
に
音
楽

」
、
、
、
.

、
ー

「
玉
ソ
ン
」
連
芭
に
詳
し
い
,
'
耳
か
ら
入
る
声
や
音
楽
は
直
誇
が
聴
け
る
時
代
に
は
な
っ
た
が
、

最
近
の
長
崎
豊
臼
と
い
ぇ
ぱ
に
心
に
響
き
ま
た
同
じ
り
ズ
ム
、
や
は
星
演
奏
の
響
き
に
は
か
な

ご
当
地
の
J
ー
サ
ッ
カ
し
チ
ー
や
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
聞
く
と
、
そ
の
、
雲
い
。
最
近
は
長
崎
市
の
ま
ち

会
V
,
フ
ア
ー
レ
ン
の
応
援
歌
(
チ
音
に
触
発
当
時
の
填
と
と
も
な
か
文
化
祭
な
ど
、
演
奏
に
じ
か

"
、
.
」
コ
 
J

」
、
凡

ヤ
ン
ト
)
、
だ
る
号
。
ど
の
く
ら
に
需
が
よ
み
が
え
る
。

に
触
ね
尻
る
無
料
の
燮
毛
増

い
の
レ
。
八
↓
ト
リ
ー
が
あ
る
の
か
こ
れ
ま
で
訪
れ
た
源
の
街
で
え
て
き
麥
声
ま
だ
街
に
と

も
知
暴
い
が
、
ズ
3
ア
ム
や
通
畢
広
場
を
歩
く
と
、
必
ず
と
け
込
む
音
楽
が
足
鼎
い
よ
う
に

玩
レ
類
、
墜
聞
昆
て
く
る
言
.
つ
太
い
優
楽
器
を
き
思
っ
。
そ
っ
し
た
音
条
し
む
こ

と
'
ち
り
の
胸
禽
鳴
り
、
上
し
て
¥
ズ
や
ク
ラ
シ
ッ
ク
を
演
と
は
、
街
の
文
化
度
を
は
か
る
バ

体
感
が
得
気
る
。

奏
す
る
人
が
い
だ
。
そ
こ
に
は
自
ロ
メ
ー
タ
ー
と
も
言
え
る
。

程
は
>
印
刷
や
メ
デ
ィ
ア
技
然
と
人
だ
か
県
で
き
街
の
景
芸
術
・
文
化
の
繁
や
っ
て
く

"術
の
発
達
で
、
視
覚
中
心
の
社
会
色
に
と
け
込
ん
で
い
た
。
逆
に
店
る
。
心
を
養
づ
て
く
れ
る
よ
之

に
な
っ
て
い
る
。
文
字
の
よ
う
に
舗
や
レ
ス
ト
ラ
ン
な
姦
静
か
よ
い
音
と
出
合
い
た
い
。

一
街
に
と
け
込
む
声
や
音
、
ど
の
様
な
場
が
必
要
な
の
で
し
よ
う
、
広
場
?
路
地
?
お
酒
?
美
味
し
い
食
べ
物
?
古
代
や
中
世
は
「
声
の
文
化
」
で
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

三
都
市
長
崎
遺
跡
」
は
、
日
本
に
現
存
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
最
も
古
い
外
航
港
湾
都
市
の
姿
で
す
。

一
私
達
当
会
は
、
皆
様
に
、
「
都
市
長
崎
遺
跡
」
や
そ
の
構
成
要
素
で
あ
る
「
養
生
所
/
(
(
長
崎
)
医
学
校
等
遺
跡
の
遺
跡
と
し
て
の
現
状
保
存
と
遺
跡
と
し
て
の
事
実
に
ょ
る
活
用
を
提
案
し
要
望
し
ま
す
。

一
遺
跡
と
街
に
息
づ
く
音
楽
、
素
敵
だ
と
思
い
ま
す
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一養生所/(長崎)医学校等遺跡の保存と活用よりー
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「A1タクシー」は乗客の需要予想を数宇
や色で表して運転手を支援(束京都中野区)

「データはあるが使えない」企業が
35%に及ぶ

」データはあるが、使える
状態になっていない

,

、

^"
气7
゛1:,、

、

勺

=ニ

＼

なんとも
いえない

^

3

.

十分に
一収集できて

そろつている
いない

どんなデータが必要
なのかがわからない3

福達笥会ぱ、バ類の概念/劒の衛系である厘史ιバ類の週去の萎実その舌のである週尉との餌台と鋤概念への呉体世の還び卵dbackノ芝重毎ι、 尉の現状侠序と艇承芝私達バ類仁謝ずるーつの誠篇であると考えまず。

A1活用に
必要な

データの

収集状況

亀
1

10

日曜

2018年(平成30年)9月30日土曜日

養生所を考える会代表池知和恭

◎日本経済新問社2018 (日干リ)

⑨月3 ヨ回2018年
(平成30年)

加P

」、

〆

News&Trend

4

^

■口0

日
本
の
主
要
企
業
の
6
割
が
人

工
知
能
(
A
1
"
3
面
き
ょ
一
つ
の

こ
と
ぱ
)
迎
用
に
欠
か
せ
な
い
デ

ー
タ
活
用
で
課
題
を
抱
亢
て
い
る

こ
と
が
分
か
っ
た
。
製
品
や
サ
ー

ビ
ス
の
開
発
魂
業
開
拓
な
ど
A

ー
の
用
途
は
新
た
な
分
野
に
広
が

り
つ
つ
ぁ
る
。
だ
が
必
要
な
デ
ー

タ
が
不
足
し
て
い
た
り
、
デ
ー
タ

形
式
が
不
ぞ
ろ
い
で
使
え
な
か
っ

た
り
と
、
 
A
1
の
導
入
E
戸
惑
う

事
例
も
多
い
。
欧
奎
中
心
に
企

業
の
A
1
活
用
が
急
拡
大
す
る
な

か
、
「
動
か
な
い
A
1
」
が
増
え

続
け
れ
ぱ
世
界
競
争
に
出
遅
れ
か

ね
な
い
。
(
関
迎
記
 
7
面
に
)

、
'

日
本
経
辧
聞
と
日
経
B
P
社

の
専
門
サ
イ
ト
「
口
経
χ
T
E
C

H
 
(
ク
ロ
ス
テ
ッ
ク
)
」
は
7
S

8
貝
大
手
1
1
3
社
に
A
1
の

活
用
状
況
を
問
い
た
。
「
A
1
を

活
用
す
る
」
と
答
え
た
企
業
は
予

定
も
含
め
て
鰐
%
に
上
っ
た
。
A

ー
が
企
業
活
動
に
浸
透
し
つ
つ
あ

る
一
方
、
日
本
企
業
が
抱
え
る
課

題
も
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。

実
用
化
ま
で
2
年

ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
で
掘
り
崩
し
た

先
、
 
A
1
の
「
目
」
が
ト
ン
ネ
ル

表
面
を
く
ま
な
く
観
察
し
始
め

た
。
所
要
時
問
は
2
分
問
。
地
層

や
割
れ
貝
漏
水
の
有
無
か
ら
地

毅
が
安
全
か
ど
一
つ
か
を
機
誤
薪

す
る
。
「
こ
れ
な
ら
使
え
る
」
。

2
0
1
8
年
夏
、
実
証
試
験
を
繰

り
返
し
て
い
た
大
林
組
の
畑
浩
一

部
長
は
胸
を
な
で
下
ろ
し
た
。

風
化
に
よ
る
地
質
変
化
の
正
答

率
は
釘
%
と
、
全
社
で
も
3
人
し

か
い
な
い
専
門
技
響
と
厘
姦

べ
る
ま
で
に
な
っ
た
。
近
く
山
岳

地
帯
の
工
事
器
で
実
用
化
に
乗

り
出
す
が
、
実
は
こ
こ
ま
で

の
に
2
年
か
か
っ
た
。

壁
に
な
っ
た
の
が
保
管
デ
ー
タ

の
形
式
違
い
だ
。
過
去
2
千
枚
超

の
工
事
画
像
な
ど
を
も
と
に
地
質

髞
の
コ
ツ
を
A
1
に
教
え
込
も

う
と
し
張
保
存
形
態
が
王

ク
セ
ル
」
や
「
P
D
F
」
な
ど
バ

ラ
バ
ラ
。
担
当
者
が
画
像
や
資
料

を
ス
キ
ャ
ン
し
、
手
作
業
で
数
値
 
J

を
入
力
し
直
す
必
要
が
あ
っ
た
。

、

A
1
の
精
度
を
高
め
期
待
通
、

り
動
か
す
に
は
、
膨
大
な
デ
ー
タ

を
集
め
て
そ
の
遼
凄
隆
せ
る

作
業
が
欠
か
せ
な
い
。
し
か
し
調

査
で
は
「
デ
ー
タ
は
あ
る
が
使
え

な
い
」
企
業
が
舗
%
に
上
り
「
収

集
で
き
て
い
な
い
」
も
2
割
を
占

.

.

の
糸

一
=

本
社
0
日
経
B
P
調
査

め
た
。
「
ど
ん
な
デ
ー
タ
が
必
要

か
分
か
ら
な
ど
も
含
め
6
割
の

企
業
が
A
1
潮
入
に
悩
む
。

背
景
に
あ
る
の
は
ぺ
ー
パ
ー
レ

ス
化
の
遅
れ
や
一
忌
寮
ど
の
問
題

だ
。
 
A
1
学
習
用
の
デ
ー
タ
加
工

は
自
動
化
が
難
し
く
、
入
力
や
形

式
の
統
一
な
ど
人
備
に
頼
る

部
分
が
多
い
。
英
語
が
通
じ
る
イ

ン
ド
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
大
最
の
デ

ー
タ
処
理
を
委
託
し
て
き
た
欧
米

勢
に
比
べ
日
霊
業
は
こ
う
し

た
寵
工
程
」
で
腐
心
す
る
。

2
月
か
ら
「
A
ー
タ
ク
シ
ー
」

を
導
入
し
た
東
京
無
線
タ
ク
シ

ー
。
 
A
1
で
響
の
人
数
と
地
点

を
予
想
す
る
。
精
度
は
飾
%
と
高

く
、
新
人
ド
ラ
バ
ー
は
売
り
上

げ
が
1
日
番
3
千
円
増
え
た
。

開
発
し
た
N
T
T
ド
コ
モ
は
 
A

ー
に
学
ぱ
せ
る
デ
ー
タ
の
「
重
み

付
け
」
で
て
こ
ず
っ
た
。

挑
帯
阻
話
か
号
う
れ
る
人
の

分
英
車
両
の
釋
履
唾
付
近

の
施
設
惰
報
や
気
象
デ
ー
タ
を
掛

け
合
わ
せ
る
。
最
低
1
千
台
の
デ

ー
タ
が
必
要
と
考
え
て
A
1
に
学

ば
せ
た
が
、
数
力
月
問
は
予
測
梢

度
が
思
う
よ
う
に
出
な
か
っ
た
。

実
際
は
ど
の
要
髪
重
視
さ
せ
る

か
次
第
で
、
数
十
台
で
も
十
分
に

粘
度
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

今
回
の
調
査
で
は
企
業
の
6
割

超
が
「
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
革
新
」

に
A
1
を
活
用
し
て
い
く
と
回

0

ヨ
ス
ト
削
減
(
妬
%
)
」

「
人
手
不
足
の
聾
翁
%
)

上
回
口
璽
強
化

と

に
向
け
ナ

用
途
で
も
A
1
に
高
い
期
徒
化
寄

せ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

倫
理
規
定
で
出
遅
れ

だ
が
A
1
を
う
ま
く
動
か
せ
て

も
課
霪
は
残
る
。
袷
%
の
企
業
が

「
餅
が
プ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
化

す
る
」
懸
念
を
挙
げ
た
。
現
在
主

流
の
A
1
技
術
は
内
部
の
挙
動
が

複
雑
で
餅
の
根
拠
を
示
す
の
が

難
し
い
。
経
営
の
ど
こ
ま
で
を
「
説

明
で
き
な
い
A
1
」
に
頼
る
べ
き

か
、
悩
む
企
業
は
多
い
。

三
井
住
友
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ

ル
ー
プ
(
F
S
 
は
Π
年
Ⅱ
貝

A
1
利
用
に
関
す
る
独
幽
の
倫
理

規
定
を
導
入
し
た
。
「
判
断
が
倫

理
的
に
不
適
切
に
な
ら
な
い
よ
う

に
す
る
」
「
基
本
的
人
権
の
保
護

や
文
化
多
様
性
に
配
服
す
る
」
な

ど
を
掲
げ
、
 
A
1
を
開
発
・
利
用

す
る
社
貝
に
徹
底
さ
せ
て
い
る
。

与
塙
定
な
ど
で
A
1
に
よ
る

偏
っ
た
餅
が
生
じ
か
ね
な
い
場

面
を
想
定
し
、
海
外
文
献
も
参
考

に
罫
を
練
っ
た
。
噐
査
時
点
で

窺
定
を
定
め
た
」
と
答
え
た
の

蛙
一
拜
住
友
F
G
の
1
社
の
み
。

9
月
に
ソ
ニ
!
も
独
同
の
倫
理
規

定
を
設
け
張
グ
ー
グ
ル
や
マ

イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
な
ど
規
定
導
入
が

相
次
ぐ
米
国
に
比
べ
口
本
勢
の
取

り
組
み
の
遅
さ
が
目
立
つ
。

M
M
総
研
の
Π
年
開
査
に
ょ
る

と
、
企
業
経
営
屈
が
A
1
を
熟
知

し
て
い
る
割
合
は
米
国
が
5
割
、

ド
イ
ツ
が
3
割
に
対
し
、
口
本
は

フ
%
台
。
 
A
1
活
用
が
当
た
り
前

に
な
る
「
デ
ー
タ
エ
コ
ノ
ミ
ー
」

へ
の
理
解
が
進
ま
な
け
れ
ば
国

や
企
業
の
競
争
力
の
差
に
つ
な
が

り
か
ね
な
い
。

皐
本
優
口
経
ク
ロ
ス
テ
ン

ク
・
竹
居
智
久
)

=

,
覗
,



養生所/(長崎)医学校等遺跡の保存と活用より

^ 10」坂

^ ^
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粂3佐郵便物認可

長崎映画祭はいかがでしょうか。

図bunka@asahi.com

く匝亜^

.

長崎は歴史と上野彦馬の業績によって日本の写真発祥地のーつです。
映画は写真技術の応用で生まれました。長崎で映画祭はいかがでしょう。

「都市長崎遺跡」は、日本に現存して見ることができる最も古い外航港湾都市の姿です。
映画は古い街並みになじみそうです。

私達は、遺跡が

私達人類にとって、その土地の風土をっくり、私達人類の過去を知り、現在と未来を考察し、又、人類社会に危機への耐性を形成する
その基層で在り得ると考えます。

人類の概念ノ知の体系である歴史と人類の過去の事実そのものである遺跡、両者の照合、抽象概念への具体性の帰還(feedback)。
遺跡はどこにでもあります。

長崎は、全体が遺跡です。「都市長崎」としての遺跡はここにしかありません。遺跡、素晴らしい生活環境です。
私達当会は、皆様に、遺跡の遺跡としての実態とその空間のあるべき姿としての現状保存と、遺跡の遺跡としての事実に基づく活用を提案し要望しています。

長崎 the o/d Cだy and the o/d harbour

〆

2018年(平成30年)9月18日(火)

J〒 厚罰

2018年(平成30年)9月18日火曜日養生所を考える会代表池知和恭

'ξ轟

濱口電介褒習1か午寝で、建衛琴醤江電(憂朗中)
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東
曇
=
術
大
学
大
学
院
に

也
が
設
置
さ
れ
た
の
が
2
0

沢

と
い
う
一
海
書
を
蓑
に
、

鬻
て

J
 
、

の
誓
だ
っ
た
。
以
 
N

し
た
も

の
の
、
東
曇
矣
出
身
者
が

の
様
々

な
ジ
ャ
ン
ル
で
先
頭
に
立
ち
始

雇
て

「
万
引
き
矮
」
の
パ
ル
ム

め
て
も
」
で
初
め

ド
ー
ル
に
沸
い
た
今
年
の
カ
ン

画
を
手
が
け
た

て
商
業

ヌ
国
際
映
画
祭
。
・
そ
の
裏
で
、

収
入
闘
億
円

、
'

一
つ

あ
っ

、

力

盆
一
督

の
「

監
督

て
も

月
川

)
は
1
期

祭
初

)

て
も
」

生
。
昨

の
縢
臓
を

、
「

3

で
コ
ン
ぺ
に
選
ば
れ
た
。
べ
た
い
」
が
、
舗
の

口
監
督
は
映
画
専
攻
2
期
収
入
を
上
げ
た
。
今
徒
「

修
雨
作
「
P
A
S
S
工
な
り
の
揚
く
ん
一
と
「
セ
ン

0

0
0
8
年
)
が
ス
セ
イ
君
主
」
が
公
開
さ
れ
、
エ

」
(
2

ン
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
ン
タ
ー
テ
ィ
ン
メ
ン
ト
番
春

ン
の
サ

ヘ

映
画
祭

こ

の
売
れ
う
子
に
な
っ
た
。

で

「
す
ぐ

、
0

月
川
監
督
は
「
P
A
S
S
1

、

が
撮
れ
る
か
な
ど
思
っ
て
ぃ
ま
ト
、
O
N
-
、
将
ち
の
め
さ
れ
だ
と

し
た
。
で
も
、
な
か
な
か
う
ま
い
う
。
一

」
。
『

く
い
き
ま
せ
で
し
杏
が
騰
を
作
る
必
要
は
な
い
』

、
そ
の
間
震
災
を
主
題
徒
し
と
思
い
ま
し
た
0
、
大
学
の
恩
師

"
た
ド
キ
ユ
メ
ン
タ
リ
ー
な
ど
を
に
『
同
じ
土
俵
で
饗
U
な
け

撮
わ
、
琵
に
「
ハ
ッ
ピ
ー
ア
れ
ば
い
い
』
と
言
わ
れ
、
エ
ン

ワ
1
一
で
、
ロ
カ
ル
ノ
国
際
盟
・
タ
ー
テ
ィ
ン
メ
ン
ト
を
作
ろ
う

祭
の
女
優
賞
を
得
た
。
今
回
、
と
決
め
た
」

.
]

,
.
゛
、

と
同
じ
」
と
堀
越

誉
教

0

「
プ
ロ
デ
ユ
ー
ス

の

生
が
易
の
監
督
や
技

一

仕
事
を
依
竿
る
な
ど
、

つ

と
横
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

本
目
と
な
る

ク
カ

的
に
つ
な
が
っ
て
き
た
」

も
2
つ
の
笈
は
「

テ
ィ
ブ
な
(
物
語
性
を
持

作
品
の
製
」
を
う

タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン

、

た
っ

る
点
。
芸
術
大
学
だ

や
っ
て
き
た
こ
と

力

合
す
る
こ
と
が
出

盟
の
プ
ロ
育
成

、

と

え
、
修
了
生
は
芙

フ
ラ
ン
ス
や
中

り

ど

口
監
督
か
ら
娯
響
わ
の

立

監
督
ま
で
幅
広
い
。

ι
力
に
も

「
デ
ィ
ス
ト
ラ
ク
シ

ヨ
ン
・
ベ

日設

イ
ビ
ー
ズ
」
の
轟
子
哲
也
監

督
フ
ジ
テ
レ
ピ
の

所

ヴ
ソ
ン
グ
」

マ
「
ラ

脚
の

宵
い
、
倉
光
泰
子
ら

活

の
う
ち
6
割
を
盟
兇
に
充

る
人
材
が
そ

つ

ろ

て
る
。
董
は
2
年
で
短
編
2

さ
ん
ら
の

査

た
。

本
、
長
編
1
李
鼎
す
る
。

就
職

の
う
ち
部
%

生
計
を
立
て

仕
事
で

て

横
の
つ
な
が
り
も

々

発

時
か
ら
襲

務

笈
は
監
資
脚
本
、
プ
ロ

黒
沢

督
は
[
才
能

る

デ
ユ
ー
ス
、
.
撮
影
照
明
、
美
術

学
試
験
で
)

を
(

、

ち

た
蒙
。
や

な
ど
7
綴
分
ー
ス
)
が
あ

見
つ
け

つ

と

る
こ
と
。
璽
に
1
学
年
4
 
き
た
と
い
う
印
象
で
す
が
、
こ

S
5
人
の
学
生
が
い
る
。
脚
本
ち
ら
の
昌
に
い
は
な
か
っ
た

家
の
坂
元
裕
二
が
襲
に
就
い
と
喜
ん
で
い
ま
す
」
と
芋
。

た
の
も
甑
髪
っ
た
。
「
7
 
「
量
は
毎
日
学
校
1

綴
は
商
業
諾
の
崔
分
雋
と
芋
中
で
自
分
の

,
'
あ
ー
ー

一
.
、
、
そ
ん
な
空
間
だ
っ
た
と
思
う

1
 
●
●
 
1
 
●
●
 
1
 
■
●
!
●
●
 
1
 
●
●
 
1
 
●
●
 
1
 
●
●
 
1
 
●
●
 
1
 
●
.
 
1
 
■
.
ー
:
ー
:
 
1
 
■
.
ー
:
 
1
 
尋
.
ー

嘉

も

欝
立
教
大
時
代
、
こ
れ
に
近

開
1
い
時
間
を
過
こ
し
ま
し
た
」

才
能
は
じ
ば
し
ば
ま

映
画
の

現
す
る
。
 
1
9
8

と
ま
っ
て
出

0
箭
後

立
教
大
か
ら
は
黒

の

盗
嵩
の

)
、

防
正

漂

塩
田
明
彦

喜
躍
中

彫

ら

督
が
誰
し
た
。
そ
の
0

犬
雑
影

よ
、
ム

所
か

島
池
土

田
璽
、

篠
田

才
能
が
デ
ビ
ユ
ー
し

と
、
つ

だ
。
、

、
棗
芸
大
か
ら
新

し
い
力
起
き
よ
う
と
し
て
、

る
。
需
集
委
員
右
飛
鰐
)

P
k

J

3
;
'
,

イi
子

〔
、

f
 
,
■
 
1
 
:

云

'
ノ

〆
,
'

、
一
一

"
.
一
一
{
一

一.

一
心



4

化
さ
せ
た
と
い
う
。

東
京
初
の
屋
外
型
フ
ォ
ト

フ
エ
ス
と
銘
打
っ
て
Π
年
5

月
に
開
催
さ
れ
た
T
3
 
P

H
O
T
O
 
F
E
S
T
1
V

A
L
 
T
O
K
Y
0
に
参
加

し
た
写
真
家
の
山
本
渉
は

上
野
公
園
内
の
木
に
作
品
を

「
屡
尓
」
し
た
。
ク
ス
ノ
キ

か
ら
葉
を
採
取
し
て
特
殊
フ

イ
ル
ム
の
上
に
慣
き
電
流

を
流
し
て
撮
影
。
こ
の
葉
の

写
真
を
水
や
光
に
強
い
ン
ー

ル
状
の
紙
に
プ
リ
ン
ト
し
、

透
明
パ
ネ
ル
に
貼
っ
て
も
と

の
木
の
幹
に
取
り
付
け
た
。

雨
に
ぬ
れ
て
も
ふ
き
取
る

だ
け
で
ょ
く
、
光
に
よ
る
退

色
も
な
い
。
「
画
質
を
保
っ

た
ま
ま
シ
ー
ル
状
に
印
刷
で

き
る
技
術
が
あ
っ
て
一
毛
で

き
た
展
示
だ
っ
左
と
山
本

は
振
り
返
る
。
美
術
館
や
画

廊
以
外
の
場
所
も
展
示
会
場

と
な
る
フ
エ
ス
で
は
「
作
家

自
身
も
新
た
な
見
方
や
見
せ

方
を
考
え
る
き
っ
か
け
に
な

図
匝

町
中
や
野
外
に
写
真
作
品
を
展
示
し
た
り
、
剛
評
会

や
コ
ン
テ
ス
ト
を
開
い
た
り
す
る
写
真
フ
エ
ス
テ
ィ
バ

ル
が
国
内
に
広
が
り
つ
つ
ぁ
る
。
撮
影
や
印
刷
技
術
の

進
歩
が
写
真
の
多
様
な
屡
尓
を
可
能
に
し
た
。
場
所
に

合
っ
た
作
品
や
屡
木
を
模
索
す
る
こ
と
で
写
真
家
の

表
現
の
幅
が
広
が
る
こ
と
を
期
待
す
る
声
も
あ
る
。

今
年
始
ま
っ
た
浅
問
国
際
写
真
家
の
鷹
野
隆
大
は
、

フ
ォ
ト
フ
エ
ス
テ
ィ
パ
ル

巨
大
な
感
光
紙
と
光
源
の
間

(
智
ま
で
)
の
舞
台
は
、

に
モ
デ
ル
と
一
緒
に
立
ち
、

長
擬
・
御
代
田
町
の
旧
〆
シ
ル
エ
ッ
ト
を
感
光
さ
せ
た

ル
シ
ャ
ン
軽
井
沢
美
術
館
を
写
真
を
出
品
。
観
客
が
同
様

中
心
と
す
る
一
画
目
の
前
の
撮
影
を
体
験
で
き
る
小
部

に
浅
閻
山
が
そ
び
え
る
緑
豊

屋
も
設
け
た
。
「
美
術
館
や

か
な
野
外
の
会
場
を
訪
ね
る

ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
プ
リ
ン
ト
を

歪
七
量
ハ
ネ
ル
に
ス
マ
ー
見
る
の
と
は
違
っ
た
写
真
体

勲
ト
フ
ォ
ン
(
ス
マ
ホ
)
を
か
験
を
し
て
ほ
し
い
」
と
太
田

ざ
す
観
客
の
姿
が
あ
っ
た
。
睦
子
エ
キ
シ
ビ
シ
ョ
ン
デ
ィ

^
専
用
ア
プ
リ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
レ
ク
タ
ー
は
話
す
。

ド
し
た
ス
マ
ホ
を
通
し
て
見

新
技
術
で
可
能
に

^
る
と
、
写
真
の
中
の
電
話
が

嶋
っ
た
り
、
立
体
的
に
見
え

2
0
0
0
年
代
以
隆
デ

た
り
す
る
。
A
R
(
拡
張
現
ジ
タ
ル
技
術
の
進
化
で
高
画

ぎ
技
術
一
徒
っ
た
米
国
の

私
,
は
、
遺
跡
が
、

私
.
人
類
に
と
つ
て
、
そ
の
土
地
の
風
土
を
つ
く
り
、
私
達
人
類
の
過
去
を
知
り
、
現
在

又
、
人
類
社
会
に
危
機
へ
の
す
性
を
形
成
す
る
、
そ
の
基
層
で
在
り
る
と
考
え
ま
す
。

と
未
来
を
考
察
し
、
又
、

人
類
の
概
念
/
知
の
体
系
で
あ
る
歴
史
と
人
類
の
過
去
の
事
そ
の
も
の
で
あ
る
遺
跡
、
両
者
の
照
合
、
抽

一
象
概
念
へ
の
体
性
の
還
(
f
 
:
 
d
 
b
 
o
 
o
k
)
。
遺
跡
は
ど
こ
に
で
も
あ
り
ま
す
。

崎
は
、
全
体
が
遺
跡
で
す
。

「
都
市
崎
」
と
し
て
の
遺
跡
は
こ
こ
に
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
遺
跡
、
素
晴
ら
し
い
生
活
環
境
で
す
。

当
会
は
、
皆
様
に
、
過
跡
の
週
跡
と
し
て
の
態
と
そ
の
空
問
の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
の
現
状
保
存
と

遺
跡
の
.
跡
と
し
て
の
事
実
に
基
づ
く
活
用
を
案
し
要
望
し
て
い
ま
す
。

質
で
の
撮
影
が
可
能
に
な
っ

た
。
巨
大
な
サ
イ
ズ
に
印
刷

で
き
る
大
型
プ
リ
ン
タ
ー
が

開
発
さ
れ
、
耐
水
性
・
耐
光

性
の
高
い
棄
材
も
登
場
す

る
。
大
田
氏
に
よ
れ
ぱ
、
こ

う
し
た
技
術
面
の
発
展
が
屋

内
外
で
の
写
真
展
示
を
多
様

〆

戸

/
/

癌
燭
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る
」
命
本
)

町
中
の
施
般
を
生
か
し
た

ユ
ニ
ー
ク
な
展
示
も
写
真
フ

エ
ス
の
努
だ
。
照
明
家
の

仲
西
祐
介
氏
、
写
家
の
ル

シ
ー
ル
・
レ
イ
ポ
ー
ズ
が
共

同
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
と
し
て
玲

年
に
創
殷
し
た
K
Y
O
T
O

G
R
A
P
H
1
E
 
(
苧
都
国

際
写
真
遜
は
、
京
都
禹

の
鹿
や
町
家
な
ど
に
合
わ

せ
た
展
示
を
写
家
イ
ノ

テ
リ
ア
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
職
人

ら
と
議
諭
し
な
が
う
毎
回

作
り
あ
げ
る
こ
と
で
知
ら
れ

る
。

玲
年
に
は
元
問
屋
の
建
物

を
利
用
し
た
「
無
名
舎
」
で
、

細
畏
い
町
家
を
貫
く
全
長
8

腕
の
テ
ー
プ
ル
を
設
霞
し

0

ー
、

写
真
家
ル
・
カ
ス
・
プ
y
 
町
中
・
野
外
場
所
に
合
わ
せ
作
口
叩
展
一
尓

ロ
ッ
ク
の
作
品
だ
。

゛

亙
臭
家
集
団
マ
グ
ナ
ム
・
フ

オ
ト
が
難
民
を
撮
影
し
た
写

真
を
パ
ネ
ル
に
し
て
置
い

た
。
「
畏
い
テ
ー
プ
ル
は
難

民
が
た
ど
っ
た
道
の
り
を
象

徴
し
、
観
客
は
パ
ネ
ル
を
手

に
と
り
鑑
賞
す
る
一
Σ
で
難

民
問
廊
を
自
分
の
こ
と
の
よ

う
に
感
じ
ら
れ
る
」
と
仲
西

氏
は
言
っ
。

今
年
は
建
仁
寺
内
の
両
足

院
こ
畳
職
人
と
作
っ
た
漆
黒

の
畳
を
敷
き
前
衛
梨
道
家

の
中
川
幸
夫
が
亭
う
撮
影
し

た
生
け
花
の
写
を
立
て
て

墨
木
。
植
物
の
生
と
死
と
い

つ
中
川
霜
品
の
テ
ー
マ
を

際
立
た
せ
た
。

「
写
を
町
に
引
っ
張
り

出
す
こ
と
、
、
普
段
あ
ま
り

積
極
的
に
考
え
な
い
よ
う
な

問
題
に
つ
い
て
も
オ
ー
プ
ン

に
考
え
た
り
、
話
し
合
っ
た

り
で
き
る
」
と
仲
西
氏
は
写

爽
フ
エ
ス
の
意
義
を
語
る
。

扣
晶
日
か
ら
は
初
の
試
み

と
し
て
伺
フ
エ
ス
の
特
別
版

T
O
K
Y
O
G
R
A
P
H
1

E
を
F
U
J
1
F
1
L
M

S
Q
U
A
R
E
 
(
赤
返
な

ど
東
京
都
内
各
所
で
開
く
。

卯
年
代
か
ら
増
加

現
奄
世
界
に
は
大
小
含

め
て
2
0
0
超
の
写
真
フ
エ

工

.

゛

ス
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
日
本

で
は
1
9
8
5
年
に
「
写

の
塑
昌
巴
を
し
た
北
海
道

東
川
町
の
東
川
町
国
際
写
真

フ
エ
ス
テ
ィ
パ
ル
が
最
も
古

、
0

船
年
に
写
家
の
平
閻

し至
が
出
身
地
の
{
呂
城
県
塩
釜

市
で
創
設
し
た
塩
竈
フ
ォ
ト

フ
エ
ス
テ
ィ
バ
ル
な
ど
、

卯

年
代
以
降
は
各
地
で
開
催
が

相
次
い
で
い
る
。

主
催
者
に
と
っ
て
は
、
現

代
ア
ー
ト
の
芸
術
祭
に
比
べ

て
開
催
費
用
が
安
く
済
む
の

が
利
点
の
一
つ
だ
。
カ
〆
ラ

愛
好
家
の
多
い
日
本
は
「
写

大
国
」
と
も
称
さ
れ
る
。

だ
が
一
方
で
「
写
真
を
鑑
賞

す
る
文
化
は
根
付
い
て
い
な

い
」
と
写
真
評
論
家
の
竹
内

万
里
子
氏
は
指
摘
す
る

国
内
外
の
フ
エ
ス
が
お
手

.

.
闇
、
"

一
詳
.
"

岡

本
と
す
る
ア
ル
ル
国
際
写
真

祭
(
聖
創
遜
は
写
真

は
芸
術
と
の
意
識
が
ま
だ
低

い
時
代
に
展
覧
会
泌
評
食

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
を
企
画

し
、
観
客
と
と
も
に
楽
し
め

る
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
定
摘
。

国
内
外
の
画
廊
や
出
版
社
な

ど
が
築
っ
世
界
最
大
級
の
写

フ
エ
ア
、
パ
リ
・
フ
ォ
ト

の
創
設
(
町
年
)
に
つ
な
が

つ
た
。「

フ
エ
ス
が
写
真
に
つ
い

て
フ
ラ
ン
ク
に
感
想
や
意
見

を
交
換
で
き
る
場
に
な
れ

ぱ
日
本
の
写
輿
文
化
は
も

つ
と
豊
か
に
な
る
」
と
竹
内

氏
は
期
待
す
る
。
主
催
者
と

写
真
家
が
密
に
協
勘
し
、
参

加
者
宝
<
に
育
て
て
い
け
る

か
が
成
功
の
カ
ギ
と
な
る
。

(
編
集
委
員
纏
田
直
子
)

■
●
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1
 
●
●
 
1

↓
ω
王
ヨ
0
「
誘
ゴ
く
君

↓
臭
呑
で
上
野
公
囲
に

示
さ
れ
た
山
本
渉
氏
の
作
品

(
2
0
1
7
年
)

養生所/(長崎)医学校等'跡の保存と活用より

長崎与真祭いかがでょ'か。

2018年(平成30年)9月22日土曜日養生所を考える会代表池知和恭

2018年(平成30年)9月22白(土畷日)

スマホを使って写真作品を楽しむ洩問
国際フォトフェスティノくルの来場者

6、

長崎は歴史と上野彦馬の績によって日本の写真発祥地のーつです。
長崎で写真祭はいかがでしょう。

「都市長崎遺跡」は、日本に現存して見ることができる最も古い外航港湾都市の姿です。
1820年代後半ニエプス等が写真を発明して10年、写真は古い町並みになじみそうです。
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0

膝
田
が
望
ん
だ
作
「
V
1

O
L
E
T
」
は
、
顔
に
傷
を

負
っ
た
女
性
が
詠
の
一
最

師
に
会
う
た
地
米
国
南
部

か
ら
畏
距
緋
パ
ス
の
旅
に
出

る
惣
考
八
曵
権
迎
動
な

ど
1
9
6
0
年
代
の
異
議
申

し
立
て
が
背
景
に
描
か
れ

る
。
藤
田
は
「
蛇
川
さ
ん
世

代
が
か
か
わ
っ
た
釦
年
代
の

闘
い
を
無
視
す
る
政
権
が
米

国
に
生
ま
れ
た
合
毛
、
こ

の
舞
台
を
皆
直
し
た
い
」

と
上
演
意
図
を
明
か
す
。

今
年
2
月
に
は
物
語
と
同

じ
ル
ー
ト
を
バ
ス
で
旅
し

た
。
「
バ
ス
の
中
で
白
人
は

ア
ジ
ア
人
と
自
を
合
わ
せ
な

、
0

今
の
空
気
を
鍵
台
に
出

し
た
い
」
。
町
年
初
演
、

ノ
ト
リ
ー
や
プ
ル
ー
ス
(
ジ

ニ
ー
ン
ニ
ブ
ソ
ー
リ
音
楽
)

が
強
い
印
馨
刻
む
作
品
に

藤
田
色
を
加
え
る
。

扣
月
8
日
に
棗
の
赤
坂

A
C
T
シ
ア
タ
ー
で
開
幕
す

る
「
生
き
る
」
は
、
黒
潮
明

監
瞥
の
映
画
を
ミ
ユ
ー
ジ
カ

ル
化
す
る
初
の
試
み
だ
。
企

画
制
作
に
あ
た
っ
た
ホ
リ
プ

口
の
梶
山
裕
三
プ
ロ
デ
ユ
ー

図
四

ミ
ユ
ー
ジ
カ
ル
の
国
際
共
同
制
作
が
本
格
化
し
て
き

た
。
英
国
の
劇
場
で
日
本
人
演
出
家
が
新
作
を
手
が
け
る

こ
と
が
決
ま
り
、
黒
浬
朋
の
映
画
が
米
国
の
詣
家
の
協

力
で
舞
台
化
さ
れ
る
。
輸
入
一
辺
倒
だ
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
で
、

深
発
信
の
時
代
は
到
来
す
る
だ
ろ
う
か
。

1
9
8
0
年
生
ま
れ
の
気
に
な
る
」
と
い
う
。

鋭
の
演
出
家
藤
田
俊
太
郎

同
劇
場
は
3
年
前
、
ミ
ユ

が
手
が
け
る
ミ
ユ
ー
ジ
カ
ル

ー
ジ
カ
ル
「
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
」

が
来
年
1
貝
ロ
ン
ド
ン
の

の
翻
訳
上
演
で
英
国
演
劇

名
門
チ
ャ
リ
ン
グ
ク
ロ
ス
劇

場
(
約
3
0
0
席
)
で
初
演

さ
れ
る
。
大
阪
・
梅
田
芸
術

遍
琴

劇
場
と
の
壮
儒
作
で
そ

厘
の
後
に
日
本
版
を
作
り
、

逆

勲
輸
入
す
る
。

'

本
「
時
差
」
も
短
縮

ノ

梅
田
芸
術
劇
場
の
村
田
裕

^
子
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
に
よ
る

と
、
翻
訳
上
演
で
は
早
く
て

も
初
演
か
ら
3
年
遅
れ
に
な

る
が
、
共
同
制
作
な
ら
,
時

差
、
短
縮
で
き
る
。
り
ス
星
き
る
」
の
霄
を
す
る
宮
本
宮
禽
家
の

ク
も
負
う
が
「
大
き
な
一
歩
ハ
ウ
一
フ
ノ
ド
(
3
日
、
東
京
都
肌
田
区

、
、
、

ユミ

私
達
当
会
は
、
遺
跡
が
、
私
人
顎
に
と
つ
て
、
そ
の
土
地
の
風
土
を
つ
く
り
、
私
達
人
類
の
過
去
を
知
り
、

現
在
と
未
来
を
考
察
し
、
又
、
人
類
社
会
に
危
機
へ
の
性
を
形
成
す
る
、
そ
の
基
で
在
り
得
る
と
考
え

ま
す
。

人
頴
の
概
念
/
知
の
体
系
で
あ
る
歴
史
と
人
類
の
過
去
の
事
そ
の
も
の
で
あ
る
遺
跡
、
両
者
の
照
合
、
抽

概
念
へ
の
具
体
性
の
還
(
f
 
.
 
o
 
d
 
b
 
a
 
c
 
k
)
。
遺
跡
は
ど
こ
に
で
も
あ
り
ま
す
。

崎
は
、
全
体
が
過
跡
で
す
。

「
都
市
長
崎
」
と
し
て
の
遺
跡
は
こ
こ
に
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
迫
跡
、
一
晴
ら
し
い
生
活
境
で
す
。

私
、
当
会
は
、
皆
様
に
、
遺
跡
の
遺
跡
と
し
て
の
態
と
そ
の
空
間
の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
の
現
状
保
存
と

遺
跡
の
遺
跡
と
し
て
の
事
実
に
基
づ
く
活
用
を
提
案
し
要
望
し
て
い
ま
す
.

界
で
注
目
を
集
め
る
演
出

家
ト
ム
・
サ
ザ
ー
ラ
ン
ド
と

関
保
を
結
ん
だ
。
彼
が
チ
ャ

リ
ン
グ
ク
ロ
ス
劇
場
の
芸
術

監
督
に
な
っ
た
の
を
機
に
、

5
年
問
で
3
作
の
共
同
制
作

を
目
指
す
連
続
企
画
に
着

毛
第
1
作
の
演
出
家
に
英

国
で
高
く
評
価
さ
れ
た
蜷
川

幸
雄
の
弟
子
に
あ
た
る
藤
田

を
遥
ん
だ
。

/
/
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/

サ
ー
は
「
世
界
へ
発
信
す
る

に
は
黒
澤
映
画
が
最
適
と
考

え
た
」
と
ふ
り
か
え
る
。

余
命
宣
告
さ
れ
た
役
人
が

生
き
る
意
味
に
目
覚
め
公

園
造
成
に
あ
た
る
。
噐
年
の

原
作
映
画
を
も
と
に
、
グ
ラ

ミ
ー
賞
を
受
賞
し
て
い
る
作

・
編
曲
の
ジ
エ
イ
ソ
ン
・
ハ

ウ
ラ
ン
ド
、
演
出
の
宮
本
亜

門
、
台
本
の
身
伽
江
は

3
年
前
か
ら
知
回
近
く
、
東

京
や
二
・
ユ
ー
ヨ
ー
ク
で
打
ち

合
わ
せ
を
重
ね
た
。
主
役
は

鹿
賀
丈
異
市
村
正
親
が
ダ

プ
ル
キ
ャ
ス
ト
で
演
じ
る
。

"
ぜ
,

、
、

ミ

§

宮
本
は
プ
ロ
ー
ド
ゥ
エ
イ

・
ミ
ユ
ー
ジ
カ
ル
の
大
家
ソ

ン
ド
ハ
イ
ム
作
曲
の
ミ
ユ
ー

ジ
カ
ル
で
実
力
を
示
し
、
米

国
の
ト
ニ
ー
賞
に
ノ
ミ
ネ
ー

ト
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ

の
経
験
か
ら
、
む
し
ろ
心
理

と
曲
調
の
問
に
距
緋
が
あ
っ

た
方
が
い
い
と
考
え
た
。
「
原

作
に
は
コ
メ
デ
ィ
ー
の
セ
ン

ス
が
あ
る
」
と
み
る
宮
本
は
、

主
人
公
が
街
を
さ
ま
よ
う
場

面
を
ダ
ン
ス
シ
ー
ン
に
、
た

ら
い
ま
わ
し
の
お
役
所
仕

を
ワ
ル
ツ
で
表
す
。

9
月
初
め
に
稽
嘉
を
訪

ね
る
と
、
ハ
ウ
ラ
ン
ド
は
曲

の
修
正
に
追
わ
れ
て
い
た
。

作
品
晢
は
ハ
ウ
ラ
ン
ド
に

「
プ
ロ
ー
ド
ゥ
エ
イ
と
変
わ

ら
な
い
」
と
言
わ
せ
る
。

老
舗
も
海
外
視
野

ホ
リ
プ
ロ
の
堀
義
貴
社
畏

は
「
ド
ー
バ
ー
海
峡
を
越
え

る
」
が
持
論
。
日
本
か
ら
作

品
を
発
信
し
、
ロ
ン
ド
ン
で

成
功
す
る
。
そ
の
思
い
を
促

す
の
は
、
人
口
が
減
る
国
内

市
場
だ
け
で
は
即
年
後
に

行
き
詰
ま
る
と
の
予
測
だ
。

英
米
で
成
功
し
、
中
国
や
ア

ジ
ア
諸
国
で
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ

1
(
上
籍
料
)
を
稼
ぐ
ビ

ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
狙
う
。

ψ
0

共
同
制
作
を
発
表
U
だ
演
出
家
の
藤

田
里
芸
術
監
僑
の
サ
ザ
ー
一
フ
ノ
ド

」
L

ホ
リ
プ
ロ
の
海
外
向
け
ミ

ユ
ー
ジ
カ
ル
は
3
年
前
に
初

演
さ
れ
た
「
デ
ス
ノ
ー
ト

T
H
E
 
M
U
S
1
C
A

L
」
(
岳
民
也
演
出
)

、

ら
始
ま
っ
た
。
漫
画
を
覆

と
す
る
こ
の
ミ
ユ
ー
ジ
カ
ル

の
韓
国
公
演
で
ロ
イ
ヤ
ル
テ

〆
ー
が
入
っ
た
。
ま
た
同
作

で
音
楽
監
督
を
し
た
ハ
ウ
ラ

ン
ド
と
組
ん
だ
こ
と
は
「
生

き
る
」
の
制
作
に
つ
な
が
っ

た
。
「
カ
タ
ロ
グ
に
載
せ
る

商
品
を
増
や
し
た
い
」
と
堀

社
畏
は
意
欲
を
み
せ
る
。

こ
う
し
た
動
き
を
横
目

に
、
老
舗
も
森
を
視
野
に

入
れ
始
め
た
。
英
米
ミ
ユ
ー

ジ
カ
ル
の
翻
訳
上
演
で
実
績

の
あ
る
劇
団
四
季
は
中
国
で

の
ビ
ジ
ネ
ス
で
は
先
行
し
、

咋
年
6
月
か
ら
上
演
が
続
く

「
人
間
に
な
り
た
が
っ
た
猫
」

で
台
本
と
楽
曲
の
ロ
イ
ヤ
ル

テ
ィ
ー
を
得
て
い
る
。
四
季

と
し
て
は
初
め
て
の
ビ
ジ
ネ

ス
展
開
だ
。
軍
京
に
新
劇

場
が
で
き
る
2
年
後
に
は
新

作
を
出
し
た
ど
舎
田
智

誉
樹
社
長
)
と
い
う
。

臺
も
今
年
更
「
ナ
イ

ツ
ニ
ブ
イ
ル
騎
士
物
語
」

で
「
レ
・
ミ
ゼ
ラ
プ
ル
」
の

演
出
家
ジ
ョ
ン
・
ケ
ア
ー
ド

ら
と
組
み
、
和
太
鼓
を
取
り

入
れ
た
奨
晏
「
世
界
初
逮

と
銘
打
ち
、
大
型
の
国
際
共

同
制
作
を
実
現
し
た
。

こ
一
つ
し
た
取
り
組
み
が
海

外
で
ど
ぅ
受
け
と
め
ら
れ
る

か
。
エ
ン
タ
ー
テ
ィ
ン
〆
ン

ト
ビ
ジ
ネ
ス
の
将
麥
耆
う

試
金
石
と
な
り
そ
う
だ
。
(
編

集
委
員
内
田
洋
こ

【

一養生所/(長崎)医学校等遺跡の保存と活用より

ノまいかがでょ'か

"作曲家と黒澤作品

国際共同制作゛次ぐ

英劇場で新作、逆輸入

2018年(平成30年)9月29日土曜日

2018年(平成30年)9月29日(土幟日)

養生所を考える会代表池知和恭

文化 40

1^冒,

4-..^.●^.

長崎水辺の森公園一帯にオペラハウスを設置し、現代長崎市街の交通利便の中心地のーつ長崎市役所
別館一長崎県勤労福祉会館一帯に都市遺跡を現状保存しつつ立体的な写真美術館兼劇場を設置しオペ
ラやミュージカルに取り組んではいかがでしょう。「都市長崎'跡」は、日本に現存して見ることができる最
も古い外航港湾都市の姿です。オペラやミュージカルは遺跡であり伝統ある古い港街になじみそうです。
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時
代
が
平
成
の
終
わ
り
を
迎

一
私
達
当
会
は
、
長
崎
が
、
中
世
以
前
の
歴
史
、
及
び
、
大
村
氏
と
口
ー
マ

・
カ
ト
リ
ツ
ク
に
よ
る
町
建
て
以
来
の
歴
史
上
の
蓄
積
を
背
景
と
し
て
、
徳
川
江
戸
幕
府
に
よ
る
日
本
開
国
の
母
体
で
あ
り
表

一
玄
関
で
あ
り
開
国
の
諸
施
策
を
展
開
し
た
最
初
の
拠
点
都
市
で
あ
り
、

又
、
日
本
開
国
に
際
し
て
、
長
崎
で
集
約
し
体
系
的
に
展
開
さ
れ
た
施
策
が
、
日
本
の
国
民
国
家
と
し
て
の
存
続
と
主
権
国
民
国

一
家
形
成
の
原
動
力
と
効
率
を
な
し
、
日
本
開
国
が
、
西
欧
文
明
圏
以
外
の
人
類
に
と
つ
て
も
社
会
的
な
"
個
人
の
自
由
と
存
在
の
尊
厳
"
と
"
自
然
科
学
の
取
扱
い
"
に
よ
る
自
律
的
な
人
類
の
福
祉

一
の
向
上
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
日
本
地
域
の
風
土
と
蓄
積
を
基
盤
に
実
現
し
も

つ
て
之
を
世
界
に
初
め
て
証
明
し
て
影
響
を
与
え
、
結
果
と
し
て
こ
の
可
能
性
が
そ
の
後
の
地
球
規
模
の
主
権
国
民
国

一
家
群
の
成
立
に
よ
る
現
代
世
界
の
形
成
と
一
方
で
G
 
1
 
o
 
b
 
a
 
1
 
i
 
z
 
a
 
t
 
・
ー

O
n
の
双
方
の
基
層
概
念
の
規
定
に
関
与
す
る
と
考
え
得
る
意
味
に
於
い
て
そ
の
基
層
概
念
を
形
成
す
る
と
考
え
得

る
し
今
後
も
影
響
し
得
る
処
、
当
時
長
崎
で
展
開
さ
れ
た
施
策
が
、
正
し
く
そ
の
端
緒
で
あ
る
(
こ
の
基
層
は
英
国
の
大
憲
章
(
M
 
a
 
g
n
a
 
c
 
a
r
t
 
3
や
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
単
一
の
歴
史
的
発
展
で

な
く
多
元
的
で
多
様
な
も
の
と
考
え
得
る
)
と
認
識
し
ま
す
。
(
日
本
開
国
・
長
崎
海
軍
伝
習
・
医
学
伝
習
(
所
)
・
養
生
所
・
精
得
館
・
長
崎
製
鉄
所
・
長
崎
開
港
と
居
留
地
S
S
「
都
市
長
崎
遺
跡
」
)

私
達
当
会
は
、
歴
史
と
遺
跡
に
つ
い
て
、
人
類
の
概
念
/
知
の
体
系
で
あ
る
歴
史
と
人
類
の
過
去
の
事
実
そ
の
も
の
で
あ
る
遺
跡
と
の
照
合
と
、
抽
象
概
念
へ
の
具
体
性
の
帰
還
(
f
 
e
e
d
b
 
a
c

k
)
を
重
視
し
、
そ
の
基
盤
で
あ
る
遺
跡
の
現
状
保
存
と
継
承
を
、
私
達
人
類
に
対
す
る
一
つ
の
誠
意
で
あ
る
と
考
え
、
且
っ
、
遺
跡
が
、
私
達
人
類
に
と
つ
て
、
そ
の
土
地
の
風
土
を
つ
く
り
、
私
達
人

類
の
過
去
を
知
り
、
よ
っ
て
、
現
在
と
未
来
を
考
察
し
、
又
、
人
類
社
会
に
危
機
へ
の
耐
性
を
形
成
す
る
、
そ
の
基
層
で
在
り
得
る
と
認
識
し
ま
す
。
長
崎
は
、
全
体
が
遺
跡
で
す
。
「
都
市
長
崎
」
と
し

て
の
遺
跡
は
こ
こ
に
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
私
達
長
崎
に
住
み
、
長
崎
に
活
動
す
る
者
は
、
遺
跡
に
住
み
、
遺
跡
に
活
動
す
る
と
の
事
実
へ
の
自
覚
を
求
め
ら
れ
ま
す
。

「
都
市
長
崎
遺
跡
」
は
、
日
本
に
現
存
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
最
も
古
い
外
航
港
湾
都
市
の
姿
で
す
。

長
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考
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せ
る
わ
廿
で
す
一
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絡
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か
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な
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実至を啄棄斤
^

☆西12版

消費が変える/主役交代
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底目

2018年(平成30年)10月8日(月曜日)
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心

あいりん地区に式外国人の姿が目立つ(9月、大阪市西成区)

^

2018年(平成30年)10月8日月曜日

養生所を考える会代表池知和恭

ι'、 ^

,

「

易宿所の増加は近年顕著

宿泊施設全体(右軸)万所、82
・ 8.0

・フ,8

、

易宿所(左軸)

2012年度 13 14 15

(淘生労働省調ぺ

「簡」急増外国人に照準

波

え.

西
成

X、
゛

16

^

[インバウンド>脊壹~餌光地佐~主役交代] 戈佐の空疎佐?形膨佐?

青の入々ぱどこへ行ったのか?み五ンな死バンでしまったのか?

私達当会は、大地と共にある人類の事実/歴であり恒久的な資産である迪跡の保存と活用を、皆様に提案し要望しています〆
.」

増
加
を
続
け
る
訪
日
観
光
賓
旺
盛
な
イ
ン
、
ハ
ウ
ン
ド
聾
が
召
雇
い
労
働
者
の
街
」
と
し
て
知

ら
れ
る
大
阪
・
西
成
を
変
え
て
い
る
。
あ
い
り
ん
地
区
に
根
付
い
た
簡
易
宿
泊
所
に
押
し
寄
せ
街
の

魅
力
を
発
見
。
あ
ら
た
な
に
ぎ
わ
い
が
今
度
は
日
本
人
観
光
客
を
呼
ぴ
込
む
。
姿
を
変
え
て
い
く
街
の

片
隅
に
取
り
残
さ
れ
る
高
齢
の
為
者
も
い
る
と
い
う
。

(
加
藤
彰
介
)

、
、

1

巡
と

、
サ
冷
t

{
弐
、
＼

大
阪
市
西
成
区
在
雋
年

以
上
と
い
う
自
営
業
の
女
性

(
朋
)
は
「
こ
こ
5
年
で
外

国
人
が
急
に
増
え
た
。
商
店

が
免
税
に
対
応
し
、
英
語
の

も
で
き
て
い
つ
の
ま
に

か
観
光
地
に
な
っ
た
」
。

街
を
李
え
る
下
地
は
市
が

2
0
1
3
凝
に
打
ち
出
し

"
西
成
特
区
構
想
だ
。
察

や
地
域
住
民
が
美
化
に
取
り

組
み
扮
年
度
の
不
法
投
棄
こ

み
は
W
年
琵
で
約
4
割
減

少
し
た
。
乗
り
捨
て
な
ど
が

後
を
絶
た
な
、
迷
惑
駐
輪
は

Π
年
度
が
約
2
5
6
0
台
と

N
年
度
か
ら
4
製
っ
た
。

こ
の
取
り
組
み
が
訪
日
客

の
増
加
に
つ
な
が
り
、
易

宿
泊
所
が
外
国
語
を
使
え
る

白
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●
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9
易
中
旬
の
あ
い
り
ん
地

区
。
台
風
幻
号
の
影
轡
で
関

西
国
際
空
港
の
発
便
は
ま

だ
減
便
が
続
い
て
い
た
。
訪

日
客
数
が
落
ち
込
む
な
か
、

地
区
の
簡
易
宿
泊
所
の
周
り

厄
は
ス
ー
゛
ケ
ー
ス
を
引
く

外
国
人
の
姿
が
目
立
た
。

「
も
っ
と
大
き
い
サ
イ
ズ

は
あ
り
ま
す
か
」
。
 
U
業
恥

年
の
古
屋
「
七
福
屡
で

メ
キ
シ
コ
か
ら
来
た
才
ク
タ

ピ
オ
・
ソ
ラ
ノ
さ
ん
.
(
討
)

が
浴
衣
を
試
着
し
て
い
た
。

S
N
S
 
爰
流
サ
イ
)
で

宿
代
や
食
事
が
安
い
と
知

り
、
友
人
と
2
人
で
あ
い
り

ん
地
区
に
9
日
間
滞
在
し

た
。

七
福
屋
の
河
村
和
樹
社
長

に
よ
る
と
、
店
に
来
る
外
国

人
客
は
こ
の
W
年
で
倍
に
な

妻
茎
圭
妻
妻
妻
妻
妻
委
髪
婁
茎
妻
妻
毛
茎
妻
妻
茎
茎
妄
毛
孝
毛
妻
言
毛
芸
妻
茎
茎
毛
暑
妻
妻
芸
妻
言
妻
妻
妻
茎
妻
妻
雲
垂
妻
妻
妻
茎
毛
毛
妻
茎
婁
婁
妻
委
妻
妻
妻
竺
妻
亘

ス
タ
ッ
フ
を
雇
い
始
め
、
無

線
L
A
N
や
レ
ン
タ
ル
自
転

事
導
入
す
る
な
ど
、
多
く

の
施
設
が
訪
日
客
向
け
に
改

装
さ
れ
た
。

翠
春
に
は
労
働
声
職

を
あ
っ
せ
ん
す
る
「
あ
い
り

ん
総
合
セ
ン
タ
ー
」
か
ら
徒

歩
3
分
の
場
所
に
、
星
野
リ

ゾ
ー
ト
が
客
室
数
約
6
0
0

の
大
型
ホ
一
ブ
ル
を
開
業
す
る

計
画
も
あ
る
。
あ
い
り
ん
地

区
の
近
く
に
住
む
日
雇
い
労

働
の
男
性
(
聞
)
は
房
く

て
怖
い
イ
メ
ー
ジ
は
消
え
つ

つ
ぁ
る
」
と
話
し
た
。

変
貌
し
て
い
く
労
働
者
の

街
西
成
区
保
健
福
祉
課
の

担
当
者
は
「
居
づ
ら
く
な
っ

た
高
齢
の
労
働
者
が
社
会
的

,含
一
.

つ
た
と
い
う
。
「
日
本
人
の

罪
客
も
に
ぎ
わ
い
に
つ
ら

れ
て
や
っ
て
く
る
よ
う
に
な

り
、
好
循
環
が
生
ま
れ
て
い

る
」
と
話
文

客
が
自
分
で
た
こ
焼
き
を

作
れ
る
「
セ
ル
フ
タ
コ
ヤ
キ

バ
ー
イ
ズ
三
か
ら
も
英
語

の
会
話
が
聞
こ
え
て
き
た
。

の
ぞ
い
て
み
る
と
、
店
内
の

8
割
ほ
ど
が
外
国
人
。
地
兀

の
客
に
皆
方
を
教
わ
り
、

ち
ょ
つ
と
し
た
国
際
交
流
の

場
に
な
っ
て
い
る
。

古
く
か
ら
工
場
や
建
築
現

場
で
働
く
労
働
者
が
集
ま
っ

て
き
た
地
区
。
か
つ
て
釜
ケ

崎
と
呼
ば
れ
、
労
働
者
の
暴

動
が
繰
り
返
さ
れ
た
歴
史
を

持
つ
。
人
惰
味
の
半
面

安
は
悪
く
、
近
寄
り
が
た
い

独
特
の
雰
囲
気
も
あ
っ
た
。

に
孤
立
す
る
恐
れ
も
あ
る
」

と
懸
念
す
る
。
バ
プ
ル
期
に
"

3
万
人
い
た
日
雇
い
労
働
者

は
仕
事
の
減
少
で
1
万
人
以
一

下
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

を
と
り
生
活
保
護
を
雲

け
な
が
ら
ら
す
人
も
少
な
一

く
な
い
。
一

く
な
し
一

同
課
蛙
打
政
星
活
支
遥

に
つ
な
げ
る
た
め
、
以
前
は
一

路
上
で
声
を
か
け
て
回
っ
た
一

が
男
働
者
が
街
頭
か
ら
堕

り
、
生
活
実
態
を
っ
か
み
に
一

く
く
な
っ
た
」
と
い
う
。
^

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
消
の
廊

力
は
長
く
続
い
た
街
の
あ
P

よ
う
す
ら
変
え
て
い
く
。
電

し
あ
し
は
別
に
し
て
時
代
の
一

変
化
と
、
取
り
残
さ
れ
る
も
一

の
の
悲
哀
を
感
し
た
。

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
消
費
・
:
あ
ら
た
な
に
ぎ
わ
い
が
日
本
人
観
光
客
を
呼
び
込
む

二

近
年
の
訪
日
外
国
人
の
大
幅
な
増

加
で
、
宿
泊
施
設
の
不
足
感
が
鮮
明

に
な
っ
て
い
る
。
観
光
庁
が
ま
と
め

た
宿
泊
娃
続
計
調
査
に
よ
る
と
、

2
0
士
7
年
の
棗
都
に
あ
る
ホ
テ

ル
や
旅
館
の
客
室
稼
働
率
は
即
%
に

達
し
た
。
こ
の
W
年
間
で
玲
・
6
諄

上
昇
U
て
い
る
。

宿
泊
費
を
安
く
抑
え
た
い
旅
行
者

の
二
ー
ズ
を
取
り
込
も
う
と
、
罪

地
で
急
増
し
て
い
る
の
が
カ
プ
セ
ル

ホ
テ
ル
や
ユ
ー
ス
ホ
ス
テ
ル
な
ど
の

簡
易
な
宿
泊
施
設
。

日
本
を
訪
れ
る
外
国
人
L
特
に
人

気
が
高
い
京
都
桑
良
晃
の
足
場

に
な
る
大
阪
市
で
は
、
W
年
8
月
末

時
点
で
5
5
3
施
設
と
N
蛋
に
比

べ
て
約
4
・
7
倍
に
増
え
た
。

京
都
市
も
Π
毎
に
2
2
9
1
施

設
と
3
年
前
の
約
5
倍
に
。
棗
都

で
も
Π
年
3
月
時
点
の
簡
易
宿
所
数

が
1
0
5
8
施
設
と
、
 
3
年
前
に
比

べ
約
1
割
増
え
て
い
る
。

所

Ⅱ
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養生所/(長崎)医学校等遺跡の保存と活用より

【那三雁郵便物認可】
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ぎず窺中篇俄ぱ、対アフグカ獄艾で見趣ごゼない要美といえる。
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ア
出
身
、
卯
年
ナ
イ
ロ

ビ
大
卒
。
専
門
は
会
社
法
な
ど
。
顧
問
盆
士
と
レ

て
部
年
を
超
嘉
撃
特
美
数
多
く
の
多
国
籍
凖
、

築
の
ア
フ
り
力
投
資
に
闘
為
洗
'
曳
ぷ
,
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ア
フ
り
力
向
け
の
投
資
を
考
え
る
う

え
で
留
意
す
べ
き
点
は
い
く
つ
か
あ

る
。
ま
ず
は
漂
開
発
や
イ
ン
Z
蚤

」
「

備
な
ど
面
ご
と
に
異
な
る
素
機
会

、
め
見
極
め
だ
。
さ
ら
に
英
国
や
フ
ラ
ン

ス
、
ボ
ル
ト
ガ
ル
な
ど
坦
奎
国
に
根

差
し
た
言
語
斐
化
の
違
い
、
根
験
い

腐
敗
イ
メ
ー
ジ
、
,
ぞ
U
て
国
家
財
政
に

r
 
、
」

占
め
る
債
務
比
率
の
高
さ
に
も
目
配
め

が
必
要
と
な
る
心

大
手
の
国
際
法
律
事
務
所
で
あ
る
当

社
は
ア
プ
リ
カ
即
力
国
以
上
に
拠
点

を
持
巨
法
律
面
だ
け
で
な
く
事
業
戰

略
に
お
い
て
も
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
業

務
を
行
っ
て
い
る
。
ア
フ
リ
罷
国
の

大
き
な
裁
は
経
済
が
政
治
の
影
響

を
受
け
や
す
い
二
と
だ
。

例
え
ぱ
詩
姦
の
経
済
大
国
で
あ

需
ア
フ
り
力
は
矣
政
や
綴
が
批

判
さ
れ
た
)
ズ
マ
前
大
籍
の
も
と
で

混
乱
が
続
き
成
長
率
も
低
迷
し
て
き

た
。
、
ズ
マ
氏
が
'
2
0
1
8
年
2
月
に
辞

任
に
追
い
込
ま
れ
、
ラ
マ
ポ
ー
ザ
現
大

統
領
の
も
と
で
円
年
に
待
望
の
総
選
挙

を
実
施
す
る
。
、
ナ
イ
ジ
エ
リ
ア
も
経
済

状
況
が
厳
し
い
が
、
来
年
の
総
選
挙
を

]
、

経
て
変
化
が
生
U
る
だ
る
っ
。

ア
フ
り
力
全
土
を
み
れ
ば
総
じ
て

政
情
は
安
定
し
、
経
管
魏
成
長
の

段
階
に
入
っ
た
。
け
ん
引
役
は
東
部
諸

国
だ
。
人
口
1
億
人
の
エ
チ
オ
ピ
ア
は

玲
午
 
W
年
と
も
8
%
台
の
高
成
長
が

予
想
さ
れ
る
。
か
つ
て
の
閉
鎖
的
政
策

か
ら
開
放
路
線
に
転
じ
、
通
信
や
航
空

分
野
で
盆
に
投
資
機
会
が
生
ま
れ
て

い
る
。
ケ
ニ
フ
も
国
内
の
政
治
対
立
を

乗
匙
え
、
医
療
や
食
品
分
野
な
ど
へ

の
投
資
誘
致
を
積
極
化
し
て
い
る
。

馴
力
国
・
計
玲
億
人
吊
場
の
将
来

性
に
注
目
し
、
様
々
な
国
が
ア
フ
り
力

に
接
近
し
て
い
る
。
従
来
は
旧
宗
主

国
が
聖
そ
ろ
え
る
欧
州
連
合
貫
U
)

や
米
国
が
忠
だ
っ
た
。
最
近
は
イ
ン

ド
や
ト
ル
コ
、
プ
ラ
ジ
ル
、
ロ
シ
ア
な

ど
が
投
資
国
と
し
て
存
在
感
を
増
し
て

い
る
。

な
か
で
も
中
国
は
、
他
の
国
に
比
べ

て
投
燮
に
細
か
な
条
件
を
つ
け
る
こ

と
が
な
S
即
断
畏
す
る
。
宙
主

導
の
広
域
経
済
圏
棚
想
二
苗
鐙

は
、
投
融
資
の
規
模
や
カ
パ
ー
す
る

地
域
の
広
さ
か
ら
み
て
も
、
ア
フ
り
力

に
与
え
る
影
響
は
曼
級
と
冒
=
つ
て
い

、
0

ア
フ
り
力
諸
国
に
と
っ
て
基
本
的

しに
は
歓
迎
す
べ
き
存
在
と
い
え
る
。

た
だ
し
、
南
ア
ジ
ア
の
ス
リ
ラ
ン
カ

や
パ
キ
ス
タ
ン
が
借
金
を
返
済
で
き

丈
代
わ
り
に
港
湾
の
運
営
権
を
中
国

に
引
き
渡
し
た
よ
う
な
雇
務
の
わ
な
」

と
呼
ぱ
れ
る
羅
へ
の
懸
念
は
膨
う
ん

で
い
る
。
例
え
ぱ
ア
フ
り
力
南
部
の
ザ

ン
ピ
ア
は
中
国
叟
援
で
整
備
し
た

高
速
道
路
の
建
竪
朋
の
返
済
に
窮
し

、
、
」
'
、

て
い
る
。
ξ
つ
し
兆
現
状
を
昌
の
当

り
に
し
て
、
中
国
か
ら
の
支
援
の
受
ナ

入
れ
に
尻
込
み
す
る
国
も
出
て
い
ゑ

私
は
、
債
務
の
わ
な
は
中
国
が
最

か
ら
^
図
し
た
わ
け
で
ば
ミ
結
果

的
に
わ
な
の
よ
う
に
な
っ
た
ど
思
っ

1

イ
ン
Z
蚤
備
賓
金
を
拠
出
す
る
際

投
資
よ
り
融
資
に
軸
足
を
価
き
す
ぎ
た

た
め
だ
ろ
う
。
中
国
の
途
上
国
支
援
き

今
後
企
業
に
よ
置
接
投
資
を
優
先

ず
る
時
期
に
差
レ
^
か
ぞ
い
る
。

中

国
側
も
問
題
点
は
認
識
し
、
改
善
讐

検
討
U
て
い
る
は
ず
だ
。
'

一
方
、
伝
統
的
に
対
ア
フ
り
力
の

助
・
投
資
で
主
違
的
禽
を
果
た
し
て

き
た
米
国
は
ト
ラ
ノ
、
プ
政
権
に
な
っ

て
誘
が
変
わ
っ
て
き
た
。
貿
易
交
渉

で
多
国
間
協
誠
よ
り
2
国
問
奮
地
重

見
、
ー

き
を
個
ぐ
よ
う
に
な
っ
だ
よ
う
峡
ア

フ
リ
露
国
と
の
向
き
合
い
方
で
も
相

対
で
の
折
衝
が
増
え
る
と
甲
お
れ
る
。

そ
れ
で
も
過
去
の
政
治
・
経
済
の
枠
組

み
づ
く
わ
に
、
釆
国
ば
多
大
な
貢
献
を

し
て
き
た
。
今
讐
有
力
な
パ
ー
ト
ナ

ー
と
し
て
の
関
係
は
統
く
だ
ろ
う
。

日
本
が
主
導
す
る
ア
フ
り
力
開
発
会

(
T
1
C
A
D
)
は
、
第
7
回
会
合

を
来
年
8
月
に
横
浜
で
鴇
す
る
予
定

だ
。
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し
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人類乃至人類の社会は、過去から現在そしておそらく将来にかけて常に"可能性"を目指し"既知"を得て、人類の"限界"線上を疾走しています。
私達人類は日常"未知"を抱えながら"未知"を考えません。 soshite、私達人類は、常に"想定外"の事象に遭遇します。

私達当会は、人類の歩みと共に、人類乃至人類の社会が包含する"未知"と"想定外"が深化し巨大化しつつぁる、と理解します。
私達当会は、私達人類は、人類の現代社会において、"未知"と"想定外"を想定し、又、突然の"未知"と"想定外"の顕在化に直面する、その時

又、日常的に、人類の過去と現在と未来とその方向に対し、今、現在、私達は何を選択するのか、その判断が問われてぃる、と理解します。
私達当会は、人類は、自然と同様に放埒でもある、と理解します。

1.私達当会は、人類の実際に於いて、自然を人類の存在に対して限界のない存在と仮定し、人類の"認知"ど'既知"の拡大に相対して人類の"未知"力斗広大すると理解します。
私達当会は、人類の"認知"と"既知"と"未知"の境界が人類の"限界"に一致すると捉えます。

2.私達当会は、人類自身を知るための人類世界で唯一の具体的で直接的な存在であり又具体的で直接的な契機であると考え得る、全ての宇宙と地球の
そして身近な"遺跡"の存在への認知と"遺跡"の現状保存と継承を、皆様に提案し要望します。 ・'・・'私達当会ぱ、入類の髪会的健庚を祈念ιまず。 ●●●卸●
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一養生所/(長崎)医学校等遺跡の保存と活用よりー
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一角に遺跡の痕跡がほつんと残る。

何を見るのか。かたわらに立つ説明版には、何が記されるか。何を読むのか?

遺跡破壊は、人類に何をもたらし、何を奪うのか。

"都市長崎遺跡"と"養生所/(長崎)医学校遺跡"の周辺を歩いてみよう。
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ハツ場ダム建設に伴う

生活再建関連事業のイメージ図
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叉f1 ル吹最前線
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山号・

家族,分断抵抗むなしく

卓斤 ル乳 _^

菓彼支局'六倉大輔

M ^ (16)

1その場所のその遺跡こそ社会的記憶のよりどころ1
《長崎市立仁田佐古小学校の小学校の建設と運営は、遺跡地であり建設用地とされている旧長崎市立佐古小学校
でなくとも、代替地であり現在長崎市立仁田佐古小学校が運営されている旧長崎市立仁田小学校で、可能です。》

その土地が崩され、その場所が空間が消滅します。

近代化で欧米の知識を都合よく輸入したが、総合性や社会的均衡や
エスニシティ(ethniciw)の理解はどうか。

日本列島の歴史の持続性/連続性は世界的に類を見ない。

人は空間に刻んだ先人の記憶を継承し、歴史は、遺跡に記憶を刻み込んでいます。
人が代わり、土地を崩し、遺跡を破壊すれぱ、記憶としての歴史は、破壊されます。

歴史を、今という特殊な時代で断ち切ることを恐れるべきだ

記憶を失えぱ、生命としての人はどうでしょうか。
〆
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岩
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.
こ
の
之
堤
拶

近
い
川
原
畑
と
川
原
湿
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れ
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縛
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ー
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.
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.
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収
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.
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通
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鼻
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.
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の
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、
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、

嬰
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英エルギン伯爵家

゛

2018年(平成30年)10月16日火曜日

養生所を考える会代表池知和恭

英国伯.爵家の子孫

第8代エルギン伯爵は1858年日英修好通商条約を結ぶためビクトリア女王の名代として

幕末の長崎を訪れたそうです。

日本の開国に於いて、都市長崎は、日本の開国の玄関として機能しましナニ。

私達当会は、皆様に、"養生所/(長崎)医学校等遺跡""長崎奉行所西役所等遺跡群""都市長崎遺跡"の
保存と活用を、提案し要望します。

私達当会は、大地と共にある人類の事実/履歴であり恒久的な資産である遺跡の保存と活用を、皆様に提案し要望しています。

r都市嘉崎趣剛ノぱ、日本仁現存ιて互ることがで芦る遍ε古い獄財腔灣都坊の室でず。

長崎 the o/d citv ahd th6 0/d harbour

〆
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ボピュリズム
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2,0、18'年く平成30年)10月17国く水_曜臼)

2m8年(平成30年)10月17日水曜日

養生所を考える会代表池知和恭

、

"ノ

「ポピュリズムは民主主義制度の負の側面だ。

中国のような党国家体制にはない。これから怖いのは東南アジアや韓国などだ。

経済が良く生活は安定してきたがーー・政治が一気に不安定になる可能性がある。

アジアは民主主義が十分に根付いておらず、権威主義に戻っても不思議はない。」

私達当会は、大地と共にある人類の事実/履歴であり恒久的な資産である遺跡の保存と活用を、皆様に提案し要望しています。
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一養生所ノ(長崎)医学校等遺跡の保存と活用よりー
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"モニタリング機能の弱体・経済化の侵入/対症療法"
1「ーそこでーまず、少数意見の尊重だ。少数意見は、安易な多数意

見より正しいことも多い。・・」悪いガバナンスの発生源は?

i「各組織の固有の理念や事情が尊重されるべきなのは当然だが、
1 共有すべきガバナンスの水準というものがある。外部に対して理念
!や事情を明快に説明できるかどうかは、組織の存立基盤である。」

2018年(平成30年)10月20日土曜日

養生所を考える会代表池知和恭

乢゛/1/JJ ゛'、

・廻.}J_や欄倉,0冥卜Qe廷榔

〆

1930年代から1970年代にかけて、人類は、世界経済において金本位制を廃止して、見かけ上、物質的な制1限を撤廃し、
人類の想像するちからに人類の社会の未来を託すことにしたのではないでしょうか。このとき、物質による制限に代わる規
範となったのは、19世紀以来、中東ノ西欧文明圏で成立した近代西洋の人文学や自然科学の諸学問だったはずです。

現代の私達人類は、人類社会の集団組織におけるガバナンス(底Ovemance:統治)1こ着目しています。
私達当会はガバナンスを"組織存在の正当性の自発的な確保"と理解します。

!ガバナンスの基盤が、根拠や説明にあるとすれぱ、"組織存在の正当性"は、その集団が所属するそれぞれの多元的な又
!多様な個別の社会や関連する他の様々な社会との関係に於いて果たすべき"責任"である、と考えられます。
i私達人類は、現代社会では、外部的な制限に頼ることなく、まず、私達自身の存在を知り、理解することが、求められます。
i 私達当会は、"私達自身の存在を知り、理解する'とは、私達自身の個人と社会又私達が所属する社会と他の社厶の存在

と関係、、及び、過去から現在、そして未来への、不変と変化を知り、理解することだと理解します。
i 私達当会は、私達人類の過去を知り、認識し、理解するために、抽象であり(.bstmct)概念である(conceptual)"歴史
.学"、人類の異なる社会の各個人間の共通の認識と理解を形成し得る"歴史学"の形成と、具体であり(C。ncret)物理的身
.体的である(physical)"遺跡"、人類世界の過去の唯一の絶対の事実としての"遺跡"の存在の双方が不可欠と理解します。
.私達当会は、人類の過去を知り認識し理解する為に欠かせない"遺跡"の現状保存と人類の過去への認識と理解、現代の
.理解、未来への展望、その発見へ向かう、活用を、皆様に提案し要望します。
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一養生所/(長崎)医学校等'跡の保存と活用より
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元駐日韓国大使

韓国の対日評価
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2018年(平成30年)10月29日月曜日養生所を考える会代表池知和恭

j王" Q4)2旦t8年悍成30年)10月29日月殿日止号 身斤

b

イン,ビユーに各える^日輯即六位の也扣能底
(塑山・血良屑腐、共問)

チエ・サンヨン 19'2年慶尚コヒ道(キ0ン
サンプクド)生まれ.ソウJレ大卒.11鵡て大大
学院で怯学御士.高卯大敏授などを経て^
~02年に駐日韓国大使.怯政大、成験大でも
教えた.専門は政拾哲学、早和.巴都.

ソウ」レの白掌大悦抑1ずで1"之皐から司週間かれ
ている r*屯鵡会」.乏011年に{ヰ敏吾食恒安陸
徴する少女偉が皿口官青^

-10月17日(撮訂,.東良珂、共悶)
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消化できぬ独立の過程即六学創攻舎 偉前で、r大学から高なたの^焔
したい」なとと霄かれた頗断幕安柳,、胡偉堂虫を栄サる如学
生会のメンパーー3n8白、ソウル市^(剛合一共尚)
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崔相"氏

「明治政府は非西洋国家として初めて自分の力で近代国家づくりを成し遂げた点で評価

されており、これは誰も否定できないでしょう。ー・」

現代は、地球規模で主権国民国家が形成される世界です。

日本は西欧/中東文明圏の諸国以外の主権国民国家の形成と維持の嚇矢です。

私達当会は、府が、日本開国において、長崎で行った体系的な西洋文明の自然科学と応用科学の導入が、日本の科学と技
術の自律的な展開と日本の世界に於ける国民国家としての維持と近代の主権国民国家への展開を可能とした、と理解します。

私達当会は、皆様に、"養生所ノ(長崎)医学校等'跡""長崎奉行所西役所等'血跡群""都市長崎'跡"の

保存と活用を、提案し要望します。
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一養生所/(長崎)医学校等遺跡の保存と活用よりー
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2018年(平成30年) 11月17白(土曜日)
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館'(同)なと地方独法では分野の異なる5施設を^運営する

、.1,E .

2018年(平成30年)11月17日土曜日

養生所を考える会代表池知和恭

59万人

人材の長期的育成へ

174万人
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[新たなミュージアム像ぞ探る払繊~ズ阪j方1全国勿~長崎倶/長崎市ぱ?1
「長期的な視点が欠かせない」「歴史、美術、自然科学と分野の異なるミュージアム群を一体経営する」
「・開こコスト"幟は進んでいる、・過度な効率化に対する脚峡し改革」「今1愛、t専牛勿館力ξ文イヒ施策を市に迫るくらいの気概力§欲しい」

"一外国人旅行者の人気を集め・・""ーインバウンドの波に乗りー"~視点'?~Z夫?~征'統?

施設名、f'

大阪歴史博物館

1'

大阪市立美術館
大阪市立東洋陶磁美術館
大阪市立自然史博物館

1.私連当会は、現代と未来の人顛の存在の基雇である"歴史"とモの痕跡であり歴史の唯一の具体的な絶封の車実である"遍跡"の現状保存と原状回復と憶測の余地のない再建と公開.整備と活用を、「都市長岫週跡」及びその要素である『養
生所八長崎)医学校等遺跡」にっいて、皆樺に提案し要望しています。私邇当会は、都市長崎より経験された人類の率象である日本聞国を、地球規榎に於いて主権国民国家で形成する現代世界の直接の原点である、と考えています.

2.私遮当会は、県庁跡地旧大波止隻地遺跡周辺民間地一帯に、週跡保全を第一義としっつ緑地帯ともし、座敷の文化と日本の伝紋的な装いである和服姿の人々の活動発信接待と市民の慈いを主体とする長崎奉行所西役所の再建、大波止遣
跡への長崎くんち御旅所の復旧、聾地遺跡に迎賓館・能稾堂'レストランの設卸誘致を、現甚崎市役所群跡一帯に国立の人文学・哲学・芙術・自然科学総合博物館及び劇場.工房等市民文化蓄積究信施設の一体設置を、西洋文明諸国に於いて、

,'

大阪市立科学館'

大阪城天守閣

'最も広い視野の知見を冨積する図書館が圓喜館・博物館.美術館の活動を鞍括Lて司令塔であるように、立山地区の長崎県立図喜館(又はモの長崎本館)に長崎地域の文化行政を有機的に運営する司令塔の役割を、提案L婁望Lています.〆

大阪市立住まいのミュージ
アムー大阪くらしの今昔館

力

天王寺動物園

【避員数(うぢ
学芸剣

C封'※1 一体運営している大阪市立住まい情報センター全体の職員

32(2の

'18( 9 )

,※2 天王寺動物公園事務所全体の職員数。カッコ内は獣医・飼
育員数.

'9(6)
22(15)

年問観覧者数
(2017年度)

、24(12)

32( 5 )

41万人

62万人

45④※1

19万人

80(39)※2

39万人

72万人・

275万人

る
た
め
、
廼
の
採
用
者
は

原
則
、
有
期
任
用
と
な
る
。

来
春
独
法
化
す
る
5
館
で

も
、
計
約
釦
人
い
る
学
芸
員

の
う
ち
>
す
で
に
期
限
つ
き

の
採
用
が
2
割
弱

占
め

る
。

博
物
館
や
美
露
に
は
、

長

的
な
視
点
で
調
査
研
究

展
示
企
画
に
取
り
銀

や門
家
が
欠
か
せ
な
い
が
、

定
管
理
で
は
そ
う
し
た
人
材

の
確
保
と
育
成
が
難
し
い
。

他
の
施
設
と
館
蔵
品
を
貸

し
借
り
し
た
り
、
市
民
か
ら

寄
託
さ
れ
た
文
化
財
を
管
理

し
た
り
す
る
際
、
信
頼
関
保

を
維
持
す
る
上
で
も
万
全
と

は
言
い
が
た
い
。
こ
う
し
た

欠
点
を
埋
め
、
市
民
の
二
ー

ズ
に
柔
軟
に
対
電
き
る
よ

う
に
な
る
、
と
い
う
の
が
独

図
匝

大
阪
豆
の
博
物
館
美
露
5
館
の
運
営
が
来
賣

J

麺
各
塁
局
度
か
ら
地
姦
立
行
政
法
人
へ
響
す

る
。
ミ
ユ
ー
ジ
ア
ム
で
は
全
国
初
の
試
み
だ
。
一
方
で

指
定
管
理
を
霧
す
る
施
設
も
併
存
さ
せ
る
。
運
営
形

態
の
最
適
蟹
孫
る
大
阪
市
の
取
り
組
み
に
注
目
が
集

ま
る
。

ア
ム
群
を
一
体
経
営
す
烝

も
注
目
さ
れ
て
い
る
。
 
5
館

は
都
心
部
に
集
積
し
、
年
問

入
館
者
数
は
計
2
0
0
万
S

2
5
0
万
人
と
増
加
傾
向
に

あ
る
。
「
人
材
や
ノ
ウ
ハ
ウ

を
共
有
し
、
利
便
性
や
魅
力

を
高
め
ら
れ
急
と
高
井
課

長
は
強
調
す
る
。
博
物
館
制

度
に
詳
し
い
京
都
国
立
博
物

館
の
栗
原
祐
司
副
館
長
は

「
特
に
博
物
館
経
営
の
プ
ロ

フ
エ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
育
成
に
期

待
し
て
い
る
」
と
話
す
。

動
物
園
も
博
物
館
法
が
定

め
る
博
豁
の
一
種
。
市
が

直
営
す
る
天
王
寺
動
物
園
に

も
今
夏
有
識
者
懇
談
会
が

「
独
法
が
最
適
」
と
の
結
論

を
出
し
た
。
来
趣
に
具
体

案
の
検
討
を
始
め
る
。
こ

も
全
国
で
最
初
の
例
だ
。

た
だ
市
民
の
目
か
ら
は
す

ぐ
に
メ
リ
ッ
ト
が
見
え
に
く

い
と
の
指
摘
も
あ
る
。
柊

コ
ス
ト
は
口
S
W
倭
で
約

1
億
9
千
万
円
。
一
方
で
運

営
費
交
付
金
は
年
玲
億
円

前
後
の
見
通
し
で
、
現
状
と

ほ
ぽ
変
わ
ら
な
い
。
こ
れ
に

対
し
、
大
阪
市
立
大
学
の
吉

、
独
法
化
す
る
の
は
大
阪
歴

^
史
博
物
鵡
市
立
美
術
鵡

東
洋
陶
磁
美
術
龍
自
然
史

博
物
館
市
立
科
学
鱒
2

0
1
9
年
責
市
が
設
貿
す

る
地
方
独
法
天
阪
市
博
物

館
機
趣
に
運
営
を
移
す
。

霞
理
事
長
に
は
J
R
西
日
本
会

勲
長
の
真
鍋
精
志
氏
が
就
任
。

幻
年
度
に
開
設
す
る
新
美
術

館
も
傘
下
に
入
る
。

「
謡
年
聞
の
苦
労
が
や
っ

白
美
る
」

0

こ
一
つ
語
る
の
は

大
阪
市
経
済
戦
略
局
の
高
井

健
司
・
経
営
形
態
担
当
課
長
。

市
で
は
船
年
、
行
革
の
一
環

で
市
立
の
博
物
館
群
に
指
定

管
塁
洞
塵
轟
入
し
た
も

ど
の
施
堕
亮
完
天
守
閣

も
、
戦
国
・
安
土
桃
山
期
の

武
士
の
文
化
の
紹
介
に
特
化

し
た
展
示
が
凱
国
人
隻
行
者

の
人
気
を
集
め
、
竹
年
度
の

入
館
者
数
は
全
国
ト
ッ
プ
級

の
2
7
5
万
人
に
上
っ
た
。

大
阪
市
立
住
ま
い
の
ミ
ユ

ー
ジ
ア
ム
大
阪
く
ら
し
の

含
晶
曳
指
定
管
琴
羅

持
す
る
。
住
宅
相
談
な
ど
を

担
う
施
設
内
で
運
営
し
て
お

り
爾
物
館
だ
け
分
離
す
る

の
は
難
U
い
」
(
谷
直
樹
館

長
y
た
め
だ
。
こ
ち
ら
も
江

戸
期
の
町
並
み
を
再
現
し
た

展
示
が
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
波

に
乗
り
、
Π
年
度
の
入
館
者

は
約
弱
万
人
と
、
Π
年
前
の

開
館
時
の
4
倍
を
超
え
た
。

冒

畏
全
国
に
約
4
3
0

0
あ
る
公
立
博
物
館
の
う
ち

約
3
割
が
指
定
管
理
他
は

自
治
体
が
直
営
し
て
い
る
。

今
の
と
一
岩
大
阪
市
以
外
で

独
法
化
の
動
き
は
な
い
。
複

数
館
の
一
体
運
営
な
ど
大
規

模
で
な
い
と
独
法
化
は
非
効

率
と
の
意
見
も
あ
る
。

新
た
な
ミ
ユ
ー
ジ
ア
ム
像

を
探
る
挑
戦
炎
吉
田
准
教

授
は
「
独
法
化
が
ゴ
ー
ル
で

は
な
い
。
今
後
博
物
館
が

文
器
策
を
市
に
迫
る
く
ら

い
の
気
概
が
欲
し
い
」
と
語

る
。

晋
●

始
ま
っ
た
。
た
だ
し
通
常
3

S
5
年
で
契
約
更
新
を
重
ね

0
暴
穰
ヰ
髪
.
ぎ
ノ
轟
専
朧
苓
駐
誕
獺
繋
声
靈
舛
高
α
粲
H
事
部

義
歓
髪
美
詣
詣
.
式
彰
が
1
ψ
牙
<
.
ル
契
ず
冨
喬
疹
参

葵
菰
男
髪
力
、
含

冒
一

、
呈
、

の
四
直
後
か
ら
運
営
上
の

問
題
が
福
さ
れ
て
い
た
。

国
立
の
博
物
館
や
美
術
館

が
m
年
以
晦
独
法
化
し
た

の
に
対
し
、
公
立
の
博
物
館

は
当
初
、
地
方
独
法
の
対
象

で
は
な
か
っ
た
。
構
造
改
革

特
区
の
適
用
を
2
度
申
請
す

る
な
ど
国
へ
の
働
き
か
け
を

続
は
法
令
改
正
で
道
が
開

、

け
た
の
は
玲
年
だ
っ
た
。

指
定
管
理
の
欠
点

J
-

な
ぜ
地
方
独
法
を
選
お

か
。
指
定
管
塁
局
度
は
公

的
施
設
に
民
問
ノ
ウ
ハ
ウ
を

導
入
し
、
コ
ス
ト
削
減
と
サ

ー
ビ
ス
向
上
を
図
る
狙
い
で

博
物
傍
・
運
営

日
畿
鱸
誓

田
隆
之
准
殘
爰
化
政
策

誼
は
稽
定
管
理
者
制
度

の
も
と
で
、
既
に
コ
ス
ト
削

減
は
進
ん
で
い
る
。
地
方
独

法
化
峡
過
度
な
効
率
化
に

対
す
る
揺
り
戻
し
改
革
」
と

み
る
。「

独
法
化
が
唯
一
の
道
で

は
な
い
」
と
5
館
に
合
流
せ

丈
、
渠
管
理
を
続
け
る
博

物
館
も
あ
る
。
大
阪
城
内
に

あ
る
歴
轟
物
鵡
大
阪
城

天
守
閣
だ
。

官
民
で
分
業
も

天
守
閣
は
巧
年
度
か
ら
大

和
ハ
ウ
ス
エ
業
な
ど
5
社
が

共
同
で
指
定
管
理
者
と
な

り
、
大
阪
城
公
園
と
一
体
的

に
経
営
し
て
い
る
が
、
館
長

ら
学
芸
員
5
人
は
市
職
員
の

身
分
で
勤
務
を
続
け
て
い

る
。
嵳
蔀
門
を
指
定
管
理

か
ら
分
離
し
て
自
治
体
が
直

営
す
れ
ば
地
方
独
法
化
せ

ず
と
も
指
定
管
理
の
欠
点
は

補
え
る
。
北
川
央
館
長
は
「
直

賞
指
定
管
理
地
方
独
法

に
続
く
博
物
館
の
第
4
の

道
」
と
唱
え
る
。
同
じ
方
式

は
島
根
県
を
は
じ
め
愛
媛
県

や
山
梨
県
が
導
入
し
て
い

る
。

大
阪
城
公
園
で
は
即
年
の

長
期
契
約
を
結
ぶ
こ
と
で
計

釘
億
円
の
投
資
を
呼
び
込

み
、
公
薗
内
に
飲
食
物
販
な

(
竹
内
襲
迫

ノ
、

ゾ
ハ
票
占
"
ヰ

区
、

一

M
、
,

琴
゛
せ
ミ

法
化
の
う
だ
い
文
句
だ
。

歴
実
美
復
自
然
科
学

と
分
野
の
異
な
る
ミ
ユ
ー
ジ
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一養生所ノ(長崎)医学校等遺跡の保存と活用よりー
^

1.私達当会は、"歴史"と"遺跡"より、長崎の現況について、次のように、皆様に提案し要望しています。
(1)私達当会は、"歴史"を、現代と未来の人類の存在の基層である[不可視]、"遺跡"を、その痕跡であり歴史の唯一の
具体的な絶対の事実である[可視]、"歴史学"を、人類の過去を知ること[不可視]、"考古学"を、その遺跡が何であるか

知ること[不可視]と理解する処より、それぞれの相違と特徴に留意し総合する、①"歴史"の研究による歴史上事実の解
明と継承、②"遺跡"の調査による遺跡の実態解明と現状保存と時に原状回復と憶測の余地のない再建と公開・活用・整!

備、の二点の双方を、高い水準で実現し充足することを、皆様に、提案し要望しています。

私達当会は、遺跡は、第一義に遺跡として調査・現状保存・活用・公開・整備する事を、皆様に、提案し要望しています。i(2)

私達当会は、近世日本の江戸幕府を通して都市長崎に蓄積され世界に経験された人類の事象である日本開国を、地 i(3)

球規模で捉える主権国民国家を主体に構成する現代世界の直接の原点である、と考えて注目しています。

(4)私達当会は、現代世界に存する、①この都市長崎の歴史的な構造とその姿である『都市長崎遺跡』、及び、②その
主要な構成要素のーつであり、a.日本の古来より諸国と比較して平等な風土と都市長崎の自治都市としての性格の継承、

及び、b.江戸幕府の日本開国政策としての自然科学の重視、及び、C.玉港開港のーつである長崎開港による居留地等

の西洋人による、自由・平等・博愛・民主主義・憲法・自然科学と応用科学技術等新しい西洋文明の基本概念の体系の伝

達によって、日本の国民国家の継続と主権国民国家形成の原点である事象の遺跡 i)近世日本の日本開国政策に係る
『長崎海軍伝習/語学伝習/医学伝習/長崎製鉄所等関連遺跡』及び、iD長崎海軍伝習閉鎖/五港開港後も日本人と西洋

人との思想や技術の移転の基盤となった近世日本から近代日本に連続する事象と遺跡である、ア)養生所一精得館一分

析窮理所から明治の御一新による長崎府医学校と改称以降の『養生所ノ(長崎)医学校等遺跡』、イ)『長崎製鉄所/岩瀬道 1

修船架ノ立神軍艦打建所/三菱社長崎造船所遺跡』、ウ)『小曽根家(本邸・台場・築地ソ船大工街遺跡』について、遺跡の 1

調査による遺跡の実態解明と現状保存と原状回復と憶測の余地のない再建と活用・公開・整備を、皆様に、提案し要望して i
います。

(5)私達当会は、長崎地域の"歴史"ど'遺跡"1こついて①古来よりの日本海域を中心に之を媒体とした交流交易、②日
本の中世から近世へかけての西欧文明と日本文明の接点、③日本の近代と現代の日本又は世界、の三点の意義、又、現

代の長崎地域に於ける、古代一中世一近世一近代一現代前期の"歴史"と"文化"と"遺跡"の連続性と、この連続性を断絶
する要素を包含する大型又中小の新しい再開発が多発する現況に鑑み、これまでの"歴史""文化""遺跡"の連続性に対

立せず親和し且つ伸展する現代の都市長崎の姿として『長崎歴史文化都市構想』を構想し、皆様に提案し要望しています。

当会は、当会の『長崎歴史文化都市構想』で、旧市街の構想として、次の要件を包含しています。2

(1)長崎奉行所西役所等遺跡群(西役所等遺跡・大波止遺跡・築地遺跡:県庁跡地一帯)と一帯について、遺跡保全を第
一義としつつ緑地帯ともし、和の空間として、日本の伝統的な装いである和服姿の人々の活動発信接待と市民の憩いを主

体とする長崎奉行所西役所の再建、大波止遺跡への長崎くんち御旅所の復旧、築地遺跡に迎賓館・能楽堂・レストランの
設置/誘致を、皆様に、提案し要望しています。

(2)現長崎市役所群長崎県勤労福祉会館長崎地区労働福祉会館・一部民間地一帯に、遺跡保全を第一義としつつ緑地
帯ともし、国立の人文学・哲学・芸術・自然科学総合博物館及び劇場・写真美術館・各種スタジオエ房等動的な市民文化蓄
積発信施設及び勤労福祉会館/長崎地区労働福祉会館の一体設置を(長崎市役所本館一帯を中心として、長か崎の丘の
東麓魚の町方面から桜町へ国道34号線を挟んで凱旋門型に)、皆様に、提案し要望しています。

(3)長崎市公会堂跡地を、現在の遺跡発掘調査で明らかな、西に傾斜した段丘状の"土地の造形"(土地の造成・石垣・石!
段・フK路等の痕跡)をそのままに場合によっては盛土等により保護して、現状保存・整備・公開し、歴史的な都市長崎築造!
の構造を示す市民広場として構成し(仮称主題~"シーボルト/秋帆/乾堂/海舟/良順/石五郎/ポンペ/フルベッキ/竜馬/弥 1
太郎/才助/象二郎が歩いた都市長崎"等)、又、従来より拡張した長崎くんち広場/催事場ともする事を、皆様に、提案し要 i
望しています。

(4)養生所/(長崎)医学校等遺跡について、①第一義に遺跡として調査・現状保存・活用・公開・整備する、②長崎市立仁
田佐古小学校は過去に当該建設用地として検討されて現存する旧長崎市立仁田小学校地等に建設する、③意図的破壊
に対する原状回復ど'土地の造形"の憶測の余地のない再建により遺跡整備する、事を、皆様に、提案し要望しています。
(5)西洋文明諸国に於いて、図書館・博物館・美術館の伝統的な蓄積型都市機能施設のうち最も広い視野の知見を蓄積
する図書館が、図書館・博物館・美術館の活動を統括して司令塔であるように、立山地区の長崎県立図書館(又はその長
崎本館)1こ長崎地域の文化行政を有機的に統括し運営する司令塔の役割を設定する事を、皆様に、提案し要望しています。

3.私達当会は、当会の『長崎歴史文化都市構想』で、新市街の構想として、次の要件を包含します。
私達当会は、浦上川河口東岸再開発地区について、之を行政機能及び経済活動の効率とコンパクトシティに対応する公
共居住と利便を集積する区域と位置付けて社会に明らかにし、新しく建設する長崎市役所を、長崎県庁が設置されている
当該区域に設置する事を、皆様に、提案し要望しています。

r長崎市ぱ、只、長崎市でぱありまゼ冷。長崎倶都でず。日本の倶都仁相応ιい搭詔ιぱ何でしょづか。
その地仁生活ずる入々の序在仁夜ざした、何香仁吉冒才九難い、自ずから運然とした疹庄毎か吉ι九まゼ冷。ノ

〆

r -theo/dcitvandtheo/dha,bou,一更蓮の亘珠都j方'長崎遺財ノ

博物館.気概が欲しいψ 2m8年(平成30年)11月17日土曜日

養生所を考える会代表池知和恭
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賀様

連絡
[長崎市との養生所/(長崎)医学校等遺跡取扱いに関する情報交換一打合せの実施]

一養生所/(長崎)医学校等遺跡の保存と活用より

下記の通り、養生所/(長崎)医学校等遺跡の取扱に付、長崎市と情報交換・打合せを行いますので、連絡します。

日時念018年(平成30年)11月8日木曜日 1800~(1時間~1時間30分程度)

場所:長崎市役所四階長崎市教育委員会教育総務部施設課

出席者

長崎市教育委員会教育総務部施設課西原課長他

長崎市文化観光部文化財課

長崎市まちづくり部建築課

養生所を考える会池知和恭、相川忠臣

題:

2018年(平成30年)11月2日金曜日

(1)当該敷地遺跡未調査部分の発掘調査依頼(養生所を考える会より)

2018年(平成30年)10月29日明曜日)地区居住者より当該南敷地南部大楠を切断した旨情報の提供が
あっナニ。大楠の切断により、根の掘削除去が想定される。

・2018年(平成30年)10月31日(7K曜日)養生所を考える会池知和恭より施設課西原課長に発掘調査以前
の掘削を回避し一帯を発掘調査するよう電話で申し入れナニ。

・同時に、以前より、申し入れている当該南敷地西部に痕跡が想定できる井戸の一帯について再度発掘調査を
申し入れた。

①当該大楠位置は、古写真検討より江戸期の養生所敷地境界付近にあたり、遺跡として重要である。一帯が
未発掘調査である。

江戸期の養生所地面位置/敷地境界線等実態にかかる調査である。

②当該南敷地西部石垣付近には、明治期以降に作成された『長崎徽毒病院図面』に記載される井戸の痕跡
の存在が想定される。地域居住者より昭和32年頃まで「小島病院」敷地内の一帯に井戸があった旨聞いている。
井戸は、養生所時代に遡る可能性があり、給水に係る施設として重要である。一帯が未発掘調査である。
一帯は江戸期より養生所の運営区域であり後、明治期以降に長崎梅毒病院~小島病院~長崎市立佐古小学
校(南校舎~体育館)の建物建築敷地等となり盛土された履歴と推定できる。

江戸期の養生所施設の可能性及び地面その後の推移にかかる調査である。

・以上、養生所を考える会より面会の上で発掘調査の申入れを行う。

(2)小学校施設開発仕様・遺跡との取合いの説明等

①小学校施設開発仕様の説明(建築課オ本育館棟儁キ車場その他従属施設)
②養生所連結棟遺構と考える理由の提示(養生所を考える会)と小島病院遺構とする根拠の提示(長崎市)

^

の 生

養生所を考える会代表池知和恭

旧

記

以上

/1
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い1こついて

2

(1)遺跡の範囲(江戸期)とする理由の確認(養生所を考える会・長崎市)

(2)以前から懸案となっていて実施されていない養生所を考える会と長崎市の養生所/(長崎)医学校等遺跡の
実態への"見解の相違"の擦り合わせの実施への調整等(養生所を考える会・長崎市)

生

3

( 1 )

(2)

等
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『長崎徽毒病院図面』と古写真の画像との相違について(養生所を考える会)
自主調査の検体の採取の場所(位置と深さ)の選定経緯の確認(養生所を考える会・長崎市)

卑品の又い{こ

1ヨ■、 J-
主品の土ナ 江と

(養生所を考える会より)
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生所(崎)医学キ六生跡について

(旧長崎市立佐古小学校地とその外周道路を中核として)

生所

古写盲一畔

古写盲一畔

2

目
゛.',六片

。病院'虫跡に銅八する

及び当討

、^

及び当討

2m8年(平成30年)5月31日木曜日

[盲

写盲

作成者

〒852-8127

長崎県長崎市大手二丁目十七・四十六、-0二

養生所を考える会代表池知和恭

連絡先電話095843-3491

携帯電話090-3730-1858

1、1



※写真の配列は、原則として.要件と画像の変化より、做影年代順です.

番号

『稲佐山から見た長崎鳥瞰』

2 『長崎鳥瞰』

3 『小島付近墓地からの市街地』

4 『長崎のパノラマ(10)』

5 箱停餌病屍冠木門肅の学生達

長崎市街
精得館

6 『養生所の写真』精得館構内

ノメ、

長崎市街・精得館

7 『小島養生所と長崎市街地(2)』

長崎市袿i・精得館

8 尻4.πガfードイン輝tι'癌崎ιク医学生
たちノ

井づ

モノ

ク日ーム

長崎市往i・精得館

9

ノ

養生所/(長崎)医学校等遺跡に関係する古写真一覧表

『長崎医学校』

精得館病院冠木門付近
緒方惟準他学生達

モノ

クローム

290× 240

10

精得館(医学所・病院)
仁田頭

モノ

クローム

291 × 206

1貞崎医学友の学生たちノ

撮影者未詳

11

モノ

クローム

着彩

289×213

精得館・長崎市街

『長崎の病院』

A.F

ボードイン

収録資料
'、

12

コレクション

( 1 )

A.F.ボードイン
吉雄圭斎と緒方惟準、松
本鮭太郎、学生達

モノ

クローム

B56 × 157

『分析究理所』

゛

F.ベアト

ボードイン
コレクション

( 1 )

、

13

モノ

クローム

小島養生所と長崎市街地(1)』

未詳

長崎県病院医学校
長崎市街

影

慶応元年
(1865年)頃

14

F.ベアト

モノ

クローム

'

小島からの長崎医学校と唐人屋敷』

ボードイン
コレクション

(5)

慶応元年
(1865年)頃

15

、

レウエン・ヘールツ
長与専斎と学生達

昂ノ

地

202 × 173

モノ

クローム

小島養生所と長崎市街地(3)』

長崎医学校ノ第六大学校盤学
部ノ第玉大学校盟学部ノ長崎

医学校の病院の南病棟

長崎

慶応元年
(18蘭年)以降

16 公文附属の図・二三九号長崎県下
左古墳墓写真合葬墓遠景之図』

撮影地点

230 × 140

稲佐山中腹

F.ベアト

モノ

クローム

慶応元年
(1865年)以降

長崎

『松香遺稿』
(『松香私志』)
長崎談叢銘六+六組

ヘールツ

分析窮理所構内

午砲の山中腹

A.F.

ボードイン

長崎病院
又は長崎病院医学教場
長崎市街

17

慶応元年
(1865年)以降

長崎

F.ベアト等
アルバム

86 × 59

モノ

クローム

高野平からの小島山手遠望』

方向

午砲の山中腹

^

長崎

慶応年間

(1865一卵年)

東南

又は長崎病院医学教場
長崎市街

モノ

クローム

295 × 220

ボードインの
焼損写真集

(上野彦馬)

口

所蔵者

東山手の丘

長崎病院
又は長崎病院医学教場
長崎市街

長崎大学
附属図書館

慶応年間
(1865-68年)

長崎

北

モノ

ウローム

149 ×フフ

(上野彦馬)

精得館病院冠木門
西

ボッター
アルバム

佐古墳墓/梅毒病院
甲種県立長崎照学校
長崎市街

長崎大学
附属図書館

慶応四年
(1868年)初
以前

長崎

北

モノ

クローム

163 × 178

(マンスフエ

ルト)

精得館の
分析窮理所屋上
の気叡観測所

等

6165

マンスフエルト
アルバム

長崎大学
附属図婁館

長崎

東東北

番号

モノ

クローム

2018年(平成30年)3月21日水曜日姜生所を考える会代表池知和恭

266 × 195

明治三年
a870年)頃

(マンスフエ
ルト)

121-15-0

午砲の山中腹

長崎市街
第玉高等中学校医学部
長崎梅毒病院

6158

マンスフエルト
アルバム

叫め荒奪店A良丘昌身励能鴨
明池三奪岳人尺0迫交型前小

長崎大学
附属図婁館

北東

長崎

モノ

クローム

275 × 214

長大D/B

上野彦馬

、モコJ口^

明治四年
(1871年沸m

(精得館の病院
内庭)

1292

Prof. Har

W1θn Beu

kerSの提供

マンスフエルト
ルバム

121-8-0

1864年

.病院で北病棟

南

モノ

クローム

270× 208

長崎

(上野彦馬)

明治7年

a874年)以前

6678

28-27-0

1865年頃

野彦馬
ルバム

北

午砲の山中腹

写真6158と近い時期か

撮影者未詳

牛と

明治7年

(1874年)以前

24-351-0

長崎

モノ

クローム

着彩

長崎大学
附属図書館

1864年

分析窮理所南に小屋が見えます。
医学所の西衝の壁が黒く見えます。
分析窮理所の破風は白です。

(長崎県病院医学
校の病院内庭)

(北)

明治7年以降
明治11年
(1878年)以前

の、化と意点

長崎

1865年

259 × 205

長崎大学
附属図書館

分析窮理所南に小屋が見えます。
医学所の西面の壁が明るい階調に見えま寸.

仁田頭

北

長崎

5383

明治11年
(1釘8年)以前

J口

分析窮理所南の小届が撤去され.解剖室建屋が付
加されています.
医学所の西面の壁が明るい階調に見えます。

分析窮理所敷地
西南部

撮影者未詳

.

長崎大学
附属図書館

長崎

104-20-0

(東)

7238

精得館病院冠木門北の建物西面の窓の様子は長崎
大学目緑番号6678の写真の様子と似ています。

耽治7住,月乏●日立山1=
口立晶田邸高季鉱を設立

午砲の山中腹

明治16年
(1883年)
12月

長崎大学
附属図婁館

長崎

北

136-45-0

左長鴫談叢青木記事:両ot.しず.dヒ0N.応'.k飽n。血

病院冠木門南の建物西面に高窓状楴造物が増設。

1865年頃

ノ、

レわι2NO.1.ρ.1-41,441g4/.r貞脚ノこおiナる遍勿の国
立居事霞淳防疲の設立ノ前才塞五副叡1図

7152

(雷ケ丘)の頂部を
西へ下る

長崎大学
附属図警館

長崎

北

医学所冠木門北の建物西面の窓下に構造物が付加
され、解剖室に勝手口を設置。
医学所の西面の壁がやや暗い階胴に見えます.
分析窮理所の破風に大きめの斑点が見えます。

1865年頃

135-32-0

明治22年
(1865年)以降
明治24年頃悠

M048

長崎大学
附属図書館

長崎

北

◎文久二年(帽62年)ボードインは来崎
◎慶応四年初ボードインは大坂に向かいます。
背景建物は精得館の建物ではないと考えられます。
ボードインの居宅でしょうか。位凪は、居留地、出島、
精褐館周辺の洋館の可能性がありそうです。

午砲の山中腹
低部

1875年

MO05

M-48-0

長崎大学
附属図書館

西西北

◎明治三年ヘールツは出島に住所があります.
医学控東部に新しい寄宿舎.西部に平屋建洋館(ヘー
ルツの居宅の蓋然性が高い)、病院冠木門南に単立の
二階屋が設置されています.
聾生所病院西面壁、医学所西面壁、旧分析窮理所
破風が黒く見えます.

M010

長崎

長崎大学
附属図書館

1871年頃

M-5-0

西西北

頭山付近か
(未確認)

5306

M-10-0

長崎大学
附属図書館

1871年頃

長嶋県病院医学校の病院の玄閏前で撮彰された可
能性がありますが、出島等他の場所で撮影された可
能性もあります.

北

102-12-0

6066

1871年頃

国立

公文書館

病院南病棟西部屋根に旧冠木門北に設置された単
立の二階屋が南の切妻を見せて連結、旧分析窮理
所西の屋根に建毘が邇結されています.

118-40-0

6128

年代未詳

西西北

◎明治7年ヘールツは束上します。
旧分析窮理所西より屋根に登る梯子が設謡されてい
ます。背景に北寄宿舎が見えます.

雁.。附AO0239100
。.。,003

郎劃本館

120-18-0

長崎大学
附属図書館

1874頃

■ム

L圭丈.病院南棟と北棟問西部旧冠木門付近に一体
に連結された二階屡を設置.旧医学所を改築、明治
U年以前の園面、明治"年以後の図面を参照方.

年代未詳

病院東部の建屋配置は写真MO05と同一です.旧分
析窮理所の煙突を喪失。北部の寄宿舎が確認でき
ません.

8

2871

写真6066と同一写真

゛.、

58-11-0

圭ム

建のまま、南棟平屋建に改築の二棟構成か。旧医
所及ぴ東寄宿舎撤去、北二棟曲屋形寄宿舎斬設.

゛1'.

代未詳

'、

ξ平屋建.北病棟東端の即と敷地東北隅の小屋を喪
.南病棟の西ν3程を短縮、南北病棟問内塵に寄
二階建洋館が新設.視認不能だが西部に平屋建
館新設及び北病棟短縮の可能性(本紙整理番号
3).病院敷地北面と東画を削減し西面を拡張し又
戸を敷地内に取込んだ可能性、敷地車面石垣高は
真6066と比較して縮小し根石は水平か.敷地東

ヒ隅の石垣上部に傾斜切欠と其中央に階段が見え
様.医学校南部に休操場を、同正門東に小型建物
視認.他は明治15年現在の図面を参照方。

.北棟二

ノ
ノ

、

Ⅵ



※写真の配列は.原則として、要件と画像の変化より、撮影年代順です。

番号
Ⅵ

18
図3『甲種長崎医学校正門と
枝務室(階下)および新講堂(階上)』

19 『佐古分校』

20

,^

^ロ 吊'同

明治四十四年三月』

21
『第二回卒業生尋常科高等科
明治四十五年三月』

22 『大正元年十一月現在職員』

甲種長崎医学校正門と
校務室(階下)
およぴ新講堂(階上)

23

ノメ、

『第四回卒業生大正三年三月』

第玉高等中学校医学部
第五高等学校医学部等
分教場正門一帯

24 『第十一回卒業生大正十年三月』

25

教員と卒業生
旧分析窮理所建物

『第十二回卒業生大正十一年三月』

ノ

長崎市佐古尋常高等小学校
教員と卒業生
旧分析窮理所建物

モノ

ウローム

26

^

養生所/(長崎)医学校等遺跡に関係する古写真一覧表

『第十二回卒業生大正十一年三月』

長崎市佐古尋常高等小学校
現在職員
日医学校新講堂建物

モノ

ウローム

゛.、、

27

取づ

~鉄筋コンクリート3階建校舎竣工~
~現在のプールの場所です~

長崎市佐古尋常高等小学校
教員と卒業生
日分析窮理所建物

モノ

クローム

28 『大正14年の校舎』
手前はトイレ

1、芋・父

教員と卒業生
日医学校新講堂建物

モノ

クローム

収録資料

昭和五十七年+二月二
十日発行 r明恰中期.
佐古縮設使用時閉の長
崎医学校と県立長鵡病
院」皆木粒所 P140

29

J、^

教員と卒業生
日分析窮理所建物

『1865年建築の分析究理所の近影』

モノ

クローム

.J、

長崎医学専門
'字!キ交ス正0鼻{1,"年」
卒業アルバム

30

長崎市佐古尋常高等小学校
教員と卒業生
日医学校新講堂建物

『第二十五回尋常科卒業生昭和十
三月』

モノ

クローム

ノ、

31

卒業記念写真
佐古小アルハ'ム

現佐古小學校校舎一部
一分析窮理所(平屋百二十坪)
(昭和+一年三月十一白長崎婁寓司令部検閲済)』

小学校■」ι

大正14年竣工の鉄筋コンクリート
3階建校舎

モノ

クローム

明治22年
(1865年)以降
明治35年頃迄

32

卒業記念写真
佐古小アルハ'ム

地

長崎市立佐古小学校
大正14年竣工の鉄筋コンクリート
3階建校舎とその南部のトイレ

モノ

クローム

西洋竪學鍛祥地遺跡(現長崎保健
合小島病院)』

長崎

33

撮影地点

記念写真
佐古小アルハ、ム

明治44年3月

長崎医学校又は分
教場正門北西路上

西洋腎學發祥地構内記念碑
(其のー)』

モノ

クローム

長崎

日分析究理所建物一帯

34

記念写真
佐古小アルハ'ム

明治44年3月

西洋腎學發祥地構内記念碑
(其の二)』

分教場北
隣接道路上

モノ

クローム

長崎

記念写真
佐古小アルバム

-1ι..

大正十三年竣工の鉄筋
コンクリート三階建校舎

大正元年11月

35

方向

長崎市佐古尋常高
等小学校校庭

モノ

クローム

養生所の記念碑』

東南

長崎

記念写真
佐古小アルバム

大正3年3月

日分析究理所建物

所蔵者

長崎市佐古尋常高
等小学校校庭

モノ

クローム

現長崎保健組合
小島病院

長崎

東南

大正10年3月

記念写真
佐古小アルハ、ム

長崎市佐古尋常高
等小学校校庭

番号等

長崎

南南東

小島病院敷地内
『養生所趾』記念碑

大正11年3月

モノ

クローム

閉校記念誌
~ありがとう
佐古小学校~

0

長崎市佐古尋常高
等小学校校庭

長崎保健組合
小島病院敷地内
『養生所趾』記念碑

2018年(平成30年)3月21日水昭日養生所を考える会代表池知和恭

0 」ι

佐古小学校
複写池知和恭

長崎

南南東

モノ

クローム

(高木教授)

大正れ年3月

閉校記念誌
~ありがとう
佐古小学校~

^

長崎市佐古尋常高
等小学校校庭

旧長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

長大D/B

長崎

南

小島病院敷地内
『養生所趾』記念碑

モノ

クローム

長岫談躍筑六十六"
町和玉+七年+一貝+

大正14年か

長崎市佐古尋常高
等小学校校庭

玉日見行「長嶋医馴大
学諸最授の医学史と洋

旧長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

学伝来史に間する欧文
論文」青木鶴勇訳牲

長崎

南南東

モノ

クローム

大正14年か

長崎市佐古尋常高
等小学校校庭

『佐古分校』と同じ写真ですが、トリミングが異なり画
質が劣ります。

附記からすると甲糧長崎医学校時代に恨影された可
能性がありますが不明です。

記念写真
佐古小アルバム

日長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

大正14年以降
昭和10年3月
以前

(昭和6年卵")

南南西

モノ

クローム

長崎

と

長崎市立佐古小学
校校庭

冥

絵葉書
佐古小写真群

日長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

当餓写真は、大正期の小学校卒業写真と比較L、旧
医学校講堂棟に損悔が少ない為、明治期の分教場
時代の写真と推測します.
正門手前道路は石畳等で全而舗装されていません。

南南東

長崎

の変化と意点

モノ

クローム

長崎市立佐古小学
校校庭

昭和10年3月

日長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

史蹄名勝天然記念
物第八輯
第六十二圖版

西南

◇旧精得館の分析窮理所建物を背景に選択.

長崎

昭和6年以降
昭和11年3月
以前

史蹟名勝矢然記念
物第八輯
第六十三圖版

日長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

長崎市佐古尋常高
等小学校校庭

◇旧箱得館の分析務理所廻物を背景に選択。
向かって左の後方に平屋建の北病棟と南北会棟問
の内塵中央の寄棟屋根二階建洋館が見えます。

北北東

昭和十一年長婚県
史蹄名勝天然記念
物第八輯
筑六十四回版

(高木教授)

長崎

昭和村年以前

◇旧甲種長崎医学校の新講堂玄関を背景に選択。
玄閏前面に半円形三段程の石段が見えます、中央
は天板付二石材、両側は天板なし一石材です.

長崎市佐古尋常高
等小学校校庭

南南西

長崎践圭筑六+六佃
叩和玉+七年十一月+

長崎

昭和11年以前

◇旧精得館の分析窮理所建物を背景に選択.
当時の敷地東部境界線付近の棟子がわかります、
敷地東方は旧分析究理所建築平面よりゃや高いよう
です。

主臼発行 1長暢医科大
学諸最授の医学史と洋

長崎市佐古尋常高
等小学校校庭

学伝来史に間,る歓文
論文」告木載萌訳注

南東

長崎

昭和11年以前

◇旧甲桓長峡医学校の斬講堂玄関を背景に選択.
玄関両爽とその庇は応急修理と推測します。玄関前
面に半円形三段の石段が見えます、向かって左側は
天板なし一石村。西部に石造練塀が見えます。

崎市佐古尋常高
小学校校舎

長崎

南南西

昭和11年以降
昭和15年以前

◇旧精得館の分析窮理所建物を背景に選択.
向かって左後方の病院の寄棟屋根二階建洋館の壁
が黒くなっています.
敷地東方は当時の地園に磐処場とあります.

崎保健組合
1、島病院敷地内

日長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

長崎

南東

◇旧甲種長嶋医学校の新講堂玄関を背景に選択.
旧新論堂建物の墓礎や建物南部の剛風施設を視認
(ヘールツ・ハウス附応飾設過栂の可能性).建物北東部
に礫の楢造物、建物一帯の排水の為に剰面を形成
したと推測、排水渦が檎築されるのはさらに後世か.

崎保健組合
1、島病院敷地内

東南

崎

'建姪釜^。
新築当時か。
建物南に隣接する地面が築造後問もないと見える.

ハ島病院敷地内

北北西

g皇埋訟雌霊金1。
新築当時か。
西部に柵が見えます。

北西

コ

3

左長崎談叢青木記事:Aot.削6dmoN.'苫"'府nC店
ι乞'1NO./,P.1-41g4419'/r遷醇ノ:おゲる遅勿の倉
せ医卓霞苛応於の股立ノ闘木嘉五鄭鋪3図
運勘場平面切下げ、分析究理所後背に明治40年一大
正8年に完成の木造二階建校舎。昭和6年以前か。

1'

コ

5

日分析窮理所北石垣斜面に手摺設置.(本紙整理番
号29の旗竿は設置されてないと見える。)

価

設。
日分析窮理所建物北西至近距雛に旗竿設置.

5

小癌病院西に隣接する道路は石畳であったと聞く。
在の長崎市道稲田町館内町1号鞭の東部は舗装
れておらず、西部から東部へ未舗装部分に高低差

あり.北面石垣西部根石付近石垣は作行が相違.
理番号33:長崎談叢青木羅勇訳注記車に掲載の
Cι喬'ず6d1ヒ苛 Na'ヨ$厭i.hc'谷. vd2NO.1φ.1-41タ'0-

1,4/.r長繭仁おゲる遍勿の国」才医堂霞ず防股の毅
ノ高ズ紺主副辞4図
林郁彦学畏掘奉、上左:pomD8ν.M.の像、上右

'本良順の像、下:pomP6V.M1日本における5年』
挿絵病院全景、片面:オランダ大使゛.C.PBb"tの詩。
U3)現在の佐古小学校別棟の地、石段を昇った
ぐ左手にあった。後方には当時この碑のすぐ婁手
で太造校舎が延びていた。この碑は昭和三+二年
大医学部桶内に移され、代りに原碑のブロンズ中
も意猫が深い林学長揮毫「養生所趾」を主体にし

二新記念碑が、場所を変え、同校本棟運動場に面す
玄闘付近に設置された。

0

0

号

金

J

ノ

二

ー
エ

ノ
ノ



※写真の配列は、原則として、要件と画像の変化より、撮影年代順です。

36
『縣立高女専攻科生昭和十四年一
月』

37 『昭和十六年三月清水校長トキ交舎』

38 『二三年生』

.^.

39

貝

昭和二十五年六月二十一日
解体』(二葉)

40

貝

昭和二十五年六月二十一日
解休』(左上)

旧分析窮理所建物
昭和6年竣工校舎
東。ム張した運

^

41

貝

昭和二十五年六月二十一日
解体』(右下)

^

清水校長、長崎市佐古
尋常高等小学校構内

42

^

昭和31年(創立50周年)

『吉岡実雄氏寄贈の二宮尊徳像』

旧"訴馴哩師鎗仙.n解コンウリート三偲龍映古

長崎市立佐古小学校
教員と卒業生
旧分析窮理所建物

43 『昭和四十年頃佐古小学校』(三葉)

牛づ

長崎市立佐古小学校
旧分析窮理所建物

モノ

ウローム

44

養生所/(長崎)医学校等遺跡に関係する古写真一覧表

『昭和40年頃』

長崎市立佐古小学校
旧分析窮理所建物

45

モノ

ウローム

廂召和40年頃』

46

長崎市立佐古小学校
日分析窮理所建物

モノ

クローム

卸ノ

佐古小アルバム(六冊)

長崎市立佐古小学校

47

モノ

クローム

二言尊恒伐.*量二m並牧舎主曲"赴
朋和■年証エネ這畝舎

佐古小写真群(十五葉)

収録資料

記念写真
佐古小アルハ'ム

48

モノ

クローム

長崎市立佐古小学校

Sako Forever 1906~2015

長崎市立佐古小学校閉校記念誌
平成28 3月』

記念写真
佐古小アルバム

モノ

クローム

長崎市立佐古小学校
全景

昭ネm4年1月

記念写真
佐古小アルバム

.,

モノ

クローム

長崎市立佐古小学校
近景

一鴫

記念写真
佐古小アルバム

昭和16年3月

佐古小アルバム

モノ

クローム

長崎

記念写真
佐古小アルバム

(昭和23年)

佐古小写真群

最影地点

長崎市佐古尋常高
等小学枝校庭

モノ

クローム

昭和25年6月
21日

長崎

記念写真
佐古小アルバム

長崎市佐古尋常高
等小学校校庭

モノ

クローム

閉校記念誌
~ありがとう
佐古小学校~

長崎

昭和25年6月
21日

カラー
1武'シ・'

長崎市立佐古小学
校校庭

方向

J

長崎

昭和25年6月
21日

南西

カラー
ホ'ジ

佐古小写真群

原版
24 × 36

所蔵者

長崎市立佐古小学
校校庭

旧長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

長崎

昭和31年

北

原版
24×36

長崎市立佐古小学
校校庭

モノ

クローム

~ありがとう
佐古小学校~

池知和恭

旧長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

長崎

閉校記念誌
~ありがとう
佐古小学校~

西北

号等

昭和40年頃

長崎市立佐古小学
校校庭

池知和恭

旧長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

長崎

北

北西

記念写真
佐古小アルハ'ム

2018年(平成30年)3月21白水曜日養生所を考える会代慶池知和恭

号等

長崎市立佐古小学
校校庭

昭和40年頃

旧長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

長崎

北

佐古小写真群

昭和40年頃

長大D/B

①東山手の丘
@肱古小鉄筋コンウ
リート三階建校舎
③佐古小校庭

平成24年
(2012年)10月
30日火曜日

旧長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

閉校記念誌
~ありがとう
佐古小学校~

北西

長崎

24

(2012年)10月
30日火曜日

堕釦^.

室等校舎、昭和14年に東部を拡張した運動場、が見
えます。

長崎市立佐古小学
校鉄筋校舎北塔上

日長崎市立
佐古小学枝
奴写池知和恭

北

長崎

要と

長崎市立佐古小学
校枝庭

東北
東南
南南東

長崎

交

長崎市立佐古小学
校校長室にて

の変化と意点

長崎

日長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

堕扣^.
旧精得館の分析窮理所廸物の窓ガラスが板数破損
しています。

4

長崎市立佐古小学
校校長室にて

東南

長崎

南

黄壬.

6

ノ、

旧精得館の分析窮理所建物の多数の破禍した窓ガ
ラスが木の板でふさがれています。

゛.、

0

ナ

ナ

池知和恭

旧精得館の分析窮理所建物の入母屋屋根の北東隅
端部が破損しています.

0

明治和年から大正8年に築造増築された木造二階建
校舎の玄関付近、当肢玄関付近に設価された二宮尊
徳像、背景に昭和6年竣工の木造校舎が見えます。

池知和恭

^

^

長崎市立

図書館

工

『昭和四十年頃佐古小学校』(三葉)中段②と伺一
の写真である可能性があります。

ノ"J"、

0

庁務員舎束部が増築されています.

ι

コ

ー.盟和鎚生ヨ

岡扣

平成24年(2012年)10月30白火曜日池知和恭が畏崎
市立佐古小学校に鳥場昭洋校長先生を訪問して同
校校長室に保管の写真群を校長室にて複写又は撮
影しました。(所蔵者欄:複写/所蔵池知和恭即葉)

^
.

平成24年(2012年"0月30白火曜日池知和恭が摂崎
市立佐古小学校に馬場昭洋校長先生を訪問して同
校校長室に保管の写真群を校長室にて複写又は撮
影しました。(所蔵者棚:枚写/所蔵池知和恭即葉)

工 ^

2

所"Ⅱ令記、高U'§ι,佳古小学牧、央"目早区=.卑里"皇.田
貸行町轤言小幸M師抽寅府盲nn Ⅲ凱亀官◆孝賎血"圭"雲R令記き鵡劇
Ia邑畢跡昌'皿市立性冒ホ孝駐
〒^"晶凹市証小旦,T口,昆10 詑、0"..,?.N帥,'冨酌ト.捻、""
m0ι・N*卑舶交",セウ1tn剛
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※写真の配列は、原則として、要件と画像の変化より、撮彰年代順です.

番ぢ '.『

NB

卵鳥台初年の長崎病院』

2 『大徳寺跡の県立長崎病院』

号一

3 『大徳寺跡の県立長崎病院(再掲)』

長崎病院(正門外より)

4 『長崎病院玄関前の職員と生徒』

長崎病院(正門外より)

5

モノ

ウローム

『佐古小運動会』

長崎病院(正門外より)

ノ

モノ

クローム

長崎病院遺跡に関係する古写真一覧表
昂ノ

長崎病院(構内)

収録資料

『長崎医学百
年史』口絵

モノ

クローム

橋本大徳園での運動会

長崎鱗迄節六十七促
昭和玉+ハ与七旦+日
見行「明治初期の長飾
医掌校・病院鳳述."に
建造物の喪庚と戰時仮
病院指定二回の経駿」青
木破西回10 P90

明治期

モノ

クローム

明治三十年に
近い頃
(左掲載資料
注64、 PI07)

地

叩和玉十九年+二月二
+日発行「明治中期.
佐古焦設使用鰭期の長
崎医卒按と県立長崎病
院」皆木敦勇回1
P135

ノ

長崎

J

モノ

クローム

撮影地点

長崎病院正門外

138 × 98

長嶋韻黒郁六十九和
昭和玉十九年+二月二
+日発行 f明治中欺、
佐古葹設住用時期の長
崎医掌校と鳳立長鮪撰
眺」青ネ破所図2
P口5

長崎

明治期

長崎病院正門外

長崎市出雲町

松雷寓眞館

方向

J

南東

所蔵者

長崎

明治二十年代

佐古小写真群

長崎病院正門外

南東
山崎佐氏
(当時)

大正年間より
昭和初期

長崎

2018年(平成30年)3月21白水嘘日委生所を考える会代表池知和恭

長崎病院構内

南東

大D/B

長崎 (北西)

東北

本紙写真整理番号2、3と同一写真

留意点と図

.一写真としては回10に示した一葉があるに過ぎな
い.これは昭和三十二年十月、長崎医学百年記念行
耶中の医学史料展に出品されていたもので、目繰に
よると山崎佐氏蔵、長崎病院、門と玄閲正面写真と
勗る.門榛は勿論のこと、その地勢と樹彰特に本館
損(向って右、方位は西)にあるヒトツハ'トゥ加デの特微
ある姿態、門の左側にあって東方に曲がって延びて
いるマツ、それと背面一帯の樹木(写瓦は修整でかな
り消されている力りなどからこの写真にっいてはいさ
さかも疑うところがない.(左椙載資料P90-92)

(北西)

の,、ヒ

日長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

'

写真掲哉左記車中:『DrJP KI0{W是Ed. ZW舶n.vb
kerkundl;C卜1" und Geschlch"iC卜le50b酎 d;0
Heilkunde d.r chi"ese" U"d J.P自ner』(中国及ぴ日
本人の医学に就いての民族学的歴史学的管見)
1917年(大正6年)本ランダのハーレムで出版 P576'多く
のオランダ医師が診療に従事Lた長婚病院の入口"

写真掲載左記事中:『D-.JP Kleiwe"d6 ZW舶n:vd
Jkorku"dliches u"d Gelchichuiche60b.r di.
H0Ⅱkuode der chine5en und J8Potler』(中国及び日
本人の医学に就いての民族学的歴史学的管見)
1917年(大正6年)オランダのハーし厶で出版 P568"長崎
の病院の庭園におけるDrBe"k.maと彼の生徒たち"
ブツケマ.明治16年(1883年)3月12日ブッケマを医学士代
用として雇う、長崎病院履プ"マ昨廿年十二月限り雇
満期ニテ解雇相成候・・明治二十一年一月廿一日第
二部衛生諜(長崎県衙生課)第一部外事課御中
(『長崎医学百年史』)、明治16年2月末来仔一明治
20年帰国(左長崎談叢)
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長崎市文化観光部文化財課長大賀史郎様
長崎市教育委員会教育総務部施設課長西原政彦様
長崎市都市経営室長岩永浩様
長崎市まちづくり部都市計画課長谷口忠二様
長崎市まちづU倍β建築課長山口圭司
長崎市土木部土木総務課長竹内裕二
長崎市土木部土木建設課長桐谷匠様
長崎市中央総合事務所地域整備二課田畑徳明様
長崎市理財部資産経営室長都々木伸吾様
長崎市理財部財産活用課長勝本幸久様
長崎市環境部環境政策課長山本勉様
長崎市議会議長五輪清隆様
長崎市文化財審議会会長下川達彌様

2m8年(平成30年)11月8日木曜日

標記の件、下記別添資料をお届け致します。

当該資料に於ける提案と要望と趣旨につき、御理解を賜りますようぉ願い申し上げます。

記

以上

^
1、

1.別添資料(各一通)

(1)『"歴史学"と"遺跡"そして"都市長崎遺跡"と"養生所/(長崎)医学校等遺跡"』
2018年(平成30年)8月5日日曜日養生所を考える会代表池知和恭

(2)『養生所を考える会に於ける遺跡に関する事象の取扱いへの留意点』

2018年(平成30年)11月1日木曜日養生所を考える会代表池知和恭

(3)『日記』

2018年(平成30年)11月1日木曜日/2018年(平成30年)11月2日金曜日

養生所を考える会代表池知和恭

(4)『[長崎歴史文化都市構想一創造環境の共有(sh引e)ー]の提案と要望長崎奉
行所西役所等遺跡の取扱いの基準について』

2018年(平成30年)11月3日土曜日養生所を考える会代表池知和恭

(5)『[長崎歴史文化都市構想一創造環境の共有(sh針e)ー]の提案と要望の具体案

の骨子』

2018年(平成30年)11月4日日曜日養生所を考える会代表池知和恭

生、

養生所を考える会代表池知和恭
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連絡先

養生所を考える会代表池知和恭

〒852-8127 長崎県長崎市大手二丁目十七一四十六一-0二

携帯電話 090-3730-1858

( 1/1 )



、、

"歴史学"と"遺跡"そば"都市長崎遺跡"と"養生所/(長崎)医学校等遺跡"
養生所/(長崎)医学校等遺跡の保存と活用より

私達当会は、歴史学と遺跡について、まさに歴史上過去の事実であると概念上に認知される事象及び之によって概念上に知られる
人類の過去への理解及び之によって構成し得る現在と未来への可能性と希望を形成する歴史学、人類の活動と存在の痕跡であり

歴史上過去の事実そのものである物体とその状態及び之によって概念上に知られる人類の過去への理解及び之によって構成し得
る現在と未来への可能性と希望の源であり歴史を証徴する遺跡、双方の照合と補完、これらは、人類が、人類の過去を知り、現在と
未来の形成への概念を継続的に蓄積し考察し、是等の全てを人類に与えることにおいて、すべてが、人類にとって、貴重であり、重

要であり、等しく人々の「意図的措置」によって「その一部でも損壊や滅失によって失われること」があってはならないものごとである、
と考えます。

私達当会は、歴史学が、人類が、人類の過去を知り現在と未来を考察する"知の体系"であるならぱ、遺跡は、人類が、人類の過去
を知り現在と未来を考察するための地球の空間上の各所に概念の超越性に於いて相互に関連して網目を成す人類共通の"社会基
盤(1nfm.訂Uotu"e)"であると考えます。

私達当会は、又、遺跡が、私達人類の生活環境でもあり得る、と考えます。

私達当会は、"都市長崎遺跡"及び"養生所/(長崎)医学校等遺跡"及び遺跡群と個々の遺跡が占有すべき空間、当該遺跡群に
よって証徴される歴史、即ち、当該事象について、次の通り、理解します。

私達当会は、当該事象について、以下の内容を包含すると、理解します。①世界と日本の社会との繋がりと地球上の地理空間とそ
の特質によって日本の中世から近代にかけて長崎に形成された特異性を有し、共時的通時的に世界に代替のないものであること、

②日本における古代~中世~近世、後、近代~現代へと連続する風土と社会と文化と歴史によって蓄積された国力を集約し、再構
成するものであること、③長崎が徳川江戸幕府による日本開国の母体であり表玄関であり日本開国の諸施策を展開した最初の拠
点都市であり、この長崎で集約して体系的に又附随して展開された事象が日本の国民国家の存続と主権国民国家形成の原動力と
効率の要であること、④西欧文明圏以外の人類にとっても社会的な"個人の自由と存在の尊厳"ど'自然科学の取扱い"による自律
的な人類の福祉の向上が可能であることをこの日本地域の風土と蓄積を基盤に実現しもって之を世界に対して初めて立証して示し
よって世界に影響を及ぽし結果としてこの可能性がその後の地球規模の主権国民国家群の成立による現代世界の形成と一方でGI
Ob.1辻atlonの双方の基層概念の規定に関与すると考え得る意味に於いてその基層概念を形成すると考え得るし今後も影響し得る
処、正しくその端緒であることにの基層は英国の大憲章(Ma宮naca代a)やフランス革命の単一の歴史的発展でなく多元的で多様
なものと考え得る)、⑤中世から近代・現代への日本人と諸国又オランダの人々の世界への理解と判断と行動(sy.tem)を表すこと。
私達当会は、当該する歴史について、以下の遺跡群が之を証徴すると、理解します。①中世に於ける口ーマ・カトリ、ソクによる岬の
小さな城塞都市と文化の痕跡、②長崎の中世から近世への町立てと変化と展開の痕跡、③幕府の海外交易と対外情報収集と海防
の痕跡、④日本開国の痕跡、⑤幕府とオランダによる長崎での長崎海軍伝習の実現とその痕跡、⑥長崎海軍伝習で設立される長
崎製鉄所の痕跡一之を継承連続する三菱の造船所、⑦長崎海軍伝習で成立する医学伝習と続く養生所の設置と之を精得館と改
称して設置する分析窮理所の存在の痕跡一之を継承連続する長崎府医学校(及び病院)以降一梅毒病院(改称を経て小島病院)の
痕跡、⑧長崎資本の活動の痕跡、⑨都市長崎の近代都市基盤の形成の痕跡、⑩プルトニウム型原子爆弾被爆の痕跡、⑪現代都
市形成の痕跡即ち現代の都市の姿。

私達当会は、当該事象について、当該事象が、地球上の人類の概念と活動の関連性に於いて成立すること、同時に、地球上のー
つの地域であることととその連続的経時的重層性に附随する特異性をもって之を具体的に証徴する遺跡群を形成すること、現在、
世界の時間と人々を前提とした従来の普遍的であるがゆえに唯一性を有する概念の有効性への信頼性が揺らいでいること、これ等
の経過によって、又、当該事象は、他のあらゆる事象と同様、地球上の全人類にとって有意な歴史上の出来事と之を証徴する遺跡
群であることによって、又、日本国内の又世界の、関係する歴史と遺跡と文化に関する各地点との情報交換と連携により形成する筈
の地球空間における人々の相互理解の網の目によって、人類にとって、人類の過去を認識し、人類の現在と未来を考える為に、世
界で、欠くことのできない事象群のーつである、と理解します。

私達当会は、長崎市及び長崎県、長崎市民、長崎県民、日本の人々、世界の方々に、以上の歴史と遺跡即ち当該事象につぃて、
その実態を明らかにし、人々の「意図的措置」によって「その一部でも損壊や滅失によって失われることなく保存して継承し人類の存
在と歴史と遺跡とその本源によって人類の現在と未来の為に活用し、不幸にして、既に、人々の意図的措置によって損壊し滅失した

遺跡又は遺跡の空間と要素について人類の存在と歴史と遺跡とその本源によって之を原状回復することを要望し、その為の措置を
とることを要望し、又、この要望への理解を求めます。

2018年(平成30年)8月5日日曜日養生所を考える会代表池知和恭

私達当会は、当該遺跡群が、世界の「日本は特別だ」として日本への思索を切捨てる人々に、その思索を再開する契機を提供する、
と期待します。

私達当会は、私達人類が、その土地に係わるとき、私達人類には、その土地の遺跡を保存し後世に継承する、権利と義務と私達人
類に対する責任が、他の生命や地球環境への配慮を留保しつつ、存在する、と考えます。

私達当会は、長崎に住み、長崎を訪れ、長崎で活動する人々に、自らの行動のうちに、"都市長崎遺跡"及び"養生所/(長崎)医学
校等遺跡"及び遺跡群と個々の遺跡が占有すべき空間を保存して後世に継承する、権利と義務と私達人類に対する責任があると自
覚し、そう行動するよう要望します。

私達当会は、長崎市及び長崎県及び関係する人々に、遺跡とその空間を破壊して現代の建物や道路を造るのでなく、遺跡の空隙、
即ち、遺跡とその空間のない所に現代の建物や道路を造ること、その為の措置をとることを要望します。

私達は、歴史学上に人類の本源への考察を継続すること、及び、遺跡の姿について、之を、変化する現代に於いて、変わるべきもの
に対して、変わるべきでないものと考え、そのままの在り方/そのままの姿で、後世の人々に継承されるべきものと考えます。〆
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養生所を考える会に於ける遺跡に関する事象の取扱いへの留意点
一養生所/(長崎)医学校等遺跡の保存と活用より

私達当会は、遺跡に関する事象を取扱うに際して次の各事項に留意します。
^●^●^●^●^●^●^●^●^●^■^●^●^●^●^●^●^■^●^●^.^.^卑^■^.^■^■^.^.^.^.^.^.^.^.^.^■^.^.^

文化財保護法昭和二十五年五月三十日法律第二百十四条より抜粋

第一章総則

にの法律の目的)

第一条この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の
進歩に貢献することを目的とする。

(文化財の定義)

この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。^

建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術
上価値が高いものにれらと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその
他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無^

形文化財」という。)

衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家^

屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
四貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋

梁、渓谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖
地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国
にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

五地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の
理解のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という。)

六周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物
群」という。)

2 この法律の規定(第二十七条から第二十九条まで、第三十七条、第五十五条第一項第四号、第百五十三号第一項
第一号、第百六十五条、第百七十一条及び附則第三条の規定を除く。)中「重要文化財」1こは、国宝を含むものとする。
3 この法律の規定(第百九条、第百十条、第百十二条、第百二十二条、第百三十一条第一項第四号、第百五十三条第
一項第七号及び第八号、第百六十五条並びに第百七十一条の規定を除く。)中「史跡名勝天然記念物」には、特別史跡
名勝天然記念物を含むものとする。

第六章埋蔵文化財

(調査のための発掘に関する届出、指示及び命令)

第九十二条土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)・・ー・(省略)

(土木工事等のための発掘に関する届出及び指示)

第九十三条(省略)・ーー貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する士地として周知されている土地(以下「周知の埋
蔵文化財包蔵地」という。)・ー・(省略)

2m8年(平成30年)11月1日木曜日養生所を考える会代表池知和恭

!・,・・・(省略)・・・・・

1_

^●^●^●^.^昆^.^

^.^.^●^■^■^●^●^●^●^●^●^●^●^●^●^●^.^.^.^.^.^.^.^

(ν2 )

(国民、所有者等の心キ淘

第四条一般国民は、政府及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなけれぱ
ならない。

2文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保
存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなけれぱならない。

3政府及び地方公共団体は、この法律の執行に当つて関係者の所有権その他の財産権を尊重しなけれぱならない。

以上

・・・・・(省略)・・・・・

(政府及び地方公共団体の任務)

第三条政府及び地方公共団体は、文化財が、わが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであ
り、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切に行われるように、周到の注意
をもつてこの法律の趣旨の徹底に努めなけれぱならない。



1.遺跡は、第一義に遺跡として調査・現状保存・公開・活用・整備する。

①当該遺跡に於ける、過去の人類の営みの時間上・空間上の源流と連続性と変化と諸関
連、及び、之を可能とする空間、の全体を対象とする。

a.当会は、空間を、世代を超えて過去と現在と未来を貫通する実体と捉えます。(媒体)

2.遺跡と歴史の偶像化と偶像崇拝の生起を回避する。

3.遺跡と歴史の損壊や滅失、意図的な破壊と変形と消滅と破棄と隠蔽の生起を回避する。

4.地球上の諸国と諸地域に生活する全人類が共有できる歴史と歴史観を形成する。

5.分かりやすく動的な変化を内包する遺跡の保存と公開を実現する。

①遺跡の全貌(その遺跡の本来の全体の姿ゆ)1こ留意しその現状保存と公開を実現する。

a.当会は、全体像や動的な変化や諸関連が人々の興味と理解を誘導する、と考えます。

6.遺跡の保全に必要な、又は、之を容易とする空間を確保する。

フ.遺跡の活用についての優先順位は以下の通りとする。

①遺跡の現状保存と憶測の余地のない再建と公開

②情報発信とICT(1nformation and communication Techn0108y)の活用

③遺跡の運用(立入/入場/一般的な再建(建物の復元等ソその他)

8.遺跡の意図的な破壊があった場合の措置

①不幸にして遺跡の意図的な破壊があった場合には、当該遺跡の原状回復を要望する。

9.遺跡と歴史への誤解の生起の回避

①歴史に並置され得る空想による構造物の建造の回避

②歴史と小説の違いの周知(以下)

a.私達当会は、"歴史"は過去の人類の事実の認知への努力と成果、と理解します。

b.私達当会は、"小説"は想像力(超越性)の活性化への努力と成果、と理解します。

10.私達人類にとっての、私達人類の過去を知ること、及び、私達人類の存在への、私

達人類の各個人の理解の重要性、その理解の人類の未来の展望への可能性に留意する。

①抽象であり(.b.tmot)概念である(00"0.pt".1)"歴史学"r不可視ノ、具体であり(00"0

ゆt)物理的身体的である(physical)"遺跡"f可視ノ、人類世界の過去の唯一の絶対の事実

としての"遺跡"の存在、それぞれの私達人類にとっての性質の相違に留意する。

②歴史的、世界的な社会の大衆化とグローバル化やボピュリズムや新冷戦の傾向にお

ける地球上のあらゆる遺跡と歴史の重要性や関係、諸学問等、改めて並行して留意する。

以上の各事項につき、皆様に御理解いただけますよう、要望しお願い申し上げます。

( 2/2 )
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一養生所/(長崎)医学校等遺跡の保存と活用よりー

2018皐イ乎成30享'ノガ月7日木履日 1長崎の主唐=序往価値ゾ

長崎の存在の主題(テーマ:theme)ほ、"事実による、なぞと発見の感動"1こあるのではな
いでしょうか?

長崎の存在価値は、消費にあるのでしょうか?

今、長崎の政策は、消費を中心に組み立てられていないでしょうか?

長崎の存在価値は、"消費"ではなぐ'提供"1ここそあるのではないでしょうか?

人類の、空間に刻まれ先人から継承した"記憶"又再発見された歴史上絶対の"事実"と蓄

積された"知の体系":「遺跡」と「歴史」~人類の過去を知ることと未来への示唆~の提供。
来訪者への~特徴ある蓄積される"生活文化"と歴史と風土と知により創造される"抽象文
化"~による歓迎。

あり得べき姿と現実との禾離、そこにこそ示唆がある、とか。

提供できるものを残し、且つ、創造する。全ての長崎市民力雉兒意努力すべし、では?〆

2078皐イ乎成30年ノブフ月2日金躍日 r私達ガf生'きる留意ぱ・・ゾ

今、世界には社会の大衆化を基盤としてボピュリズムや新冷戦が広がり、表面化しています。

日本は、19世紀の世界に於いて、中東/西洋文明圏の諸国以外で、唯一、歴史的な主権国
家を継続し、近代的な主権国民国家として現代に之を継承できた世界で特異な国です。

現代の主権国民国家で構成する世界とグローバリズムを先導したとも考えることができます。
その後の近代帝国主義的な展開にはさらなる歴史上の検証が必要です。
又、世界に類例なくその地に長期に連続する歴史を有する国と云われます。

一方で、日本は、現在、概念への取組、基礎研究、民主主義の行動、情報技術の展開に弱
いと云われます。

あるいは、世界に拡散するボピュリズムの形にさえ出遅れているのでしょうか。

様々な局面で出遅れた日本は、世界の動向への対応に苦慮しているように見えます。
私達日本に生活する人々は、世界との関係において生起する諸動向に対応して、ーつーつ
解きほぐして私達日本に生活する人々を保存していけるのでしょうか。

私達日本に生活する人々は、私達の足元を再確認する必要がある時に差し掛かってぃる
のかもしれません。

過去から現在そして未来へと連続する道筋にこそ、私達が生きる智慧が、包含されるので
はないでしょうか。

江戸と並ぶ日本開国のもうーつの主体である都市長崎。原子爆弾被爆の地長崎。

長崎に、私達日本で生活する人々、そして、長崎を訪問する人々が確認できる、日本人が、

そして、人類が確認できる"生きる智慧"が存在するのではないでしょうか。

私達当会は、長崎に関係し生活する人々に、地球上の諸国と諸地域に生活する全人類が

共有できる歴史と歴史観を形成し伝えることの可能性とその責任と義務があると考えます。

遺跡と歴史、私達は、今、これを破壊し、変形し、消滅し、破棄すべきでしょうか??

グローバル化時代の日本の地政学上の役割への世界の期待、日本の国際仲裁への新しい
取組、・ーシンガポール・一東京と長崎・ー

the o/d Cだy and the o/d harbour 〆

日記 養生所を考える会代表池知和恭

東洋の真珠
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、、

[長崎歴史文化都市構想・証敢吠郁一・]の提案と要望長崎奉行所西役所等遺跡の取扱いの基準にっいて
養生所/(長崎)医学校等遺跡の保存と活用より 2018年(平成30年)11月3日土曜日養生所を考える会代表池知和恭

私達当会は、下記、長崎奉行所西役所等遺跡の取扱い基準、即ち、[長崎歴史文化都市構想_冊.肋岬.ー,_]を皆様に提案し要望します。

1.都市長崎遺跡の遺跡としての実態を優先して現状保存し、遺跡の実態と関係概念による情報発信を主な手段として活用する。
a.ついては、遺跡の遺跡としての空間の保全を重視する。

長崎は古来、朝鮮半島や中国大陸と一体の生活圏や日本海の海上交通・交易において存在したと考えられ、中世後期に、大村氏と
ローマ・カドノツクによって町建てがなされ小さな城塞都市が形成され、中世から近世にかけて日本文明と西欧文明の接点であり、江
戸と並んで日本開国の主体都市であり、明治以降も日本の近代化を支えた主要な拠点のーつです。

日本は、19世紀の世界に於いて、中東/西洋文明圏の諸国以外で、唯一、歴史的な主権国家を継続し、近代的な主権国民国家とし
て現代に之を継承できた世界で特異な国です。

現代の主権国民国家で構成する世界とグローバリズムを先導したとも考えることができます。
その後の近代帝国主義的な展開にはさらなる歴史上の検証が必要です。
又、世界に類例なくその地に長期に連続する歴史を有する国と云われます。

長崎の遺跡と歴史は、日本文明と中国文明又は西欧文明との関連によって、世界に関係付けられることにより、世界に於ける長崎の
位置が、世界の人々に認識されます。

長崎の遺跡と歴史を外国と外国文化や外国人の痕跡や物語とせず、日本文明と世界の遺跡と歴史と理解したいものです。

日本文明と世界の遺跡と歴史に於いて、長崎の遺跡と歴史は、意義深い結節点を形成し重要であり、皆様に、詳細な調査と現状保存
と継承と活用を要望します。

2.(出島一)長崎奉行所西役所一大波止一築地の一帯(長崎の鼻)を"表玄関"とし、長崎奉行所立山役所一諏訪神社の一帯(立山)
を"座敷"とし、東西高部の寺社や台場を両"脇侍"とし、中間部の九州各藩の蔵屋敷を"曲輪"とし、桜馬場ーカルルスー帯を"奥座
敷"とし、出島・新地倉地、唐人屋敷・遊郭丸山寄合町・供給・大浦・時津・茂木・矢上・福田・潜伏切支丹居住区を"機能地点"とする、中世
から近世・近代にかけて形成された都市長崎の空間構造を墨守し、表現する。

この都市長崎の空間構造は、歴史的な長い時間をかけて定着してきた形態であり、都市長崎の在り方の基盤であり、都市長崎の個
性を特徴づける構造です。

3.遺跡として、早い時代の実態と歴史を優先して活用する。[長崎奉行所西役所等遺跡]

a.遺跡と歴史の源流(オリジン:origin)を重視する。(地質・教会と城塞・西役所・長崎海軍伝習・医学伝習・1B県庁・現県庁)
b.連続性と変化を表現する。(長崎復興の象徴として現県庁のファサードや時計台の保存、旧長崎警察署の保存も視野)
C.活用は、遺跡の実態と関係概念による情報発信を主な手段として実施する。(実態と歴史)

d.長崎奉行所西役所の復元を視野。(海軍伝習・医学伝習・勝海舟居室ノ座敷文化と和の歓迎・市民の憩いの空問幅岡では「友泉亭」にも相当)
e.大波止遺跡を調査"憶測の余地のない再建"と共に整備し、長崎くんちの「御旅所」を本来の大波止に恒久的に戻す。

4.旧市街一帯と旧郷村部の関連地点を都市長崎遺跡として、遺跡の空間形成とその構造、即ち、土地の造成、石垣.堀.埋立.フK路、
台場、旧街区、街路、路地等"土地の造形"を中心とし、建物の痕跡等を視野に入れて、遺跡の遺跡としての実態、即ち、遺跡の現状
保存と憶測の余地のない再建を優先しっつ、旧来の蓄積型都市施設、即ち、図害館・博物館・美術館の集積を形成し、歴史と伝統の
生活文化に生活し、之を表現し提供する旧市街空間と位置づけ、浦上川河口東岸再開発区域(旧長崎魚市~現゛R長崎駅~三菱重
工業株式会社長崎造船所幸町工場一帯等)を再開発地区として現代都市機能、即ち、行政機能と金融・商業・産業機能の集積とコン
パクト・シティに向けた居住空間及び利便と抽象文化拠点を集積して再構築する新市街空間と位置づけ、現代都市長崎を形成する。
a.この際、中世・近世にかけて形成された都市を基盤として近代から現代初期までに形成された土地利用の履歴/形態に留意し、

総合的な現在の都市の姿を急速に破壊せず継承し連続的展開を形成するように配慮する。

b.旧市街空間と新市街空間の境界一帯、例えぱ、長崎水辺の森公園や長崎駅一帯や三菱重工業株式会社長崎造船所幸町工場
一帯に、抽象文化拠点/空間を配置する事は、両空間の紐帯となり、広域の転襲した都市動線を形成し副次的な経済効果を形成する。
例えぱ、長崎の歴史と近代・現代の展開に鑑み新たに国立の人文学芸術自然科学生命科学地理学応用科学総合博物館、オペラハ
ウス(opera house)/シンフォニーホール(symphony halDの設置はどうか。

C.同時に、旧来の立山地区及び長崎市役所跡~公会堂跡地区を長崎地域の生活/抽象文化政策の司令塔及び長崎市民/世界市
民の長崎地域での生活/抽象文化活動の基点と再確認し認識し、その基盤整備を行う。

現代都市長崎の可能性により、創作環境の共有(shar8)は世界からの定住者/長期滞在者"multlhabitation/交流人口を誘引する。
d.出島一長崎奉行所西役所一大波止一築地の一帯から、長崎水辺の森公園及び水辺のプロムナードー帯、小菅修船場遺跡にか

けての長崎内港東岸海岸付を在来産業を保全した上で漸次緑地帯とし、人々の休閑時(0仟tlme)の都市動線を形成する。
対岸の明治日本の産業革命遺産と工場群は圧巻、小菅修船場遺跡への移動経路、長崎内港の花火大会にあっては主要な観覧場と
なる。一帯に位置する小曽根家造営遺跡(本宅/台場/築地/造船街遺跡)の調査と現状保存と活用が新たな公共資産となる。
..旧市街空間を保全する地方政策として、新たな建築物の高層化を規制する。例えぱ、建築物の高さを二階まで、三階までに制限

すれぱ、どこからも空と山を望む本来の長崎の空間と都市構造への理解が回復できる。清浄な空気と水への視線も回復するのでは
ないか。遺跡の破壊にっながりやすい急速な開発の増加も抑制できそうである。新市街地区では規制を緩和する。
f.恒久的な社会的資産である長崎の遺跡と歴史を優先し、インバウンドや見世物や開発を優先しない。

(i.居留地等土木等遺跡を活用し第ニバースは柳埠頭へ実施し、柳埠頭をインバウンド需要向けに再開発する。ii.出島一西役所
一大波止一築地一帯の元築地/海中一帯は土木等遺跡公開し漸次緑地化・迎賓館・少数のレストラン等を形成等しっつ保全、景観を
損ねる当地へのバスベイの設置は回避する。Ⅲ.原則として歴史に対する誤解を招く空想構造物を建造しない。)
g.各種団体の連携により効率的に運営する。

5.私達当会は、①長崎海軍伝習の本拠地である長崎奉行所西役所遺跡と大波止遺跡と出島遺跡及び大村町の海軍伝習所遺跡、
②養生所/(長崎)医学校跡遺跡、③長崎製鉄所遺跡、④長崎内港外港台場陣屋蜂火台等、⑤都市長崎遺跡、⑥小曽根家造営遺
跡、⑦明治日本の産業革命遺産の長崎の構成資産群の一休は、西の江戸城とも例えることができる存在であると考えます。

以上
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一養生所ノ(長崎)医学枝等遺跡の保存と活用よりー

日本文明と世界との関係に焦点を合わせる。

"表玄関"K出島一)長崎奉行所西役所一大波止一築地の一帯(長崎の鼻の突端)
"座敷":長崎奉行所立山役所一諏訪神社の一帯(立山一帯)
"脇侍":東西両高部の寺社や台場
"曲輪":中間部の九州各藩の蔵屋敷
"奥座敷":桜馬場ーカルルスー帯
"機能地点":出島一新地倉地一唐人屋敷一遊郭丸山寄合町一供給一大浦一時津一茂木一矢上一
福田一潜伏切支丹居住区

土

.

概基
忍本

遺跡の遺跡としての実態、即ち、遺跡の現状保存と憶測の余地のない再建を優先しつつ、
旧来の蓄積型都市施設、即ち、図書館・博物館・美術館の集積を形成し、歴史と伝銃皿生
活文化に生活し之を表現し提供する旧市街空間
遺跡としては、都市空間形成とその構造である"土地の造形"を主軸に捉える。

'ロ

[長崎歴史文化都市構想殉慥環境吠旬血如)ー]の提案と要望の具体案の骨子
旧市街域と新市街域の双方及びその中問域に形成する生活/抽数文化拠点を双方の紐帯として現代都市長崎を形成する。

尿丁園',、昌

第一義に遺跡として調査・現状保存・活用・公開・整備する。
サン・パウロ教会等遺跡と共に旧外浦町のサン・ペトロ教会遺跡にも留意したい。
・遺跡として、早い時代の実態と歴史を優先して活用する。(源流を重視)
・連続性と変化を表現する。
・活用は遺跡の実態と関係概念による情報発信を主な手段とする。
長崎奉行所西役所の復元・旧長崎警察署の保存・現県庁のファサードや正面階段や時計
台の保存を視野に入れる。
長崎奉行所西役所の復元は、海軍伝習・医学伝習の歴史、勝海舟居室の存在に由来し、
座敷文化と和の歓迎と市民の憩いの空間として、又、以下活用する。
再建された西役所には、目立たない裏手に抹茶の小間を別棟にて併設する。
内外からの訪問者等への小間・広間・立礼での抹茶の振舞いや煎茶の接待、市民への抹
茶・煎茶の提供が可能となる。福岡の開放された「友泉亭」にも相当する。

旧市街域

第一義に遺跡として調査・現状保存・活用・公開・整備する。
<土木建設とその遺跡は長崎市街形成にとって基盤社会資本である>
・盛土等遺跡保全し、築地区域と連続して緑地化する。
・盛土等遺跡保全し、長崎くんちの「御旅所」を本来の大波止に恒久的に戻す。

第一義に遺跡として調査・現状保存・活用・公開・整備する。
<土木建設とその遺跡は長崎市街形成にとって基盤社会資本である>
・盛土等遺跡保全し、出島と西役所に挟まれる区域を中心に緑地化する。
'独立棟の迎賓館を設置する。仙動.岫"","韻新,汎川塲'."".怖"郎咋雌"剤.相心".凱M峪.加艇剣朗推"艶..,
・独立棟の能楽堂を設置する。
・少数の低層建築の格式をも具えたレストランや喫茶処等を設置する。

Υ以工伯鼬奉怖西裡所シ天波正7築地一帯べ命纂観を碩石るバズ尺才珂誠置を向避ずる;"

・旧長崎魚市~現JR長崎駅~三菱重工業株式会社長崎造船所幸町工場一帯等
・長崎水辺の森公園及び水辺のプロムナードー帯を対照する。

'ロ

第一義に遺跡として調査・現状保存・公開・活用・整備する。
文禄元年以降の長崎奉行屋舗・慶長元年迄に築造の大堀・ーノ堀・ニノ堀・三ノ堀の遺跡
が注目される。
諏訪神社から長崎市役所を経て旧長崎県庁に至る長崎の丘の上は、概略、歴史的に一般市民の居住空間で
はない。一帯の経済機能を新市街域に移転して、緑地帯・遺跡と歴史の散策公園とすることを視野に入れる。

序 升

現代都市機能、即ち、行政機能と金融・商業・産業機能の集積とコンパト,、ーに。{
た居住空間及び禾腫と抽魯文化拠虚を集積して再構築する新市街空間
長崎水辺の森公園及び水辺のプロムナードー帯を抽象文化の発信の中心寸也として有機
的展開を図る。(旧大浦バンドの性格とも合致する)水辺に録地整を連続的に形成する。

呆丁口'八昌、2018 ' 30 し'るXの'{こ子。
'国・県・市の行政機能を当該の新市街域に集約し、都市の行政機能効率を高める。
・漸次、税関・海上保安庁,自衛隊等公官庁関係施設を当該の新市街域に集約すぢ。
(旧市街域で、居留地等土木遺跡等を保存公開活用にも資する。)゜

新市街域

2018年(平成30年)11月4日日曜日
養生所を考える会代表池知和恭

各種団体の連携により効率的に運営する。

'左地域の現存民間事業所を漸次当該の新市街域に移転する。補助金政策等配慮する。

・左地域の現存民間事業所を漸次当該の新市街域に移転する。補助金政策等配慮する。

・バ支運甫璃毛新JR萇崎駅軍倦璽備手る;JR往莱線シ薪幹練二萇崎電姦Σ毛接薪示良い丁
・左地域の現存民間事業所を漸次当該の新市街域に移転し、経済機能効率を高める。

( V2 )
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一養生所ノ(長崎)医学校等遺跡の保存と活用よりー

日本文明と世界との関係に焦点を合わせる。

第一義に遺跡として調査・現状保存・活用・公開・整備する。(長崎の丘の市役所跡)
<今後の遺跡調査に基づき、遺跡の現状保存と活用を実施する>

i断臣揮角第一乗τテノ巨τ雨疫所'禾竈跡丁、、1τ断珊邇甫露三'璽丁、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
・ピロティ建築で遺跡を保全し、長崎の歴史 1"土地の造形"等を活かし、これを保全して、
と近代・現代の展開に鑑み新たに国立の人 1市民広場/緑地公園を形成する。
文学芸術自然科学生命科学地理学応用科":豆正蓮孫子る近儷お王西1ミ莅置手葛長礪、
学総合博物館を設置する。 歴史文化博物館と有機的に連携する。

t断地邇用第一乗τ巨ノ巨二雨稜所創竈所奪丁、ーーーーーーー、、:E百ティ建乗、ぎ遺断毛葆釡'C、
寄席・講演・演劇・軽音楽等劇場、写真美術館、作品等展示場、倶楽部室/音楽練習室/ス
タジオ/アトリエ/工房/暗室ノ映像編集室/倉庫、カフェテリアー談話所等、指導者と安全管
理者を置き、複合型の世界市民の生活/抽象文化蓄積展開発信の拠点とする。
・国道34号線を跨ぎ長崎市役所本館跡の新たな国立の人文学芸術自然科学生命科学地
理学応用科学総合博物館と凱旋門型に連接構成して連携運用する。・東に隣接する長
崎県勤労福祉会館・長崎地区労働福祉と共同再開発する。丘への上下動線を形成する。

[長崎歴史文化都市構想.慥環境吠郁岫囿、]の提案と要望の具体案の骨子
旧市街域と新市街域の双方及ぴその中間域に形成する生活/抽象文化拠点を双方の紐帯として現代都市長崎を形成する。

旧市街域

第一義に遺跡として調査・現状保存・活用・公開,整備する。
<西に向かって下る段丘状の旧市街土地造成遺跡を現状保存して活用する>
・当該地に平野富二の生家力誹寺定されていることに留意したい。

t薪地運角第一索丁"、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、1τ断1也蓮用第二索〕、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、"、、
・段丘上の"土地の造形"を活かし、これを保1・長崎市役所整備欄に記載の複合型の世界
全して、立体的な市民広場とし、長崎くんち 1市民文化蓄積展開発信の拠点を、ピロティ

1建築で遺跡を保全し、当該地に設置する。の会場としても活用する。

:萇碕市稜所禾館断め、新天、癒国立あ、X支季会術自然科学生命科学地理学応用科学総合
博物館及び近隣の立山の長崎歴史文化博物館と有機的に連携する。

長崎県立
図書館

長崎県立図書館の大村移転では、現当該図書館長崎図書館の地:立山に、当該図書館長
崎本館(仮称)を設置し、長崎地域の文化行政の有機的展開/発信の司令塔とする。

等養
遺生
跡所

第一義に遺跡として調査・現状保存・活用・公開・整備する。
長崎市立仁田佐古小学校は旧長崎市立仁田小学校地等に建設する。
意図的破壊の原状回復ど'土地の造形"の憶測の余地のない再建により遺跡整備する。

第一義に遺跡として調査・現状保存・活用・公開・整備する。
<日本開国に係る築地/居留地の土木建設とその遺跡は長崎にとり特異である>
・出島一長崎奉行所西役所一大波止一築地の一帯から、長崎水辺の森公園及び水辺のプロ
ムナードー帯、小菅修船場遺跡にかけて長崎内港東岸海岸付を在来産業を保全の上で漸
次緑地帯とし、人々の休閑時(0仟 time)の都市動線を形成する。
・小曽根家造営遺跡は*怡場慢"慮船御の調査・保存・活用が新たな長崎の公共資産となる。
・対岸の明治日本の産業革命遺産と造船工場群は圧巻、小菅修船場遺跡への移動経路、
長崎港内のぺーロン大会や花火大会や帆船祭りでも主要な観覧場となる。他企画も可。

・新しい長崎市役所の建設を当該の新市街域に実施する。
・ついては、国/県/市公文書館を当該の新市街域に併設する。
・行政機能を当該の新市街域に集約し都市の行政機能効率を高める。

長崎製鉄
所等追跡

台場等
遺跡

第一義に遺跡として調査・現状保存・活用・公開・整備する。

蜂火台
遺跡

長嫡製註所・岩瀬道修船架・立神軍艦打建所・蒟荊煉互の製造所・三菱士長崎造船所以降を含む.

第一義に遺跡として調査・現状保存,活用・公開・整備する。

地方政策

国指定史跡として長崎台堤誹・魚見岳台場跡・四郎ケ島台場跡、周知の埋蔵文化包蔵地として決定された複敷の台場等退跡がある.他も再調査する.

第一義に遺跡として調査・現状保存・活用・公開・整備する。

新市街域

の局

'オペラ'管弦楽.軽音楽を対象とした音楽堂(ope始 house/symphony halDを、長
崎水辺の森公園及び水辺のプロムナードー帯を候補地とし、AIG長崎ビルを新市街域に
移転して、AIG長崎ビル跡地を中心に設置する。(左記劇場等と用途が異なる)
(新しい長崎市役所の建設を当該の新市街域に実施する。)

2018年(平成30年)11月4日日曜日
養生所を考える会代表池知和恭づ

各種団体の連携により効率的に運営する。

(長崎水辺の森公園及び水辺のプロムナードー帯⇔長崎市役所跡/公会堂跡/立山一帯を長崎地域の世界市民の生
活/抽象文化の蓄積発信地としてその有機的展開を図る。提案する長崎県立図書館長崎本館はその文化行政の司令
塔となる。これらの文化の活動と発信は、旧市街域と新市街域の人々の活動の紐帯となり、又、広域の幅襲した都市動
線を誘導し副次的経済効果を形成する。
現代都市長崎の可能性により、創造環境の共有(sha内)ほ世界からの定住者/長期滞在者一短期居住者ーマルチハビ
テーシヨン(rnultl hebitation)ノ交流人口を誘引する.)

0 え1 、 の局

・第ニバースを柳埠頭に設置し、柳埠頭をインバウンド需要向けに再開発する。

白/二白Lに 0 Xで1 々よ 0 して公 X 1公 ,.

長
崎
市
役
所
整
備
に
関
し
て

公
会
堂
跡

南
山
手
方
面
海
岸
付

、
'二



2m8年(平成30年)11月13日火曜日

長崎市文化観光部文化財課長大賀史郎様
長崎市教育委員会教育総務部施設課長西原政彦様
長崎市都市経営室長岩永浩様
長崎市まちづd措B都市計画課長谷口忠二様
長崎市まちづ4培β建築課長山口圭司
長崎市土木部土木総務課長竹内裕二様
長崎市土木部土木建設課長桐谷匠様
長崎市中央総合事務所地域整備二課田畑徳明様
長崎市理財部資産経営室長都々木伸吾様
長崎市理財部財産活用課長勝本幸久様
長崎市環境部環境政策課長山本勉様
長崎市議会議長五輪清隆様
長崎市文化財審議会会長下川達彌様

標記の件、2018年(平成30年)11月8日木曜日にお届けした資料に補足追加して、

下記別添資料をお届け致します。

当該資料に於ける提案と要望と趣旨につき、御理解を賜りますようお願い申し上げます。

記

( 1/1 )

^
1、 生、

1.別添資料(各一通)

(1)『伝統』

2m8年(平成30年)11月11日日曜日養生所を考える会代表池知和恭

養生所を考える会代表池知和恭

ー.'1 J- ^

,、 1 の'r'11こついて

連絡先

養生所を考える会代表池知和恭

〒852-8127 長崎県長崎市大手二丁目十七一四十六一-0二

携帯電話 090-3730-1858

以上



一養生所/(長崎)医学校等遺跡の保存と活用よりー

添付資料

1.『フランス貴方矣のエシカルな暮らし』

2018年(平成30年) 7月29日日曜日養生所を考える会代表池知和恭

2.『デザイン大国英国』

2018年(平成30年)11月11日日曜日養生所を考える会代表池知和恭

伝統

2018年(平成30年)11月11日日曜日養生所を考える会代表池知和恭

西洋文明の中心では、伝統が継承され、引き継がれています。

西洋文明の辺境では、伝統が破壊され、破棄されて、滅失しつつある様に感じられます。

日本の伝統は、どうでしょうか?

長崎では、西洋文明も、日本の伝統も、双方共に、今、破壊され、破棄されて、滅失しつ

つあるのではないでしょうか?

もし、遺跡を見て、古くさいものやノスタルジーにしか感じられないならぱ、あるいは、それ・

は、既に、日本の伝統に相対する心が滅失してしまっているのかもしれません。

私達当会は、長崎に継承される、西洋文明と日本における様々な伝統の修築を、皆様に

!提案し要望します。

私達当会は、長崎に継承される、西洋文明と日本における様々な伝統の痕跡として、目

!前に之を示す"遺跡"の現状保存と時に原状回復と又憶測の余地のない再建と公開を、

皆様に提案し要望します。

^

更津の真珠the o/d Cだy and the o/d harbour

都市長崎

〆



一養生所ノ(長崎)医学校等遺跡の保存と活用より

9

シカルな暮らしフランス貴族の

こん女日腰日が待ち遠bい。

'ノ、、 il」11 J111

2018年(平成30年)7月29日日曜日

養生所を考える会代表池知和恭
、

フランス貴族の

エシカルな暮らし

Ethical

よりよい生き方をすることが、ひいては社会のためになる
「エシカル(ethic.1:倫理的)」な精神に支えられた花、緑、人への思、いやり、勤勉、食事、装い、会話、家族、オープンでいる事

伝統習慣「エトス(ethos)」ノブレス・オブリージュ(noblesse ob1喰8:高なる者の義務)引き継がれる文化教養なる財産親から子へ後世に継承

・・灣壹?兀岫入とだ会的/こ艮ι影穿芝及ぽず行動や理念ノぱ?日本の一統ぱ?
菓津の珠都市暴舶〆

フランス革命で貰城制唾はなくなウたが、いまでもそのポ術力:

大Ujにしていろものがある。よりよい先き方をすることが、

ひいては村.会のためになろという気品い仙仙1説た

佗や靴にあ'、れた小.括、人への忠いやり、勤勉であること^

新判の銜背i斯も俺れるという仏ι允を受け雜く弁らし力'は

「エシカル 1倫川!f内)」な制判」に★えられてぃろ

th6 0/d citv and th6 0/d harbour

1",'ι



一養生所ノ(長崎)医学校等

9

跡の保存と活用より

デザ大国英国

こん女a膿aが待ち還6ι,。

E7 二R 慰ミ,り.武'帯斤」」11 2018卑 lm

2018年(平成30年)11月11日日曜日

養生所を考える会代表池知和恭

」1月11白臼 白

.

伝統を生かす改築「浮かれた贅沢でなく、暮らしの豊かさを見つめ直す。」一改修文化一

日本の伝統ぱ?
一石の文化一"土地の造形"等の現状保存と憶測の余地のない再建一礎壊ずる都市から改修ずる都坊ヘー

更津の亘珠/より艮い住まιV一都市長崎〆.the o/d citv and the o/d harbour
.^..^.■^●●^●昆^
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、

、

、 2018年(平成30年)11月20日火曜日

長崎市文化観光部文化財課長大賀史郎様
長崎市教育委員会教育総務部施設課長西原政彦様
長崎市まちづ4佶β建築課長山口圭司様
長崎市中央総合事務所地域整備二課田畑徳明様
長崎市議会議長五輪清隆様
長崎市文化財審議会会長下川達彌様

t

標記の件、2018年(平成30年)11月10日土曜日に養生所/(長崎)医学校等遺跡の養生所病院区域を現地確認しました処、長崎市
の史跡指定に関する長崎市が示す範囲である'明治元年以前の精得館迄の全てを守る(2018年(平成30年)11月8日木曜日長崎
市教育委員会教育総務部長室に於ける長崎市と当会等との意見交換会での長崎市長崎市文化観光部文化財課長大賀史郎様の説
明)"に関して、遺跡破壊及び遺跡破壊の可能性がありますので、調査の上、遺跡破壊及び遺跡破壊の可能性のある行為にっいて至急
停止する措置をお取り下さいますようお願い申し上げ、要望致します。

の生,( 討矢{六遺1ハの耳貯いにする(生Fチ」.区 0)

1.対象とする遺跡及び遺構及び遺物

(1)養生所以前のポンぺの病院(『長崎市歴史文化基本構想』に記載)の可能性に関する遺跡及び遺構及び遺物、及び、養生所の病院
に関する遺跡及び遺構及び遺物、及ぴ、精得館の病院に関する遺跡及び遺構及び遺物

2.対象とする遺跡及び遺構及び遺物の要素(遺跡としての実態)

a)土地の造成又はその痕跡("土地の造形"に関して)

①土地の切土、盛土、地表加工の痕跡、地中加工の痕跡等、土地の造成に関する加工又その痕跡又その他の遺物

②土羽の形成・石垣・石段・敷石等、土地の保守保全に関する加工/建造物又その痕跡又その他の遺物

(2)建造物又はその痕跡(一部に"土地の造形"1こ関する事象を含む)

①建物(建物基礎/柱穴を含む)・土塁・堀・塀・井戸等、土地の用役に関する加工/建造物又はその痕跡又その他の遺物

ひ ぴ

養生所を考える会代表池知和恭

について

記

1.遺跡の形成時期や用途や状態等遺跡の評価が未定の遺跡の範囲を含む遺跡及び遺構及ぴ遺物の破壊及び遺跡及び遺構及び遺
物の破壊の可能性のある行為にっいて至急停止する措置をお取り下さいますようぉ願い申し上げ、要望致します。

(1)養生所/精得館病院の敷地西部の冠木門付近一帯の柱穴痕にっいて、当会の池知和恭は、2015年(平成27年)当時、長崎市文
化観光部文化財課の学芸員様から、強く「養生所より古いと思、う。何(の施設)かはわからない。」との見解を聞いており、考古学上のー
定の根拠がある、と推察できます。しかしながら、その後、当該柱穴痕にっいて、明確な言及がなく、未だ、評価が未定である印象を受け
ています。

(2)当該柱穴痕の如く、評価が未定の遺跡及び遺構及び遺物の破壊及ぴ遺跡及び遺構及び遺物の破壊の可能性のある行為にっいて
至急停止する措置をお取り下さいますようぉ願い申し上げ、要望致します。

(3)養生所ノ精得館病院の敷地西部の冠木門付近一帯、及び、養生所隣斯尋館病院の敷地内に散在する柱穴痕にっいて、①複数の古
写真の検討より、冠木門付近の南北の建物は、幕末から明治期にかけて敷地内外一帯にかけて複数の増改築があること、②慶應年間
と考えられる精得館病院冠木門前の学生達(緒方惟準他)の集合写真より、養生所/精得館病院の南北二階建病棟及び平屋建連結棟
の内庭に建物等建造物が存在すること、が確認でき、遣跡の発掘調査で検出された柱穴痕は、養生所/精得館一医学校の施設によるも
のである、又、江戸期の養生所/精得館の施設によるものである一定の蓋然性があります。

(4)私達当会は、当該柱穴痕群は、江戸期の養生所/精得館、又、明治期の長崎府医学校以降の施設によるものである一定の蓋然性
があることより、当該遺構の現状保存を要望します。

当該柱穴痕群を含む遺跡及び遺構及び遺物の破壊及び遺跡及び遺構及び遺物の破壊の可能性のある行為にっいて至急停止する措
置をお取り下さいますようお願い申し上げ、要望致します。
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1.相違する見解の存する遺跡の範囲を含む遺跡及び遺構及び遺物の破壊及び遺跡及び遺構及び遺物の破壊の可能性のある行為に
ついて至急停止する措置をお取り下さいますようお願い申し上げ、要望致します。

(1)養生所/(長崎)医学校等遺跡の養生所等病院の南北二階建二棟を連結する平屋建棟付近の建物基礎等について、かねてより、長
崎市文化観光部文化財課と養生所を考える会に見解の相違があります。当該遺跡遺構について、長崎市文化観光部文化財課は、昭和
11年当時の長崎保健組合小島病院の遺跡遺構とし、養生所を考える会は、江戸期から明治期に連続する養生所/精得館/長崎府医学
校等の病院の平屋建連結棟の遺跡遺構と推定します。

の の る'&
^

IV

について

1.「養生所の平面図」の存在について情報提供を受けています。当該資料の閲覧や写しの交付の可能性について問合せ中です。

(1)当該資料の入手により、養生所/(長崎)医学校等遺跡の実態解明が進展する可能性があります。

(2)当該資料は、養生所等病院遺跡遺構等、見解の相違が存する遺跡の未解決事象の解決への糸口となる可能性があります。

(3)当該資料の入手、及び、当該資料及ぴ遺跡の検討が完了するまで、当該の相違する見解の存する遺跡の範囲を含む遺跡及び遺
構及び遺物の破壊及び遺跡及び遺構及び遺物の破壊の可能性のある行為にっいて至急停止する措置をお取り下さいますようお願い申
し上げ、要望致します。
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yΣ盗位資料
、

1.写真

0)『写真1 養生所病院遺跡一帯2m8年(平成30年)11月初旬の状況』

2018年(平成30年)11月10日土曜日養生所を考える会代表池知和恭撮影

例示

①土地の造成又はその痕跡(土地の切土、盛土、地表加工の痕跡、地中加工の痕跡等)1こ留意。

②評価の未定の遺跡及ぴ遺構及ぴ遺物に留意。

③見解の相違のある建造物又はその痕跡に留意。

④養生所敷地南端部及び当該区域の大楠の伐採や地面や法面の埋蔵、養生所運用区域(養生所敷地西側)及び当該区域の地面や井戸の埋蔵等に関する未調査区域の状況に
留意。

⑤養生所等病院敷地南端部は、昭和32年頃の長崎市道稲田町6号線の拡幅の為の小島病院敷地掘削の残土の盛土(石垣法面部分)、及び、当該敷地南人道の拡幅に関する

盛土によって、養生所病院ノ精得館病院/長崎府医学校病院一小島病院の敷地地面及び南部切土法面(養生所一小島病院の敷地の南部における切土による境界線遺構:土羽の
可能性あり)が埋蔵されていると推定できる。

⑥養生所運用区域(養生所敷地西側)は、養生所の為の畑地等に運用された土地(買収か借用か不明)が、明治期の梅毒病院一昭和28年以前に閉鎖された小島病院までに複
数回盛土されて、施設の建屋の敷地に編入されたと推定できる。養生所ノ精得館のための土地の地面や井戸が埋蔵されていると推定できる。

⑦2018年(平成30年)11月8日木曜日長崎市教育委員会教育総務部長室に於ける長崎市と当会等との意見交換会で当会が出席した長崎市の理事者諸氏にV-1-0)ー

④の当該未調査区域の遺跡発掘調査を要望し、現在未回答。

⑧2018年(平成30年)11月9日金曜日 2018年(平成30年)11月8日木曜日長崎市教育委員会教育総務部長室に於ける長崎市と当会等との意見交換会で長婚大学名誉
教授(医学部)相川忠臣先生が長崎市の理事者諸氏に問い合わせて回答のなかった養生所病院敷地南西隅の工事につき長崎県教育庁学芸文化課に問い合わせ中、現在未回答。
当該写真に撮影されている養生所病院敷地南西隅の新しいコンクリート用悪水路その他構造物の設置により想定される土地の掘削に対する長崎市の遺跡取扱いにつぃて留意。

(2)『写真2 養生所病院遺跡南部一帯2018年(平咸30年)11月初旬の状況』

2018年(平成30年)11月10日土曜日養生所を考える会代表池知和恭撮影

①養生所等病院敷地南端部/大楠の伐採や地面や法面の埋蔵、養生所運用区域(養生所敷地西側ソ地面や井戸の埋蔵等に関する未調査区域の状況に留童。

(3)『写真3 養生所病院遣跡土地表面加工痕2016年(平成28年)11月末の状況』

2016年(平成28年)11月30日水曜日養生所を考える会代表池知和恭撮影

①土地の造成又はその痕跡(土地の切土、盛土、地表加工の痕跡、地中加工の痕跡等)1こ留意。

②養生所/(長崎)医学校等遺跡の全ての範囲の土地が、当該事象に関する何らかの人類の活動の痕跡を残す遺跡であり遺構であることに留意。

(4)『写真4 養生所病院遺跡敷地西部付近一帯2015年(平成27年)10月下旬の状況』
2015年(平成27年)10月下旬養生所を考える会代表池知和恭撮影

①養生所病院の敷地西部の冠木門付近敷地内外一帯、及び、敷地内一帯の柱穴痕に留意。

(5)『写真5 精得館病院冠木門前の学生達(緒方惟準他.慶應年問)』

2018年(平成30年)早春 Prof. Harmern BeukerS の提供

①精得館病院の南北二階建病院棟と平屋建連結棟の内庭に建物等の建造物が存在することが確認できる。

(6)『養生所/(長崎)医学校等遺跡について(旧長崎市立佐古小学校地とその外周道路を中核として)1養生所ノ(長崎)医学校等遺跡に関係する古写真一覧表及ぴ当該掲載
写真 2長崎病院遺跡に関係する古写真一覧表及び当該掲載写真』

2018年(平成30年)5月31日木曜日養生所を考える会代表池知和恭

①養生所/(長崎)医学校等遺跡に関係する土地の在り方や施設の変遷が確認できます。

2.書面

(1)『養生所/(長崎)医学校等遺跡について』(FAX送信控)
2018年(平成30年)11月18日日曜日養生所を考える会代表池知和恭

「養生所の図面」の存在について

3.資料

(1)『養生所ノ(長崎)医学校等遺跡病院区域の土地と建物の変遷の推定』
2m8年(平成30年)5月31日木曜日養生所を考える会代表池知和恭

改訂1:2018年(平成30年)11月10日土曜日養生所を考える会代表池知和恭

養生所病院・井戸旧鳥台40年頃の県立長崎娼妓病院・昭和11年頃の長崎保健組合小島病院等につぃて

長崎市文化観光部文化財課の見解及び養生所を考える会の見解

(2)『養生所/(長崎)医学校等遺跡内の養生所病院一小島病院敷地に於ける長崎市文化観光部文化財課遺跡発掘調査検出遺構への考古学上傍証資料からの検証の為の作成

図面』

2018年(平成30年)1月28日日曜日養生所を考える会代表池知和恭

改訂2:2018年(平成30年)8月15日水曜日養生所を考える会代表池知和恭

(3)『小島養生所跡(旧体育館)検出遺構について』

2017年(平成29年)12月21日木曜日長崎市文化観光部文化財課長大賀史郎氏より当会池知和恭に手交

(4)『長崎(小島)養生所跡発掘調査検出遺構』
2017年(平成29年)12月21日木曜日長崎市文化観光部文化財課長大賀史郎氏より当会池知和恭に手交

連絡先

養生所を考える会代表池知和恭

〒852-8127 長崎県長崎市大手二丁目十七一四十六一-0二

携帯電話 090-3730-1858

( 3/3 )
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2018年(平成30年)11月20日火曜日養生所を考える会代表池知和恭

(1)『写真1 養生所病院遺跡一帯2018年(平成30年)11月初旬の状況』 2018年(平成30年)11月10日土曜日養生所を考える会代表池知和恭撮影
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(2)『写真2 養生所病院遺跡南部一帯 2018年(平成30年)11月初旬の状況』 2018年(平成30年)11月10日土曜日養生所を考える会代表池知和恭撮影
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2m8年(平成30年)11月20日火曜日養生所を考える会代表池知和恭

(3)『写真3 養生所病院遺跡土地表面加工痕2016年(平成28年)11月末の状況』 2016年(平成28年)11月30日水曜日養生所を考える会代表池知和恭撮影
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(4)『写真4 養生所病院遺跡敷地西部付近一帯2015年(平成27年)10月下旬の状況』 2015年(平成27年)10月下旬養生所を考える会代表池知和恭撮影
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(5)『写真5 精得館病院冠木門前の学生達(緒方惟準他:慶應年間)』
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2m8年(平成30年)11月20日火曜日養生所を考える会代表池知和恭

2018年(平成30年)早春 Pmf H討mom Beukθ胎の提供
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生所(長崎)医学校等遺跡について

(旧長崎市立佐古小学校地とその外周道路を中核として)

生所

古写盲一畔

古写盲一畔

大
口

2

矢゛嬰,

崎病院遺跡に美イハする

及び当三井

'=六, 匂^

及び当討

2m8年(平成30年)5月31日木曜日

写宙

J 、,

写盲

作成者

〒852-8127

長崎県長崎市大手二丁目十七・四十六、-0二

養生所を考える会代表池知和恭

連絡先電話095-843-3491

携帯電話090-3730-1858

二1、1



※写真の配列は、原則として、要件と画像の変化より、撮影年代順です。

YI

『稲佐山から見た長崎鳥瞰』

2 『長崎鳥瞰』

又1

3 『小島付近墓地からの市街地』

谷

4 『長崎のパノラマ(10)』

5 痔痔餌病虜忍式門肅の卓生達

長崎市街
精得館

6

0

『養生所の写真』精得館構内

影対象

長崎市街・精得館

7 『小島養生所と長崎市街地(2)』

長崎市往i・精得館

8 /14.F:プfードイン樺二tと長崎ιク医学生
たちノ

色彩

モノ

クローム

長崎市街・精得館

9

形状

養生所/(長崎)医学校等遺跡に関係する古写真一覧表

『長崎医学校』

精得館病院冠木門付近
緒方惟準他学生達

モノ

クローム

290× 240

10

撮影者

精得館(医学所・病院)
仁田頭

モノ

クローム

291 × 206

1長崎医学友の卓生たちノ

撮影者未詳

11

モノ

クローム

着彩

289 × 213

精得館・長崎市街

『長崎の病院』

A.F

ボードイン

収録資料

12

コレクション

( 1 )

A.F.ボードイン
吉雄圭斎と緒方惟準、松
本蛙太郎、学生達

モノ

ウローム

856 × 157

『分析究理所』

F.ベアト

ボードイン
コレクション

( 1 )

ン

13 『小島養生所と長崎市街地(1)』

モノ

ウローム

撮影時期

長崎県病院医学校
長崎市街

未詳

慶応元年
(1865年)頃

14

F.ベアト

『小島からの長崎医学校と唐人屋敷』

モノ

クローム

ボードイン
コレクション

(5)

慶応元年
(1865年)頃

15

、

レウエン・ヘールツ

長与専斎と学生達

202 × 173

モノ

クローム

小島養生所と長崎市街地(3)』

長崎医学校ノ第六大学校竪学
部ノ第五大学校堅学部ノ長崎
医学校の病院の南病棟

慶応元年
(1865年)以降

長崎

16

撮影地点

公文附属の図・二三九号長崎県下
古墳墓写真合葬墓遠景之図』

230 × 140

稲佐山中腹

F,ベアト

モノ

クローム

慶応元年
(1865年)以降

長崎

『松香遺稿』
(『松香私志』)
長●談叢第六十六朝

ヘールツ

分析窮理所構内

午砲の山中腹

A.F

ボードイン

長崎病院
又は長崎病院医学教場
長崎市街

17

慶応元年
(1865年)以降

長崎

86 × 59

F.ベアト等
アルバム

モノ

クローム

販二

方向

高野平からの小島山手遠望』

午砲の山中腹

慶応年問
(1865一卵年)

長崎

東南

モノ

クローム

又は長崎病院医学教場
長崎市街

295 × 220

ボードインの
焼損写真集

(上野彦馬)

訂

所蔵者

東山手の丘

長崎病院
又は長崎病院医学教場
長崎市街

長崎大学
附属図害館

慶応年間
(1865-68年)

長崎

北

モノ

クローム

149 ×フフ

(上野彦馬)

精得館病院冠木門
西

ポッター
アルバム

佐古墳墓/梅毒病院
甲種県立長崎盤学校
長崎市街

長崎大学
附属図禽館

慶応四年
(1868年)初
以前

長崎

番号等

北

モノ

クローム

163×178

(マンスフエ

ルト)

精得館の
分析窮理所屋上
の気象観測所

6165

マンスフエルト
アルバム

長崎大学
附属図書館

長崎

東東北

モノ

クローム

番号等

266 × 195

2018年(平成30年)3月21臼水旺日妥生所を考える会代表池知和恭

明治三年
(1870年)頃

(マンスフエ

ルト)

長崎市街
第五高等中学校医学部
長崎梅毒病院

午砲の山中腹

121-15-0

6158

マンスフエルト

アルバム

明胎元卑店人邑登釦分闘捻後
夙胎三卑m人尺仕.R失以駒小

長崎大学
附属図書館

長崎

北東

モノ

ウローム

275 × 214

長大D/B

上野彦馬

、らJ口^

明治四年
(1871年)初)

(精得館の病院
内庭)

1292

Prof. Har

rΥ18n Beu

kerSの提供

マンスフエルト

ルバム

121-8-0

1864年

南

モノ

クローム

270× 208

長崎

(上野彦馬)

明治7年
(1874年)以前

6678

28-27-0

1865年頃

野彦馬
ルバム

午砲の山中腹

北

写真6158と近い時期か

撮影者未詳

牛と図の、化と留意点

明治7年
(1874年)以前

24-351-0

長崎

モノ

ウローム

着彩

1864年

長崎大学
附属図書館

分析窮理所南に小屋が見えます.
医学所の西面の壁が黒く見えます。
分析窮理所の破風は白です。

(長崎県病院医学
校の病院内庭)

(北)

明治7年以降
明治訓年
(1878年)以前

長崎

1865年

259 × 205

長崎大学
附属図書館

分析窮理所南に小屋が見えます.
医学所の西面の壁が明るい階調に見えます。

仁田頭

明治7年以
明治11年
(1878年)以前

北

長崎

5383

分析窮理所南の小屋が轍去され.解剖室趣屋が付
加されています。
医学所の西面の壁が明るい階鯛に見えます。

分析窮理所敷地
西南部

撮影者未詳

長崎大学
附属図書館

長崎

104-20-0

(東)

7238

精綱館病院冠木門北の廻物西面の窓の様子は長崎
大学目録番号6678の写真の様子と似ています.

耽治7年9月24日立山に
盲立呈皿冊口宇畝皇設立

午砲の山中腹

明治16年
(1883年)
12月

長崎大学
附属図書館

長崎

北

136-45-0

左長崎談最青木記事:角C加財6'C.N.'".したnC血
V0ι2NO.1φ./-41940-1,41.r嘉燭/.=おiプる霞'りの国
立倉卓穀府偕履の詔立ノ高才皇五鄭釘1図
病院冠木門南の建物西面に高窓状摘造物が増設。

1865年頃

小島の最初の丘
(雷ケ丘)の頂部を
西へ下る

7152

長崎大学
附属図書館

長崎

医学所冠木門北の建物西面の窓下に構造物が付加
され、解剖室に勝手口を設置.
医学所の西面の壁がやや暗い階抑に見えます。
分析窮理所の破風に大きめの斑点が見えます。

北

1865年頃

135-32-0

明治22年
(1865年)以降
明治24年頃悲

M048

長崎大学
附属図書館

長崎

北

◎文久二年(1862年)ボードインは来崎
◎庚庄四年初ボードインは大坂に向かいます。
背景建物は精得館の建物ではないと考えられます。
ボードインの居宅でしょうか。位置は、居留地、出島、
精得館周辺の洋館の可能性がありそうです.

午砲の山中腹
氏部

1875年

MO05

M-48-0

長崎大学
附属図書館

西西北

◎明治三年ヘールツは出島に住所があります。
医学校東部に新しい寄宿舎、西部に平屋建洋館(ヘー
ルツの居宅の蓋然性が高い)、病院冠木門南に単立の
二階屋が設貴されています.
養生所病院西面壁、医学所西面壁、旧分析窮理所
破風が黒く見えます.

M010

長崎

長崎大学
附属図書館

1871年頃

M-5-0

西西北

頭山付近か
(未確認)

5306

M-10-0

長崎大学
附属図書館

1871年頃

長峠県病院医学校の病院の玄関前で撮影された可
能性がありますが、出島等他の場所で撮彫された可
能性もあります。

北

102-12-0

6066

国立

公文書館

病院南病棟西部屋根に旧冠木門北に設置された単
立の二階屋が南の切妻を見せて連結、旧分析窮理
所西の屋根に趣屋が迎結されています。

1871年頃

Π8-40-0

6128

年代未詳

西西北

◎明治7年ヘールツは東上します。
日分析窮理所西より屋根に登る梯子が設価されてい
ます.背景に北寄宿舎が見えます。

,'.,附AO0239100
,.。,003

此U本館

120-18-0

長崎大学
附属図書館

1874頃

L圭t.病院南棟と北棟問西部旧冠木門付近に一休
に連結された二階屋を設置。旧医学所を改築、明治
11年以前の図面、明治11年以後の図面を参照力。

年代未詳

病院東都の建屋配置は写真MO05と同一です.旧分
桁窮理所の煙突を喪失。北部の寄宿舎が確認でき
ません。

2871

写真6066と同一写真

ー.、

58-11-0

日 4

建のまま、南棟平屋建に改築の二棟構成か。旧医
所及ぴ東寄宿舎撤去,北二棟曲屋形寄宿舎新設.

^

代未詳

{平屋建、北病棟東端の詞と敷地東北昭の小厘を喪
、南病棟の西ν3程を短縮、南北病棟問内庭に寄
二階建洋館が新設、視認不能だが西部に平屋建
館斬設及び北病棟短縮の可能性(本紙整理番号
3).病院敷地北面と東面を削減し西面を拡張し又
戸を敷地内に取込んだ可能性、敷地東面石垣高は
真6066と比較して縮小し根石は水平か、敷地東

ヒ眠の石垣上部に傾斜切欠と其中央に階段が見え
様.医学校南部に休操場を、同正門東に小型建物
視認.他は明治15年現在の図面を参照方.

.北棟二

。病院で北病棟

J
ノ
ノ

白

取
地

、J



※写真の配列は、原則として.要件と画像の変化より、撮影年代甑です。
^

YI

18
図3『甲種長崎医学校正門と
校務室(階下)およぴ新講堂(階上)』

19 『佐古分被』

又

20
第一回卒業生尋常科高等科
明治四+四年三月』

谷

21 『第二回卒業生尋常科高等科
明治四十五年三月』

22 『大正元年十一月現在職員』

甲種長崎医学校正門と
校務室(階下)
および新講堂(階上)

23

取づ、

『第四回卒業生大正三年三月』

第五高等中学校医学部
第五高等学校医学部等
分教場正門一帯

24 『第十一回卒業生大正十年三月』

25

教員と卒業生
旧分析窮理所建物

色彩

『第十二回卒業生大正十一年三月』

長崎市佐古尋常高等小学校
教員と卒業生
日分析窮理所建物

モノ

クローム

26

形状

『第十二回卒業生大正十一年三月』

養生所/(長崎)医学校等遺跡に関係する古写真一覧表

長崎市佐古尋常高等小学校
現在職員
日医学校新講堂建物

モノ

クローム

27

〒・父

撮影者

~鉄筋コンクリート3階建校舎竣工~
~現在のプールの場所です~

長崎市佐古尋常高等小学校

教員と卒業生
日分析窮理所建物

モノ

ウローム

28 『大正14年の校舎』
手前はトイレ

小学校.

教員と卒業生
旧医学校新講堂建物

モノ

クローム

収録資料
長喝談叢鄭六十九"
昭和五十七年十二貞二
十日発行 1明治中期
佐古誇設使用箭瑚の長
崎信学校と県立長埼病
院」舌木凪鋼 PNO

29 m865年建築の分析究理所の近影』

教員と卒業生
日分析窮理所建物

モノ

クローム

長崎医学専門
学校*'"",,枠,
卒業アルバム

30

長崎市佐古尋常高等小学校
教員と卒業生
日医学校新講堂建物

撮影時期

第二十玉回尋常科卒業生昭和十
三月』

モノ

クローム

31

卒業記念写真
佐古小アルハ'ム

J、

小学校0 」ι

大正14年竣工の鉄筋コンクリート
3階建校舎

モノ

クローム

一分析窮理所(平屋百二十坪)
昭和十一年三月十一白長嶋要富司令部検閲済)』

明治22年
(1865年)以降
明治35年頃迄

32

卒業記念写真
佐古小アルバム

地

西洋闘學議祥地遺跡(現長崎保健
合小島病院)』

小学校0 」ι

大正14年蝮工の鉄筋コンクリート
3階建校舎とその南部のトイレ

モノ

クローム

長崎

....

33

撮影地点

記念写真
佐古小アルバム

明治44年3月

長崎医学校又は分
教場正門北西路上

^

モノ

クローム

其のー)』

日分析究理所建物一帯

長崎

34

口

記念写真
佐古小アルハ、ム

明治44年3月

^

西洋啓學曇祥地構内記念碑
其の二)』

分教場北
隣接道路上

モノ

クローム

長崎

取二

方向

ー、.

大正十三年竣工の鉄筋
コンクリート三階建校舎

記念写真
佐古小アルバム

大正元年"月

地構内記念碑

35

長崎市佐古尋常高
等小学校校庭

モノ

ウローム

養生所の記念碑』

東南

長崎

記念写真
佐古小アルハ'ム

大正3年3月

日分析究理所建物

所蔵者

長崎市佐古尋常高
等小学校校庭

モノ

ウローム

現長崎保健組合
小島病院

長崎

東南

大正10年3月

記念写真
佐古小アルバム

長崎市佐古尋常高
等小学校校庭

番号等

長崎

南南東

小島病院敷地内
『養生所趾』記念碑

大正11年3月

モノ

クローム

閉校記念誌
~ありがとう
佐古小学校~

0

長崎市佐古尋常高
等小学校校庭

旧長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

長崎保健組合
小島病院敷地内
『養生所趾』記念碑

2018年(平成30年)3月21日水硲B 姜生所を考える会代表池知和恭

長崎

号等

南南東

モノ

クローム

(高木教授)

大正"年3月

閉被記念誌
~ありがとう
佐古小学校~

^

長崎市佐古尋常高
等小学校校庭

旧長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

長大D/B

長崎

南

モノ

クローム

小島病院敷地内
『養生所趾』記念碑

長崎飯圭鄭六十六冊
冊和五十七年+一月十

大正14年か

長崎市佐古尋常高
等小学校校庭

玉日発行「長婦医萪大
学諾敏慢の医掌史と洋

旧長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

学伝来史に闘する欧文
諭文」青木職勢訳注

長崎

南南東

モノ

クローム

大正14年か

長崎市佐古尋常高
等小学校校庭

t佐古分校』と同じ写真ですが、トリミングが臭なり画
質が劣ります.
附記からすると甲樋長崎医学校時代に撮影された可
能性がありますが不明です。

記念写真
佐古小アルハ'ム

日長崎市立
佐古小学枝
複写池知和恭

大正14年以降
昭和10年3月
以前

(昭手06年岫,)

南南西

モノ

クローム

長崎

牛と図の変化と留意点

長崎市立佐古小学
校校庭

絵葉書
佐古小写真群

日長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

当該写真は、大正期の小学校卒業写真と比較し、旧
医学校講堂棟に損悔が少ない為、明治期の分教場
時代の写真と推測します.
正門手前道路は石畳等で全而舗装されていません。

南南東

長崎

モノ

クローム

長崎市立佐古小学
校校庭

日長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

昭和10年3月

史蹄名勝天然記念
物第八輯
第六十二圖版

西南

0旧鞆得館の分析窮理所建物を背乗に選択。

長崎

昭和力年3月
以前

史蹟名勝天然記念
物第八輯
第六十三囲版

日長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

長崎市佐古尋常高
等小学校校庭

◇旧精得館の分析窮理所建物を背景に選択.
向かって左の後方に平屋建の北病棟と南北病棟問
の内庭中央の寄棟屋根二階建洋館が見えます。

北北東

昭和十一年長崎県
史蹟名勝天然記念
物第八輯
第六十四留版

長崎

(高木教授)

昭和11年以前

◇旧甲福長頗医学校の新講堂玄闘を背景に選択。
玄関前面に半円形三段程の石段が見えます、中央
は天板付二石村、両側は天板なし一石材です。

長崎市佐古尋常高
等小学校校庭

南南西

長崎

長喝談圭鮪六十六輯
開和五十七年十一月十

昭和11年以前

◇旧精得館の分析窮理所建物を背景に選択.
当時の敷地東部境界線付近の様子がわかります、
敷地束方は旧分析究理所建築平面よりやや高いよう
です.

五日見行「長曲医科大
学諸敏授の医竿史と洋

長崎市佐古尋常高
等小学校校庭

学伝来史に間する欧文
論文」青木顧弱訳住

南東

長崎

昭和れ年以前

◇旧甲裡長嶋医学校の新講堂玄閲を背景に選択。
玄関両寵とモの庇は応急修理と推測します.玄問前
面に半円形三段の石段が見えます、向かって左側は
天板なし一石材。西部に石造線塀が見えます。

崎市佐古尋常高
等小学校校舎

長崎

南南西

◇旧精得館の分析窮理所建物を背最に選択。
向かって左後方の病院の寄棟屋根二階建洋館の壁
が黒くなっています.
敷地東方は当時の地図に妥熟場とあります。

昭和11年以降
昭和15年以前

崎保健組合
い島病院敷地内

日長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

長崎

南東

◇旧甲楓長崎医学校の斬講堂玄関を背景に選択。
旧斬講堂建物の基礎や建物南部の附属施設を視認
(ヘールツリ、ウス附皿施設週痢の可能性)。建物北東部
に礫の拙造物、建物一帯の排水の為に斜面を形成
したと推測、排水泌が擶築されるのはさらに後世か。

崎保健組合
1、島病院敷地内

東南

長崎

工建鰹塑旦埋^。
新築当時か。
建物南に隣接する地面が築造後問もないと見える.

ハ島病院敷地内

北北西

^。
新築当時か。
西部に柵が見えます。

北西

3

左長崎談最青木記亭:Act.ι゛.'C.NψS8'倉井0店
V0ιtNO.ιP.1-41,'41,41.r県醇/ごおゲる遍勿の国
立医卓霞ず応般の於立ノ高式総五鄭剪3図
運動場平面切下げ、分析究理所俊背に明治40年一大
正8年に完成の木造二階建校舎。昭和6年以前か。

4

コ

旧分析窮理所北石垣斜面に手摺設智。(本紙整理番
29の旗竿は設誕されてないと見える。)

で

6 5

日分析窮理所建物北西至近距雛に線竿設置。
0

」、島病院西に隣接する道路は石畳であったと聞く。
在の長崎市道稲田町館内町1号線の東部は舗装
れておらず、西部から東部へ未舗装部分に高低差
り.北面石垣西部根石付近石垣は作行が相逕.

20

最青木義勇訳注記事に掲載の33

Ot0 ιfed'C■ Na'ヨ$a'゛、hcli.ν0ιtNO.1.ρ.1-41g40-
沙41.r嘉燭仁おゲる遍勿の国立医事疲渉猫虐の讃
,ノ高状嘉五鄭窮4厨

林郁彦学長揮毫、上左:pomp0ν.M.の像、上右
'本良願の像、下:pom伽V.M.『日本における5年』
挿絵病院全景、片面:オランダ大使Jcpabstの詩。
(13)現在の佐古小学校別棟の地、石段を昇った
ぐ左手にあった。後方には当時この碑のすぐ雲手
で木造校舎が延びていた。この碑は昭和三十二年
大医学部構内に移され、代り1こ原碑のブロンズ中
も愆磯が深い林学長揮奉「養生所趾」を主体にし

二新記念碑が、場所を変え、同校本棟運動場に面す
玄閏付近に設個された。

0
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※写真の配列は、原則として、要件と画像の変化より、撮影年代順です.
^

YI

36 『縣立高女専攻科生昭和十四年一
月』

37 『昭和十六年三月清水校長卜校舎』

38 『二三年生』

谷

39

旧職員室
昭和二十五年六月二十一日

解体』(二葉)

40

旧職員室
昭和二十五年六月二十一日
解体』(左上)

旧分析窮理所建物
昭和6年竣工校舎

東各拡張した運動

^

41

貝

昭和二十五年六月二十一日
解体』(右下)

ノ

,

42

清水校長、長崎市佐古
尋常高等小学校構内

^

昭和31年(創立50周年)

『吉岡実雄氏寄贈の二宮尊徳像』

旧分栃峯理剛謹冒1.D罰コン0,」ート三mn壮合

長崎市立佐古小学校
教員と卒業生
旧分析窮理所建物

43 『昭和四十年頃佐古小学校』(三葉)

杉

長崎市立佐古小学校
旧分析窮理所建物

モノ

ウローム

44

形状

『昭和40年頃』

養生所/(長崎)医学校等遺跡に関係する古写真一覧表

長崎市立佐古小学校
日分析窮理所建物

45

モノ

ウ臼ーム

『昭和40年頃』

撮影者

46

長崎市立佐古小学校
日分析窮理所建物

モノ

クローム

佐古小アルバム(六冊)

長崎市立佐古小学校

47

'^

二宮早也邑、寒区二"並校合主聞付近
物1皿卑姪エネ益柚合

モノ

クローム

佐古小写真群(十五葉)

して' ゛" 1

収録資料

記念写真
佐古小アルハ、ム

48

モノ

クローム

長崎市立佐古小学校

Seko Forever 1906~2015

崎市立佐古小学校閉校記念誌
"成28年3月』

記念写真
佐古小アルハ'ム

モノ

クローム

撮影時期

全景

昭和14年1月

記念写真
佐古小アルハ'ム

D

モノ

クローム

長崎市立佐古小学校
近景

^

、佐古小学校

柚1●き誌一晶り'tι弓佐古小早壮、貞H日中拡ユ.卑ln駒白
尭門宅陸冒ホネ般m"塩"包n0 叫凱住き小羊岨m般圭H虫晶査口き島N
10含畢n局長mm立蛙古小季豊
〒"0OU, R凹'胴酋小91コ'日7島1り TEI、0,3..11.1'帥 F貞肋,ト.1ト""

nι・製ネ早16空オコt・ウト印丘'

記念写真
佐古小アルバム

昭手m6年3月

佐古小アルバム

地

モノ

クローム

長崎

記念写真
佐古小アルバム

(昭和23年)

撮影地点

佐古小写真群

長崎市佐古尋常高
等小学校校庭

モノ

クローム

昭和25年6月
21日

長崎

記念写真
佐古小アルバム

長崎市佐古尋常高
等小学校校庭

モノ

ク日ーム

閉校記念誌
~ありがとう
佐古小学校~

長崎

昭和25年6月
21日

力うー
ホ'ジ

方向

長崎市立佐古小学
校校庭

写ノ

昭和25年6月
21日

長崎

南西

カラー
;k'三、、

佐古小写真群

原版
24× 36

所蔵者

長崎市立佐古小学
校校庭

旧長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

長崎

昭和31年

北

原版
24 × 36

モノ

クローム

長崎市立佐古小学
校校庭

~ありがとう
佐古小学校~

池知和恭

旧長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

番号

長崎

閉校記念誌
~ありがとう
佐古小学校~

西北

昭和40年頃

長崎市立佐古小学
校校庭

池知和恭

旧長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

長崎

北

北西

記念写真
佐古小アルハ'ム

2018年(平戒30年)3月21日水曜日養生所を考える会代表池知和恭

号等

長崎市立佐古小学
校校庭

昭和40年頃

旧長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

長崎

北

佐古小写真群

昭和40年頃

長大D/B

①東山手の丘
②佐古小鉄筋コンク
リート三階建校舎
@X左古小校庭

平成24年
(2012年)10月
30日火曜日

旧長崎市立
佐古小学校
糎写池知和恭

閉校記念誌
~ありがとう
佐古小学校~

北西

長崎

平 24

(2012年)10月
30日火曜日

旧長崎市立
佐古小学校
枚写池知和恭

1 1 5 ^

317 0

背景に、旧分析窮理所廻物、昭和6年竣工の特別教

長崎市立佐古小学
校鉄筋校舎北塔上

北

長崎

要牛と図の変化と留意点

室等校舎、昭和M年に東部を拡張した運動場、が見
えます。

長崎市立佐古小学
校校庭

東北
東南
南南東

長崎
長崎市立佐古小学
校校長室にて

16 4

日長崎市立
佐古小学校
複写池知和恭

長崎

司

旧精得館の分折窮理所建物の窓ガラスが複敷破損
しています.

長崎市立佐古小学
校校長室にて

東南

2

.

長崎

南

粧壬。

゛、

〆

旧精揚館の分析窮理所建物の多數の破損した窓ガ
ラスが木の板でふさがれています。

,.4 ナ

ナ

゛.、

池知和恭

旧精得館の分析窮理所建物の入母毘屋根の北東隅
端部が破損しています.

0

ナ

明治40年から大正8年に築造増築された木造二階建
校舎の玄即付近.当骸玄閲付近に設霞された二宮尊
使像.背景に昭和6年竣工の木造校舎が見えます.

0

池知和恭

^

長崎市立
図書館

工

5

3

『昭和四十年頃佐古小学校』(三葉)中段②と同一
の写真である可能性があります。

コ

t 3/3 )

庁務員舎束部が増築されています。

コ

^

平成24年(2012年)10月30日火曜日池知和恭が長崎
市立佐古小学校に属場昭洋校長先生を訪問して同
枝校長室に保管の写真群を校長室にて複写又は撮
影しました.(所蔵者梱:複写ノ所蔵池知和恭即葉)

0

^

。留和こ宴旦

.蜜釦Ⅱ盆狙窒喧

平成24年(2012年)10月30日火曜日池知和恭が長崎
市立佐古小学校に馬場昭洋校長先生を訪問して同
校校長室に保管の写真群を校畏室にて複写又は撮
影しましナニ。(所蔵者棚:祖写ノ所疏池知和恭10葉)

4
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※写真の配列は、原則として、要件と画像の変化より、撮彰年代願です。

番号
NB

卵月j台初年の長崎病院』

『題名』又は内容

2 『大徳寺跡の県立長崎病院』

3 『大徳寺跡の県立長崎病院(再掲)』

長崎病院(正門外より)

撮影対象

4 『長崎病院玄関前の職員と生徒』

長崎病院(正門外より)

色彩

5

モノ

クローム

『佐古小運動会』

形状

長崎病院(正門外より)

モノ

クローム

撮影者

長崎病院遺跡に関係する古写真一覧表

長崎病院(構内)

アルハム

収録資料

『長崎医学百
年史』口絵

モノ

クローム

橋本大徳園での運動会

長鯖談叢第六+七如
叩和玉十八年七月十日
発行「明治初期の甚喝
医学校・病肢概述、物に
建造物の興庚と融詰仮
病院指定二回の軽験」青
木鶴勇回10 P90

撮影時期

明治期

モノ

クローム

撮影
地

明治三十年に
近い頃

(左掲載資料
注64、 PI0刀

暴岫叢叢気六十九輯
昭和五十九年十二月二
十日見行'明治中期、
佐古能設使用時期の長
婚医学孜と県立長蝿病
院」青木穣勇回1
P1コ5

長崎

モノ

クローム

撮影地点

長崎病院正門外

138 × 98

長嶋談叢第六十九和
叩和五十九年十二月二
十日典行「明治中期、
佐古箪設使用酬糊の長
嶋医学校と侃立長朗病
院」青木粒勇回2
P135

長崎

明治期

撮影
方向

長崎病院正門外

長崎市出雲町

松雪駕眞館

南東

所蔵者

長崎

明治二十年代

佐古小写真群

長崎病院正門外

目録
番号等

南東
山崎佐氏
(当時)

大正年間より
昭和初期

整理
番号

長崎

2018年(平成30年)3月21日水暇日委生所を考える会代表池知和恭

長崎病院構内

南東

長大D/B

長崎 (北西)

東北

本紙写真整理番号2、3と同一写真

留意点と図の変化

・一写真としては図10に示した一葉があるに過ぎな
い.これは昭和ミ十二年十月、長崎医学百年記念行
耶中の医学史料展に出品されていたもので、目緑に
よると山崎佐氏蔵、長婚病院、門と玄関正面写真と
ある.門標は勿論のこと、その地勢と樹彰特に本館
損(向って右、方位は西Hこあるtトツハ'トウカエデの特微
ある姿娘、門の左側にあって東方に曲がって延びて
いるマツ、それと背面一帯の樹木(写真は修整でかな
り消されているが)などからこの写真についてはいさ
さかも疑うところがない。(左掲載資料P90・・92)

(北西)
日長崎市立
佐古小学校
板写池知和恭

写真褐載左記事中:『D,.dp KlelweEd6 Zwaan:V6
kelRurld11Ch酌 U"d G.schlchulohe30ber di6

Heilkunde d討Chin6託nund J8P8"6r』(中国及ぴ日
本人の医学に就いての民族学的歴史学的管見)
1917年(大正6年)オランダのハーレムで出版 P576"多く
のオランダ医師が診療に従事した長崎病院の入口"

写真掲キ戈左記来中:『Dr.JP KleiweEde zW舶n:V6
ke11tu"dliohes und Ge舌ChjchulC卜邑S ober dio

Heilkunde d計ChineS6n und J叩aoer』(中国及ぴ白
本人の医学に就いての民族学的歴史学的管見)
1917年(大正6年)オランダのハーレムで出版P5卵"長崎
の病院の庭圃におけるDrBeuk6m.と彼の生徒たち"
ブウケマ:明治16年(1θ83年)3月12日プッケマを医学士代
用として屈う、長崎病院雇ブウケマ昨吋年十二月限リ雁
滴期ニテ解屈相成候・明治二十一年一月廿一日第
二部衛生課(長崎県衛生課)第一部外事課御中
(r長崎医学百年史』)、明洽16年2月末来任一明治
20年帰国(左長崎談叢)

( 1/1 )
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小島養生所跡(旧体育a旬検出遺構について

・小島養生所跡の北棟と南棟を結ぶ渡り廊下に関する遺構は確認されていない。

・養生所の北棟と南棟の間に、結晶片岩による建物基礎が南北に並んでいるが、本遺構は養生所の渡り
廊下ではない。

【理由】

・建物基礎の南北両端はいずれも東西方向に曲がっており、南北棟とは連結してぃない。

・建物基礎の西倶Ⅱよ、小島養生所の西側敷地ラインを越えている。さらに建物の平面プランは梅毒病院

の絵図と一致しないことから、梅毒病院廃絶以降に設けられた遺構であることが判明する。

・建物基礎の外周には石列溝が伴っており、寄棟造りの屋根をもった建物遺構と推定できる。

・石列溝の覆士中からは、電線の碍子(がいし)やビー玉など昭和期の遺物が出士している。養生所時

代であれぱ明治10年代、梅毒病院時代を含めても明治20年代までの遺物しか出士しないはずであり、

これらの遺構は昭和期まで存続していたものと考えられる(旧体育館は昭和32年に建設)。

・昭和Ⅱ年の『長崎県史蹟名勝天然記念物第八輯』には下記の写真が掲載されており、検出遺構や出

士遺物からみて、「長崎保険組合小島病院」時代の可ミ對生が高い。
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(院病島小合組健保崎長現)
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『長崎県史蹟名勝天然記念物第八輯』より
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(サン・パウロ教会等跡/長崎奉行所西役所跡/長崎県庁跡・大波止跡・築地跡等)
1.長崎奉行所西役所等遺跡群の範囲について

私達当会は、長崎奉行所西役所等遺跡群の範囲について、サン・パウロ教会/ご上天
のサンタ・マリア教会等跡、長崎奉行所東西役所跡、長崎県庁跡、大波止跡、築地跡等
より構成します。

(1)手厶達当会は、長崎奉行所西役所等遺跡群の範囲については、土木造成によって形
成されたことより土木造成の遺跡である側面を有すること、この範囲の土地が空間上連

続した土地であること、いづれも江戸期までに造成された土地であること、造成された時
代ごとの相違が相互比較により一体的に理解できる可能性があること、土地の用途とし

て長崎海軍伝習において長崎奉行所西役所が伝習生の宿泊所であり大波止で造船が
行われたこと等一体性がある又は一体性があると考えられること、これらの個別の遺跡
はいづれも海と丘の接点との立地によりこの立地に沿った土地の利用が成されているこ
と、に鑑みて、之を一体の連続した遺跡と捉えます。

^
1、 の"

(2)遺跡は、文化財保護法上では、地上遺跡としての文化財である「記念物」、文化財
が土地に埋蔵された状態のものである「埋蔵文化財」、及び双方の混在として把握され
ます。

・公 ^

(3)当該遺跡群に関する自然としての又遺跡としての"長か崎"の丘の造形そのものが
長崎地域のランドマークとなります。

に

(4)当該遺跡群の取扱いについて、以下、要望します。

朗生:
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2.私達当会は、普遍的に、遺跡を、第一義に遺跡として取扱うよう要望します。

(1)私達当会は、長崎の旧市街と郷村部の関連区域を"都市長崎遺跡"と捉えます。

長崎地域は、古代より長崎県地域等一帯が日本/東シナ海域を囲む地域の海洋性文化

圏の構成地域であると考えられること、日本の中世末期に"長か崎"の丘の先端部が大
村氏と口ーマ・カトリ、ソクによって町立てされ、程なく、大村氏の三城七騎籠の際の長崎
への諌早・深堀勢の攻撃の後大村氏と有馬氏によって町は武装化し、さらに、深堀氏の
長崎への攻撃の後、教会領となり、町を守る為口ーマ・カドナソクはサン・パウロ教会(岬
の教会)と広場を中心として要塞(石垣)と大堀を構築し小さな西洋に云う城塞都市を形
成したこと、岬の教会を建替えてご上天のサンタ・マリア教会とし、その後、日本の近世
にかけて城塞都市の周辺に埋立を含む土地の造成によって街が整備され、"長か崎"の
丘の先端部の旧サン・パウロ教会/ご上天のサンタ・マリア教会一帯には新しい長崎奉
行所が建設され、"長か崎"の丘の先端部の海中には出島が建設され、立山の山麓の

旧山のサンタ・マリア教会一帯には長崎奉行所立山役所が建設され、又、長崎内港/外
港には台場(砲台)や陣屋が構築され、近世の徳川氏の御公儀(後に云う幕府)の対外
管理政策(後に云う鎖国)の下、日本で唯一御公儀が直轄する、西洋及び東洋と日本と
の情報と交易の窓口として海防軍事都市が形成され、西洋と東洋からの情報の蓄積に
よって、江戸幕府による日本の開国を懐胎し、日本の開国に当たってはその具体的な
施策を遂行する唯一の都市となり西洋の近代の仕組みを組織的・体系的に導入し(対
外条約交渉締結・長崎海軍伝習・医学伝習・長崎製鉄所・養生所/精得館、その他語学、
憲法等)、日本の明治の御一新以降は、明治政府に精得館と長崎製鉄所の業務が引き
継がれ、長崎奉行所西役所一帯に長崎県庁が建設され、日見峠に新道が開削され、港
湾整備や埋立地の拡大や河川の改良、ダム建設による近代水道が整備され、鉄道が

敷設され日本の近代化を支える拠点として機能してきました。第二次世界大戦/太平洋
戦争の末期には、プルトニウム型原子爆弾の投下によって被爆しました。その後、戦後
の復興をへて高度成長期を経験し現在の経済の安定期を迎えています。

これ等の事象の痕跡として"都市長崎遺跡"が形成されています。

都市長崎遺跡は、小さいながら西洋式の城塞都市として形成された城下町です。
日本に形成された西洋式の城塞都市とその城下町として、日本で唯一、世界で唯一です。
城下町としての都市の構造と性格は、長崎奉行所東西役所、後に長崎奉行所西役所の
存在により、近世に継承されたと考えられるのではないでしょうか。

ローマ・カトリックによる都市長崎は、自治都市としての在り方を持っていそうです。
近世の都市長崎の在り方は、之を継承して、又は、堺のような、中世の自治都市として
の在り方に近いものかもしれません。

あるいは、都市長崎は当初より、カトリ、ソク教徒にとってアジール(独:asyl、仏:asile、
英:a.ylum:聖域・自由領域・避難所)としての性格を有していたかもしれません。

私達当会は、都市長崎及び都市長崎遺跡について、之が多面的多角的多様な学術上
価値を有する筈と考えます。

遺跡は、土地の利用の変遷の姿であり土地の履歴です。

現代の都市長崎は、歴史の時間の経過を通じた個別の土地の用途と街の構造を連続
的に継承して形成されていることが理解できます。
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(2)手厶達当会は、皆様に、現代の長崎の街の未来への展望について、長崎の街の歴

史的に連続する個別の土地の用途と街の構造を継承し、連続的で安定した街の発展を
実現することを提案し要望します。

(3)私達当会は、皆様に、遺跡を都市におけるオープンスペースとしても活用し、美しく

変化があり個性のある街づくり、同時に、現在への歴史と街の成り立ちを体験的に理解
できる街づくり1こ計画的に取り組み昇華することを提案し要望します。

(4)私達当会は、皆様に、長崎の旧市街と郷村部の関連区域を"都市長崎遺跡"と捉え
た街づくりを計画し、浦上川河口東岸域一帯を再開発区域と位置づけて現代的行政金
融経済都市機能を集約し一方でコンパクトシテイの概念に沿った公共居住区と関連利

便を集約した街づくりを計画し、両者の境界域を中心に新しいオペラハウス/シンフォ
ニーホール等抽象芸術の活動の場を設置し、両区域の幅襲した都市動線を形成して、
両区域の融合をも目指す都市計画「長崎歴史文化都市構想」を提案し要望します。

(5)手厶達当会は、皆様に、"都市長崎遺跡"1こついて、周知の埋蔵文化財包蔵地に決定
することを要望します。

3.長崎奉行所西役所等遺跡群の取扱いについて

当該の長崎奉行所西役所等遺跡群は、中世には森崎神社の地として、中世末期の都
市としての町立て以来、現在までの歴史を通して、その地政学的な背景によって都市長
崎の政治行政上の重要な又中心の役割を果たしてきました。

私達当会は、長崎県庁の建物と役割こそ移転しましたが、長崎の歴史が、世界と直接
に関連し之に影響する歴史であることに鑑み、その歴史のこの地における遺跡として歴
史上の他にない事実としてその所縁により、この地を遺跡として現状保存し情報発信し
公開し又は整備し活用することで、長崎地域の重要な又中心としての役割を果たし得る、
と考え、一貫して、当該遺跡群を遺跡として取り扱うことを、提案し要望します。

当該遺跡のうち長崎奉行所西役所等遺跡は、石垣等地上遺構からなる遺跡として文化
財保護法上の記念物であり、同時に当該区域内の土地に埋蔵文化財が内包されてい
ます。

同じく、大波止遺跡や築地遺跡は、現在地上遺構が確認できないと思われ、埋蔵文化
財の状態です。

当該遺跡群一帯は、長崎県と長崎市が連携した文化財保護行政により「周知の埋蔵文
化財包蔵地」に決定されています。

私達当会は、皆様に、当該遺跡群について、第一義に遺跡として取扱うよう要望します。

私達当会は、皆様に、当該遺跡群について、次の優先順位で当該の事象を要望します。

(1)私達当会は、皆様に、当該遺跡群について現状保存を実施することを要望します。
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(2浮厶達当会は、皆様に、当該遺跡群の行政上の調査として分布調査、試掘・確認調
査、保存目的調査、活用のための調査を実施することを要望します。

(3)私達当会は、皆様に、当該の確認調査について遺跡の現在の実態の全貌を把握
できる発掘調査を実施することを要望します。

(4)私達当会は、皆様に、当該遺跡群について、情報発信による活用を実施することを
要望します。

(5)私達当会は、皆様に、当該遺跡群について、遺跡の公開による活用を実施すること
を要望します。

(6)私達当会は、皆様に、当該遺跡群について、必要に応じて盛土をも施し、都市の
オープン・スペース:都市緑地公園等として活用することを提案し要望します

(7浮厶達当会は、皆様に、当該遺跡群の長崎奉行所西役所等遺跡について、必要に応
じて盛土をも施し、長崎奉行所西役所を平面図等により再建し、日本にとっての伝統的
な和の空間として市民の憩いの場、伝統的な日本文化や各国の様々な文化による活動
の場、奉行所の構えの格式を背景に日本人及び諸国の人々に対する和の接待応接の
場として活用することを提案し要望します。

(8)手厶達当会は、皆様に、当該遺跡群の大波止遺跡について、必要に応じて盛土をも
施し、長崎くんちの御旅所を恒久的に当該土地一帯に戻すことを提案し要望します。

(9)私達当会は、皆様に、"長か崎"の丘の造形のランドマークとしての性格そのものを
より良く活かすことを提案し要望します。

一帯の建物の高さを低く制限する、丘の上や先端部の麓一帯を漸次芝を主体とした緑
地公園とするなど、都市計画上の工夫を提案し要望します。

(10)私達当会は、皆様に、長崎奉行所西役所等遺跡群の全域について、周知の埋蔵
文化財包蔵地に決定することを要望します。
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4.文化財保護行政における土地に依存する文化財の保護と開発事業との調整にっいて

(1)遺跡、即ち、文化財保護法上の文化財である「記念物」、「埋蔵文化財」はその土地
に依拠して存在します。

(2)2018年(平成30年)10月15日月曜日の長崎新聞第16面記事『県庁跡地活用
歴史重視を』1こおいて、日本考古学協会長谷川章雄氏は「一般的には、いったん開発の
計画が決まってしまうと、その後にいい遺跡が出てきても、残すことは非常に難しくなる。
開発計画を諦めるということは、過去においてまれだ。むしろ計画を決める前に遺跡の

持っている意味をきちんと評価し、計画が適切かの判断をしなければならない。」と言及
しておられます。

(3)埋蔵文化財保護行政における代表的な文化庁次長通知や委員会報告による埋蔵
文化財保護行政の概要は次のとおりです。

"埋蔵文化財保護行政の基本を「現状保存」とし、各都道府県教育委員会、及びこれに

準じて各市町村教育委員会は、国、公団、都道府県、都道府県の公社、市町村が発注す
る公共工事に伴う埋蔵文化財の取扱いに関し、教育委員会と当該の公共工事担当部
局との定期的な連絡調整の場を設け、(ー)事業計画等の情報交換によって、教育委
員会は、公共工事担当部局に対し、埋蔵文化財に関する情報提供行うとともに、事業計
画について情報収集を行い、計画の初期段階にあるものも含め、できる限り長期間にわ
たっての事業の計画を把握するよう努めること、(ニ)埋蔵文化財の取扱い等に関する
協議、(Ξ)次年度調査体制等に関する調整、の措置を講じつつ、埋蔵文化財保護行政
の4つの段階、即ち、①把握・周知、②調整、③保存、④活用の各段階を認識して様々
な行政判断と連携して、a.埋蔵文化財保護法による保護の措置、b.当該法以外の土

地の利用に関する法律による埋蔵文化財の保存と活用、C.法律によらない埋蔵文化
財の保存と活用、の各方法によって、各局面において分布調査、試掘・確認調査、保存
目的調査、活用のための調査によって遺跡の実態(所在・範囲・内容や価値)を把握し
て4つの段階の目的を達成して埋蔵文化財保護行政の基本である「現状保存」の実現
に努め、そこに開発事業等が計画された場合には、保存について事業計画との調整を
行い、現状保存を図ることができないものについては(やむを得ない次善の策として)記
録保存の措置をとる。

現存する埋蔵文化財や出土文化財、保存されている記録について、文化財保護法の目
的に則り、国民の要望に応え、国民に文化財保護行政の成果を還元するものとして、
様々な活用を図る。"

5.私達当会は、皆様に、長崎地域の文化財保護行政において、文化庁による提示や
有識者の見識に従った、行政内容の実施を要望します。

6.私達当会は、皆様に、長崎地域の地方公共団体の行政において、文化財保護法上
の記念物であり埋蔵文化財である遺跡について、之を、第一義に、文化財保護行政上
の対象として取扱うことを要望します。

( 5/フ)



フ.私達当会は、皆様に、当該の公共用地を含む長崎奉行所西役所等遺跡群の取扱

いについて、歴史上評価、地域の歴史的文化的遺産としての評価、発掘調査の成果を
含めた個別の遺跡の評価が定まる以前に、当該地に於ける遺跡の活用と整備の方針
や計画、又、その他の当該地に於ける新たな開発事業の方針や計画を決定されること

のないようお願い申し上げ提案し要望します。

8.文化財保護法に定める文化財、即ち記念物や埋蔵文化財、他の全ての有形無形の

文化財は、世界の人類に共通共有の普遍的な歴史的・文化的資産であり、宇宙と地球
の自然環境、又、人類又は国土の社会資本その他のその時々の人類の生活環境の全
てと同様、私達人類の人類としての存在に関して欠くことのできない環境と素材であり、
私達人類が人類としての存在と心を知り、又、人類としての存在と心を育む場である、
即ち、より人類が人類らしく存在する為の環境と素材である、と考える事ができます。
私達当会は、現代の日本の都市的な生活において陥りがちな知識への偏重をも鑑み、

之等の全ての文化財及び之に準ずるものごとについて、私達人類の人類としての存在
に関して欠くことのできない環境と素材であると認識する処より、之を意図的に又意図せ

ずに不可視/不可"卿不可匂/不可聴ノ不可味の情報や知識に変換変形して同時に破壊・
滅失することなく、そのまま、可視/可"卿可匂/可聴/可味の具体的な事象、即ち、飲食
や振舞いや存在や活動と土地の利用の履歴として、保存し継承し広範に周知し発信し
活用・振興することを、皆様に提案し要望します。

私達当会は、私達人類の研究により、私達人類の現代的な生活上の機能の達成と文

化財の環境及び素材としてのあり方の双方が人々によって二者択一の対立した事象と
して認識されることなく双方共に人類にとって必要な事象として理解され実現される処の、
人類の活動又は生活の場をより高度な現代的機能と遺跡の現状保存の双方の親和に
よって形成された環境、又は、消費ではなく人類の本源的な創造へ向けた環境として整

えることが可能であると考え、斯かる私達人類の活動のより高度な環境の整備こそ国
際機関及び国及び地方公共団体等の行政の根源的な目的のーつであると理解し、又、
之を宇宙と地球に存在する全ての私達人類が必要とする事象であると理解し、斯かる

現代の人類のための環境整備の達成を、皆様に提案し要望します。

9.2018年(平成30年)11月8日木曜日付け及び2018年(平成30年)11月13日

火曜日付け長崎県教育庁学芸文化課長草野悦郎様学芸文化課文化財班参事
高真吾様学芸文化課文化財班主任文化財保護主事濱村一成様長崎市文化観光

部文化財課長大賀史郎様長崎市教育委員会教育総務部施設課長西原政彦様長
崎市都市経営室長岩永浩様長崎市まちづくり部都市計画課長谷口忠二様長崎市
まちづくり部建築課長山口圭司様長崎市土木部土木総務課長竹内裕二様長崎市
土木部土木建設課長桐谷匠様長崎市中央総合事務所地域整備二課田畑徳明様

長崎市理財部資産経営室長都々木伸吾様長崎市理財部財産活用課長勝本幸久
様長崎市環境部環境政策課長山本勉様長崎市議会議長五輪清隆様長崎市文化

財審議会会長下川達彌様宛『都市長崎遺跡・養生所八長崎)医学校等遺跡に係る資
料のお届けについて』として関連資料をお届け致しましたので御一読下さいますようお

願い申し上げます。

( 6/フ)



10.添付資料

(1)『'歴史学"と"遺跡"そして"都市長崎遺跡"と"養生所/(長崎)医学校等遺跡"一養
生所/(長崎)医学校等遺跡の保存と活用よりー』

2018年(平成30年)8月5日日曜日養生所を考える会代表池知和恭

(2)『県庁跡地活用歴史重視を』記事

2018年(平成30年)10月15日月曜日長崎新聞第16面記事

(3)『文化財保護法抜粋一養生所/(長崎)医学校等遺跡の保存と活用よりー』
2018年(平成30年)11月1日木曜日養生所を考える会代表池知和恭

(4)『文化庁次長通知及び委員会報告の抜粋に見る埋蔵文化財保護行政の概要一養
生所/(長崎)医学校等遺跡の保存と活用よりー』

2018年(平成30年)11月23日金曜日養生所を考える会代表池知和恭

(5)『埋蔵文化財保護行政における代表的な文化庁次長通知及び委員会報告の要約と
簡略な抜粋一養生所/(長崎)医学校等遺跡の保存と活用よりー』

2018年(平成30年)11月23日金曜日養生所を考える会代表池知和恭

(6)『埋蔵文化財保護行政における代表的な文化庁次長通知及び委員会報告(抜粋)』
2018年(平成30年)11月23日金曜日養生所を考える会代表池知和恭

(フ)『[長崎歴史文化都市構想一創造環境の共有(sh討e)ー]の提案と要望長崎奉
行所西役所等遺跡の取扱いの基準について』

2018年(平成30年)11月3日土曜日養生所を考える会代表池知和恭

(8)『[長崎歴史文化都市構想一創造環境の共有(share)ー]の提案と要望の具体案
の骨子』

2018年(平成30年)11月4日日曜日養生所を考える会代表池知和恭

(フ/フ)

以上
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"歴史学"と"遺跡"そしイ'都市長崎遺跡"と"養生所/(長崎)医学校等遺跡"
養生所ノ(長崎)医学校等遺跡の保存と活用より

私達当会は、歴史学と遺跡について、まさに歴史上過去の事実であると概念上に認知される事象及び之によって概念上に知られる

人類の過去への理解及び之によって構成し得る現在と未来への可能性と希望を形成する歴史学、人類の活動と存在の痕跡であり
歴史上過去の事実そのものである物体とその状態及び之によって概念上に知られる人類の過去への理解及び之によって構成し得
る現在と未来への可能性と希望の源であり歴史を証徴する遺跡、双方の照合と補完、これらは、人類が、人類の過去を知り、現在と
未来の形成への概念を継続的に蓄積し考察し、是等の全てを人類に与えることにおいて、すべてが、人類にとって、貴重であり、重
要であり、等しく人々の「意図的措置」によって「その一部でも損壊や滅失によって失われること」があってはならないものごとである、
と考えます。

私達当会は、歴史学が、人類が、人類の過去を知り現在と未来を考察する"知の体系"であるならぱ、遺跡は、人類が、人類の過去
を知り現在と未来を考察するための地球の空間上の各所に概念の超越性に於いて相互に関連して網目を成す人類共通の"社会基
盤(infrastructure)"であると考えます。

私達当会は、又、遺跡が、私達人類の生活環境でもあり得る、と考えます。

私達当会は、"都市長崎遺跡"及び"養生所/(長崎)医学校等遺跡"及び遺跡群と個々の遺跡が占有すべき空間、当該遺跡群に
よって証徴される歴史、即ち、当該事象について、次の通り、理解します。

私達当会は、当該事象について、以下の内容を包含すると、理解します。①世界と日本の社会との繋がりと地球上の地理空間とそ
の特質によって日本の中世から近代にかけて長崎に形成された特異性を有し、共時的通時的に世界に代替のないものであること、

②日本における古代~中世~近世、後、近代~現代へと連続する風土と社会と文化と歴史によって蓄積された国力を集約し、再構
成するものであること、③長崎が徳川江戸幕府による日本開国の母体であり表玄関であり日本開国の諸施策を展開した最初の拠
点都市であり、この長崎で集約して体系的に又附随して展開された事象が日本の国民国家の存続と主権国民国家形成の原動力と
効率の要であること、④西欧文明圏以外の人類にとっても社会的な"個人の自由と存在の尊厳"ど'自然科学の取扱い"による自律
的な人類の福祉の向上が可能であることをこの日本地域の風土と蓄積を基盤に実現しもって之を世界に対して初めて立証して示し
よって世界に影響を及ぼし結果としてこの可能性がその後の地球規模の主権国民国家群の成立による現代世界の形成と一方でGI

Obalizationの双方の基層概念の規定に関与すると考え得る意味に於いてその基層概念を形成すると考え得るし今後も影響し得る
処、正しくその端緒であること(この基層は英国の大憲章(M.gnacart.)やフランス革命の単一の歴史的発展でなく多元的で多様
なものと考え得る)、⑤中世から近代・現代への日本人と諸国又オランダの人々の世界への理解と判断と行動(.y駄.m)を表すこと。
私達当会は、当該する歴史について、以下の遺跡群が之を証徴すると、理解します。①中世に於ける口ーマ・カトリックによる岬の
小さな城塞都市と文化の痕跡、②長崎の中世から近世への町立てと変化と展開の痕跡、③幕府の海外交易と対外情報収集と海防
の痕跡、④日本開国の痕跡、⑤幕府とオランダによる長崎での長崎海軍伝習の実現とその痕跡、⑥長崎海軍伝習で設立される長
崎製鉄所の痕跡一之を継承連続する三菱の造船所、⑦長崎海軍伝習で成立する医学伝習と続く養生所の設置と之を精得館と改
称して設置する分析窮理所の存在の痕跡一之を継承連続する長崎府医学校(及び病院)以降一梅毒病院(改称を経て小島病院)の
痕跡、⑧長崎資本の活動の痕跡、⑨都市長崎の近代都市基盤の形成の痕跡、⑩プルトニウム型原子爆弾被爆の痕跡、⑪現代都
市形成の痕跡即ち現代の都市の姿。

私達当会は、当該事象について、当該事象が、地球上の人類の概念と活動の関連性に於いて成立すること、同時に、地球上のー
つの地域であることととその連続的経時的重層性に附随する特異性をもって之を具体的に証徴する遺跡群を形成すること、現在、

世界の時間と人々を前提とした従来の普遍的であるがゆえに唯一性を有する概念の有効性への信頼性が揺らいでいること、これ等
の経過によって、又、当該事象は、他のあらゆる事象と同様、地球上の全人類にとって有意な歴史上の出来事と之を証徴する遺跡
群であることによって、又、日本国内の又世界の、関係する歴史と遺跡と文化に関する各地点との情報交換と連携により形成する筈
の地球空間における人々の相互理解の網の目によって、人類にとって、人類の過去を認識し、人類の現在と未来を考える為に、世
界で、欠くことのできない事象群のーつである、と理解します。

私達当会は、長崎市及び長崎県、長崎市民、長崎県民、日本の人々、世界の方々に、以上の歴史と遺跡即ち当該事象につぃて、
その実態を明らかにし、人々の「意図的措置」によって「その一部でも損壊や滅失によって失われること」なく保存して継承し人類の存
在と歴史と遺跡とその本源によって人類の現在と未来の為に活用し、不幸にして、既に、人々の意図的措置によって損壊し滅失した
遺跡又は遺跡の空間と要素について人類の存在と歴史と遺跡とその本源によって之を原状回復することを要望し、その為の措置を
とることを要望し、又、この要望への理解を求めます。

2018年(平成30年)8月5日日曜日養生所を考える会代表池知和恭

私達当会は、当該遺跡群が、世界の「日本は特男1け訂として日本への思索を切捨てる人々に、その思索を再開する契機を提供する、
と期待します。

私達当会は、私達人類が、その土地に係わるとき、私達人類には、その土地の遺跡を保存し後世に継承する、権利と義務と私達人
類に対する責任が、他の生命や地球環境への配慮を留保しつつ、存在する、と考えます。

私達当会は、長崎に住み、長崎を訪れ、長崎で活動する人々に、自らの行動のうちに、"都市長崎遺跡"及び"養生所/(長崎)医学
校等遺跡"及び遺跡群と個々の遺跡が占有すべき空間を保存して後世に継承する、権利と義務と私達人類に対する責任があると自
覚し、そう行動するよう要望します。

私達当会は、長崎市及び長崎県及び関係する人々に、遺跡とその空間を破壊して現代の建物や道路を造るのでなく、遺跡の空隙、
即ち、遺跡とその空間のない所に現代の建物や道路を造ること、その為の措置をとることを要望します。

私達は、歴史学上に人類の本源への考察を継続すること、及び、遺跡の姿について、之を、変化する現代に於いて、変わるべきもの
に対して、変わるべきでないものと考え、そのままの在り方/そのままの姿で、後世の人々に継承されるべきものと考えます。〆
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一養生所/(長崎)医学校等遺跡の保存と活用より

文化財保護法昭和二十五年五月三十日法律第二百十四条より抜粋

第一章総則

にの法律の目的)

第一条この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進
歩に貢献することを目的とする。

(文化財の定義)

第二条この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上
価値が高いものにれらと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の
学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形
文化財」という。)

衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋
その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
四貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、

渓谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び
渡来地を含む。)、植物(自生地を含む)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとって学
術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

五地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解
のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という。)

六周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」
という。)

2 この法律の規定(第二十七条から第二十九条まで、第三十七条、第五十五条第一項第四号、第百五十三号第一項第
一号、第百六十五条、第百七十一条及び附則第三条の規定を除く。)中「重要文化財」1こほ、国宝を含むものとする。
3 この法律の規定(第百九条、第百十条、第百十二条、第百二十二条、第百三十一条第一項第四号、第百五十三条第一
項第七号及ぴ第八号、第百六十五条並びに第百七十一条の規定を除く。)中「史跡名勝天然記念物」にほ、特別史跡名勝
天然記念物を含むものとする。

(政府及び地方公共団体の任務)

第三条政府及び地方公共団体は、文化財が、わが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、
且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切に行われるように、周到の注意をも
つてこの法律の趣旨の徹底に努めなけれぱならない。

文化財保護法抜粋

(国民、所有者等の心構)

第四条一般国民は、政府及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなけれぱな
らない。

2文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存
するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなけれぱならない。

3政府及び地方公共団体は、この法律の執行に当つて関係者の所有権その他の財産権を尊重しなけれぱならない。

・・・・・(省略)・・・・・

第六章埋蔵文化財

(調査のための発掘に関する届出、指示及び命令)

第九十二条土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)ーー・(省略)

(土木工事等のための発掘に関する届出及び指示)

第九十三条(省略)・ーー貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている士地(以下「周知の埋蔵
文化財包蔵地」という。)ーー・(省略)

・・,・・(省略)・・・・・

( 1/1 )

以上

2018年(平成30年)11月1日木曜日養生所を考える会代表池知和恭



文化庁次長通知及び委員会報告の抜粋に見る埋蔵文化財保護行政の概要匝]
一養生所ノ(長崎)医学校等遺跡の保存と活用よりー

埋蔵文化財保護行政における代表的な文化庁次長通知や委員会報告による埋蔵文化

財保護行政の概要は次のとおりです。

"埋蔵文化財保護行政の基本を「現状保存」とし、各都道府県教育委員会、及びこれに

準じて各市町村教育委員会は、国、公団、都道府県、都道府県の公社、市町村が発注す

る公共工事に伴う埋蔵文化財の取扱いに関し、教育委員会と当該の公共工事担当部
局との定期的な連絡調整の場を設け、(ー)事業計画等の情報交換によって、教育委

員会は、公共工事担当部局に対し、埋蔵文化財に関する情報提供行うとともに、事業計

画について情報収集を行い、計画の初期段階にあるものも含め、できる限り長期間にわ

たっての事業の計画を把握するよう努めること、(ニ)埋蔵文化財の取扱い等に関する

協議、(三)次年度調査体制等に関する調整、の措置を講じつつ、埋蔵文化財保護行政

の4つの段階、即ち、①把握・周知、②調整、③保存、④活用の各段階を認識して様々
な行政判断と連携して、a.埋蔵文化財保護法による保護の措置、b.当該法以外の土

地の利用に関する法律による埋蔵文化財の保存と活用、C.法律によらない埋蔵文化

財の保存と活用、の各方法によって、各局面において分布調査、試掘・確認調査、保存

目的調査、活用のための調査によって遺跡の実態(所在・範囲・内容や価値)を把握し

て4つの段階の目的を達成して埋蔵文化財保護行政の基本である「現状保存」の実現

に努め、そこに開発事業等が計画された場合には、保存について事業計画との調整を

行い、現状保存を図ることができないものについては(やむを得ない次善の策として)記

録保存の措置をとる。

現存する埋蔵文化財や出土文化財、保存されている記録について、文化財保護法の目

的に則り、国民の要望に応え、国民に文化財保護行政の成果を還元するものとして、

様々な活用を図る。"

参考資料

1.『公共工事の実施と埋蔵文化財の保護に係る連絡調整体制の整備について』

庁保記第一八三号平成九年八月七日

各都道府県教育委員会教育長あて文化庁次長通知

2.『埋蔵文化財の把握から開発事前の発掘調査に至るまでの取扱いについて(報告)』
平成10年6月埋蔵文化財発掘調査体制等の整備充実に関する調査研究委員会

3.『埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等について(通知)』

庁保記第七五号平成十年九月二十九日

各都道府県教育委員会教育長文化庁次長

4.『埋蔵文化財の保存と活用(報告)一地域づくり・ひとづくりをめざす埋蔵文化財保護行政一』

平成19年2月1日

埋蔵文化財発掘調査体制等の整備充実に関する調査研究委員会

5.『今後の埋蔵文化財保護体制のあり方について(報告)』

平成20年3月31日

埋蔵文化財発掘調査体制等の整備充実に関する調査研究委員会文化庁

2018年(平成30年)11月23日金曜日養生所を考える会代表池知和恭

改訂履歴改訂」版.2018年(平成30年)11月30日金曜日養生所を考える会代表池知和恭.参考資料2を挿入

( 1/1 )

以上



一養生所ノ(長崎)医学校等遺跡の保存と活用よりー

以下に、埋蔵文化財保護行政における代表的な文化庁次長通知及び委員会報告の簡
略な要約と抜粋を掲載します。

埋蔵文化財保護行政における代表的な
文化庁次長通知及び委員会報告の要約と簡略な抜粋

『公共工事の実施と埋蔵文化財の保護に係る連絡調整体制の整備について』
庁保記第一八三号平成九年八月七日

各都道府県教育委員会教育長あて文化庁次長通知より要約

各都道府県教育委員会、及びこれに準じて各市町村教育委員会は、国、公団、都道府
県、都道府県の公社、市町村が発注する公共工事に伴う埋蔵文化財の取扱いに関し、
教育委員会と当該の公共工事担当部局との定期的な連絡調整の場を設け、
(ー)事業計画等の情報交換(教育委員会は、公共工事担当部局に対し、埋蔵文化財
に関する情報提供行うとともに、事業計画について情報収集を行い、計画の初期段階
にあるものも含め、できる限り長期間にわたっての事業の計画を把握するよう努めるこ

と。)(ニ)埋蔵文化財の取扱い等に関する協議(Ξ)次年度調査体制等に関する調
整、の措置を講ずること。等〆

2018年(平成30年)11月23日金曜日養生所を考える会代表池知和恭

『埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等について』

庁保記第七五号平成十年九月二十九日

各都道府県教育委員会教育長文化庁次長より抜粋

1 基本的事項

(1)埋蔵文化財保護の基本的な考え方

埋蔵文化財は、国民共通の財産であると同時に、それぞれの地域の歴史と文化に根ざ
した歴史的遺産であり、その地域の歴史・文化環境を形作る重要な要素であることから、
基本的には各地域で保存・活用その他の措置を講ずるという理念に基づいて諸施策を
進めること。

(5)客観化・標準化の推進一可能な限り客観的・標準的な基準を設け、それに即して
進めること。

4.埋蔵文化財包蔵地の把握と周知について

(1)埋蔵文化財として扱うべき遺跡の範囲

1)埋蔵文化財として扱う範囲に関する原則

1 おおむね中世までに属する遺跡については、原則として対象とすること。
2 近世に属する遺跡については、地域において必要なものを対象とすることができること。

3 近現代の遺跡については、地域において特に重要なものを対象とすることができること。
2)埋蔵文化財として扱う範囲の基準の要素

遺跡の時代・種類を主たる要素とし、遺跡の所作する地域の歴史的な特性、文献・絵

図・民俗資料その他の資料との補完関係、遺跡の遺存状況、遺跡から得られる情報量
等を副次的要素とすること。

E亟回

( V8 )



6 開発事業に伴う記録保存のための発掘調査等について

(1)三酸剥呆存のための発掘調査の要否の判断
■■罰

なお、この適用基準は、埋蔵文化財保護に関する理念の変化や技術的な進歩に伴っ
て変更されていく性格のものであるから、今後、適切に検討の上、見直しを図っていく必
要がある。

ー・以下省略

(別紙1)

発掘調査を要する範囲の基本的な考え方

(1)・一遺跡の中の空閑地については遺跡の時代や性格等を考慮し、広場等歴史的意
味があると考えられる場合は、原則として遺構の範囲に含めること。・一顕著な遺構が
なくとも出土状況に意味のある遺物が所在する範囲は、遺構に含めること。
(2)(3)(省略)

(別紙2)

記録保存のための発掘調査その他の措置を行う場合の基本的な考え方

(1)工事前の発掘調査を要する場合の基本的な考え方

1 工事により埋蔵文化財が掘削され、破壊される場合は発掘調査を行うものとするこ
と。

2、3 (省略)

(2)いわゆる「工事立会」、「慎重工事」を要する場合の基本的な考え方

発掘調査を要しない場合で、いわゆる「立会工事」、「慎重工事」の措置を必要とする
場合とその内容は、次の基本的な考え方によること。

1 対象地域が狭小で通常の発掘調査が実施できない場合及び工事が埋蔵文化財を
損壊しない範囲内で計画されているが現地で状況を確認する必要がある場合には、エ
事の実施中地方公共団体の専門職員が立ち会うものとすること。

なお、その際、遺構が確認される等のことがあった場合はその記録を採る等適切な措
置を講ずること。

2 遺構の状況と工事の内容から、発掘調査、工事立会の必要がないと考えられる場
合は、埋蔵文化財包蔵地において工事を行うものであることを認識の上慎重に施工し、
遺構・遺物を発見した場合は地方公共団体と連絡をとるよう求めるものとすること。〆
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Ⅲ.『埋蔵文化財の保存と活用(報告)一地域づくり・ひとづ4佐めざす埋蔵文化財保護行政一』

平成19年2月1日

埋蔵文化財発掘調査体制等の整備充実に関する調査研究委員会より抜粋

第1章埋蔵文化財の保存・活用とその意義

埋蔵文化財に対する社会的要請

日本では、昭和30年代以降、経済的な発展と社会的基盤の整備が進められ、人々の

暮らしが豊かになった反面、国土や自然環境は大きく変貌し、家族を含めた社会におけ

る人間関係、生活様式も大きく変わり、たくさんの大切なものを失ってきた。こうしたなか、

人々は失ったものを取り戻そうと、心の豊かさや潤いのあるくらしを求め、生涯にわたる

学習意欲を高め、自然や歴史・文化を大切にし、環境に配慮した生活空間を希求するよ

うになってきている。こうした社会的要請に応えるうぇで、地域の歴史や文化を具体的に

語りかける遺跡をはじめとする各種の文化財が果たす意義はきわめて大きい。今、それ

に対する住民の関心や期待は、確実に高まってきている。

また、現在、市町村合併等により地域の再編が進んでいる。遺跡や文化財を有効な素

材として活用することは、各地方公共団体にとって必要なアイデンティティを確認し、新

たなシンボルを形成していくうぇで、重要な施策となる。

2.埋蔵文化財の多様な意義

(1)歴史的・文化的資産としての意義

埋蔵文化財は国や地域の歴史や文化の成り立ちを明らかにするうぇで、欠くことので

きない歴史的・文化的資産である。 卦■■

埋蔵文化財は、多様な地域・時代・分野にわたる価値をもっているのであり、この個性

豊かな埋蔵文化財こそ、国や郷土への理解・愛着の本源となる。

(2)地域及び教育的資産としての意義

地域の資産としての意義

埋蔵文化財はその土地の履歴を具体的に物語るもので、地域のアイデンティティを確

立し、歴史を生かした個性ある地域づくりを進めるうぇで重要な要素のーつとして生か

すことができる。

心の豊かさや潤いのある生活を求める住民にとって、悠久の歴史的・文化的環境のな

かで暮らすことはことは心寸也よいものであり、その地域ならではの歴史的・文化的資産

は、存在そのものが生活環境において大きな癒しの効果をもっている。

教育的資産としての意義

土の中から掘り出される遺構・遺物は、先人が実際に倉1りあげ、かつ使ったものそのも

のである。住民にとって、それらに直に触れることは自分たちの祖先と時代を超えて直

接対話することであり、国や地域の歴史や文化に対するあこがれや知的好奇心を刺激

するものである。埋蔵文化財は親しみやすい教材として、学校教育における社会科や歴

史の学習に役立たせることができる。

また、埋蔵文化財を通して、現在の生活の礎を築いた祖先に対する畏敬の念を育み、

生きる知恵や力、あるいは自然との共生や生命への尊厳等の心を学ぶこともでき、今日

の社会問題を見つめ直す教材として学校教育における諸活動、さらには生涯学習で活
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用することもできる。

第2章埋蔵文化財のあり方並びに保存と活用についての現状と課題

1.埋蔵文化財行政に求められる保存と活用のあり方

a)埋蔵文化財行政の本来のあり方

埋蔵文化財行政の基本

埋蔵文化財行政の基本、本来のあり方は、地域に所在する埋蔵文化財を正確に把握

し、それぞれの内容・価値に応じて適切に保存し活用することである。埋蔵文化財は土

地に埋蔵された状態を保持していることに意味があることから、現在ある状態のまま将

来に伝えていくことが第一義である。

しかし、その価値を損なう開発事業等に対しては、事業計画との円滑な調整を図りつ

つ、重要な遺跡については史跡指定を図る等により現状保存し、積極的に公開・活用す

ることが求められる。現状保存を図ることができない場合には、次善の策として記録保

存のための発掘調査を行い、その成果である出土文化財や調査記録・発掘調査報告書

を確実に保存することが求められる。そして、それらをもとにした調査報告を行うことによ

り、埋蔵文化財のもつ価値を国民・地域住民に還元していく必要がある。

■冒■

(2)埋蔵文化財の保存と活用の対象

埋蔵文化財の保存と活用を進めるうぇで対象となるものは以下の3つであり、それぞ

れ主な施策を示すと次のとおりである。

①史跡指定等により現状保存の措置がとられている遺跡(省略)

②積極的な保存措置がとられていない遺跡

このような遺跡については、史跡の指定等による法的な保存措置を講ずる段階に

至っておらず、また、差し迫った開発事業計画等との調整を要する段階にもなっていな

い場合が多いので、さまざまな手法を駆使してその保存と活用を図る必要がある。

これらの保存と活用の措置を講じるうぇでは、所在は分かっていても遺跡の範囲・内

容や価値が把握されていないものが多いことから、まず試掘・確認調査等によってそれ

らの把握に努める。そして、その価値に着目しつつ、重要なものは国・地方公共団体で

逐次史跡等に指定する等の措置により保存する必要がある。また、そこに開発事業等

が計画された場合には、保存について事業計画との調整を行い、現状保存を図ること

ができないものについては記録保存の措置をとることになる。

③記録保存の措置がとられた遺跡に関する記録類・出土文化財(省略)
冨■■

第3章埋蔵文化財を積極的に保存し活用するための提言

1.「埋蔵文化財行政の推進による地域づくり・ひとづ4力という新たな方向性の提示

埋蔵文化財は土地に密着して存在していることから、地域のシンボルとして、地域アイ

デンティティの確立や地域に対する誇りや愛着の醸咸に欠くことのできない存在である。

したがって、これらを保存し活用することにより、歴史を生かした個性ある地域づくりを進

めていくことを、埋蔵文化財行政の大きな柱とする必要がある。

その際、保存し活用する対象としては、学術的な観点だけではなく、地域の視点、過去

と現代をつなげる視点をもつことが重要である。

2.保存・活用を進めるために必要な6つの視点

(1)今がその時であること(省略)(2)意識改革を行い、埋蔵文化財の保存と活用を
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行政内に適切に位置づけること(省略)(3)蓄積された既往の調査成果を活用するこ

と(省略)(4)他の文化財を含め総合的に保存し活用すること(省略)(5)様々な方

法で保存と活用の措置を行うこと(省略)(6)実情に応じて施策を段階的に具体化す

ること(省略)

3.保存と活用を進めるための具体的施策

(1)蓄積された成果の確認及び「埋蔵文化財の保存・活用に関する方針・計画」の策定

(省略)

(ア)地域の歴史や文化の特徴の把握(省略)

(イ)「埋蔵文化の保存・活用に関する方針・計画」の策定(省略)

(2)地域づくり・ひとづくり1こむけての諸施策の実施

(ア)遺跡の適切な保存

埋蔵文化財包蔵地の範囲の再検討

前項一により一再整理したことに基づき、埋蔵文化財包蔵地の範囲について見直しを

行う。たとえぱ、現在の都市が城下町を基盤として成立している場合、城下町に関わる

遺構はその都市の成り立ちを考えるうぇで重要な意味をもつことから、それらを埋蔵文

化財包蔵地に組み込む必要があり、中・近世以降の遺跡については特にその取扱いの

再検討が求められる。また、現状において遺跡の分布に粗密がある場合、その空白地

域については計画的な試掘調査や工事立会等を行い、遺跡の有無をより正確に把握す
るよう努める。

地域における重要な遺跡の確実な現状保存

地域における重要な遺跡については市町村、場合によっては都道府県が遺跡の内

容・性格等を確認するための発掘調査等を計画的に実施し、その内容に応じて史跡等

に指定する等の保存措置をとる必要がある。各地方公共団体では、そのための発掘調

査を実施できる体制を確保しておくことが求められる。

開発事業との調整で記録保存の措置をとることとされたものであっても、発掘調査中

に新たに重要性が確認され現状保存すべきものと判断された場合は、それに向けて開

発事業者との再調整を行わなけれぱならないのは従前と同様である。

史跡の指定等による保存(省略)

史跡の指定以外の方法による保存

文化財の保護制度以外の制度や方法、すなわち、都市計画法・森林法・自然公園法・

自然環境保全法及び農業振興地域の整備に関する法律という土地利用に関する規制、

あるいは景観法等の個別法、また自然保護・環境保全・観光・景観等関する諸施策によ

り開発を回避することによって遺跡等を保存することも考えられる。

また、都市公園,森林公園等の中に遺跡を取り込むこと、遺跡を都市におけるオープ

ンスペースに当てること等、多様な保存措置を工夫することも重要である。こうした措置

をとるためには、関係各部局と協議をすることにより手法を模索することが求められる。

また、地域住民の自主的な取り組みや活動があれば、必要に応じて支援を行うことも必

要である。

(イ)現状保存された遺跡の整備・活用

ー・遺跡の整備は有効な公開・活用のための工夫のーつであることから、それは従来

の方法にとらわれず、それぞれの立地・環境に適合した最善の方法を選択することが求

められる。(資料編 P60・68・76・80参照)
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開発計画を変更して公園等に取り込んで現状保存した遺跡についても、遺構表示や

説明版等の設置により、その内容や価値を地域住民に示すことが必要である。

また、現状保存できなかった遺跡についても、地域住民がその所在や歴史的な意味を
知ることは重要であり、現地において案内板や標柱等でその存在を周知することが求め
られる。

(ウ)出土文化財・発掘調査記録の確実な保存と活用(省略)

(エ)国民・地域住民の二ーズに応えた公開,活用事業の実施

わかりゃすく親しみやすい内容(省略)

発掘調査現場の積極的公開(省略)

(オ)埋蔵文化財を地域整備に生かす工夫

埋蔵文化財は土地の履歴を内包していることから、地域整備の中にいかすことは有効
であり、それによって現代の日常生活空間の中に歴史性をもたせ、ゆとりゃ潤いをもた
せることが可能となる。考えられる施策・事業の一部として次のようなものがある。
・古代の道路や土地区画に現代の道路や街区を重ね合わせること等、歴史的な特質

や土地利用の変遷や従来のまちの構造等を踏まえ、都市計画の輪郭を描くこと(資料
編P62参照)。

・地域にとって重要な遺跡をランドマークとして都市のデザインに生かすこと。

こうしたことは経済的利便性だけではない個性豊かな地域づくり1ことって有効であり、

各地方公共団体における埋蔵文化財のあり方から工夫する必要がある。

また、発掘現場により明らかになった過去の地震や災害の痕跡、地形・地質の特徴は、
現代の防災計画にとって有益な情報を含んでいることがあるので、地域の整備計画の

中に組み込むことも考えられる(資料編P72参照)。

ー・以下省略〆

( 6/8 )



Ⅳ.『今後の埋蔵文化財保護体制のあり方について(報告)』

平成20年3月31日

埋蔵文化財発掘調査体制等の整備充実に関する調査研究委員会

文化庁より抜粋

第2章埋蔵文化財行政における発掘調査の位置づけ

埋蔵文化財の保護を進めるうぇにおいて発掘調査は必要不可欠の措置であり、極めて
重大な意味を持っている。本章では、各種の発掘調査がどのように実施されるべきかに

ついて検討する。

1.埋蔵文化財および発掘調査の特性

埋蔵文化財の特性(省略)発掘踏査の特性(省略)

2.埋蔵文化財行政における発掘調査の位置づけ

(1)各段階における各種の発掘調査の目的と性格

埋蔵文化財の本来のあり方は、地域に所在する埋蔵文化財を正確に把握し、その内

容・価値に応じて適切に保存し活用することである。そのために①把握・周知、②調整、
③保存、④活用の4つの段階を適切に行う必要がある。各段階における行政目的を達
成するために、①「把握・周知」の段階における分布調査、試掘・確認調査、②「調整」の
段階における試掘・確認調査、③「保存」の段階における(ア)埋蔵文化財の現状保存を
図るための確認調査(以下「保存目的調査」という)、(イ)三酸剥呆存調査、④「活用」の段
階における活用のための調査(以下①から②の調査を「行政目的で行う調査」という。こ
のほか、発掘調査には、大学等研究機関が学術研究を目的に実施する調査がある。)
を行うこととなる。

これらの調査が各段階で適切に行われることにより、はじめて埋蔵文化財保護のため

の的確な行政判断を行うことができる。各段階は相互に密接に関連しており、かつ一連

の流れとなってはじめて埋蔵文化財行政が適切に機能する。各段階で行われる「調査」
は行政措置と不可分に結びついており、それを行政から切り離してしまうと、埋蔵文化
財行政の適切な遂行は不可能になる。

各段階での調査の種類、目的と内容は以下のようにまとめられる。

①把握・周知(分布調査、試掘・確認調査)

法第93・94条の規定により土木工事の届出を必要とする(すなわち法的な保護の対
象となる)周知の埋蔵文化財包蔵地を定め、これを遺跡台帳、遺跡地図等へ登載するこ

とにより国民への周知徹底を図るために、埋蔵文化財包蔵地の所在・範囲を把握するこ

とを目的とする調査である。・一新たな情報に基づき常時更新していく必要がある。出土

品の年代や地形・地目、調査地点とその内容・成果を総合的に勘案し、法的に保護の対

象とするか否かを決定する行政判断と一体となった調査である。

②調整信餅屈確認調査)

法第93・94条の届出等に対応し、埋蔵文化財の保存と開発事業計画とを調整し、埋

蔵文化財の取扱いを決定するために行う発掘調査である。試掘調査は埋蔵文化財の
有無の確認、確認調査はその範囲・性格・内容等の概要の把握を行うためのもので、現

状保存を図るか、あるいは費用負担を求めて記録保存調査の指示等を行うか等の行政
判断と一体となった調査である。・一埋蔵文化財の取扱いを決定するうぇでは、関係す
る既往の諸調査の成果を十分踏まえ、部分的な調査範囲での地形,土層、遺構・遺物
等の限られた情報から、遺跡の範囲・内容・価値等を総合的に判断しなけれぱならない。
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③保存(保存目的調査、記録保存調査)

(ア)保存目的調査

学術上の価値が高い等地域の歴史にとって重要な遺跡について、その現状保存を目

指して遺跡の内容や範囲を把握するために行う発掘調査である。史跡として保護してぃ

くのかそれ以外の手法をとるのか、史跡とする場合には国あるいは地方公共団体の史

跡とするのか等の行政判断と一体となった調査である。

(イ)記録保存調査

法第93・94条の届出等に対し、試掘・確認調査の成果を踏まえて開発事業者と調整

を行い、その結果、やむを得ず現状で保存を図ることができない埋蔵文化財について、
都道府県または指定都市の教育委員会(以下「都道府県教育委員会等」という)による

指示等に基づき、開発事業者の委託により実施される発掘調査である。完掘することに
より遺跡のもつ情報を過不足なく得る必要がある。記録保存の措置を執るという行政判

断は下されているが、調査開始後に試掘・確認調査では予測できなかった成果等により

重要な遺跡であると判明した場合、開発事業者等と再調整を行う必要があり、その結果
によっては、記録保存する旨の方針を変更することもあるため、調査の進行に伴って適

切な行政判断が求められる。

④活用(活用のための調査)

遺跡の整備等、活用のために必要な情報を得るために行う発掘調査である。現状保

存が決定している史跡指定地内での発掘調査は、史跡の保存に重大な影響が及ぶこと

のないよう適切に行われる必要があるので、基本的には整備等の計画・事業について

指導委員会等の指導・助言を受け、その史跡を管理する地方公共団体が法による現状

変更の許可を得たうぇで実施する。

(2)各種の発掘調査の目的と調査主体のあり方

基本的な考え方

行政目的で行う調査は、埋蔵文化財の保護措置として行われるものであり、その成果
は相互に関連する埋蔵文化財行政の各段階における行政措置や施策に的確に反映さ

せ、地域において確実に蓄積し、地域や住民のために将来にわたり守り伝えなけれぱ

ならない。

一方、これらの調査は、前項でみたとおり行政判断との関係において2種に分けること

ができるが、調査主体のあり方についての原則的な考え方は次のとおりである。

分布調査、試掘・確認調査、保存目的調査、活用のための調査

これらの調査は、埋蔵文化財を法的にどのよう1こ保護するのかという行政判断を下す

ために行われる、行政判断と一体となった調査である。

記録保存調査(省略)(本紙Ⅲ一第二章一1-(1)一旺見1犬保存を図ることができな

い場合には、次善の策として記録保存のための発掘調査を行い一→

・一以下省略〆
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改訂履歴

改訂1版:2018年(平成30年)11月30日金曜日養生所を考える会代表池知和恭

1.".『埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等について』庁保記第七玉号平成十年九月二十九日各都道府県教育委員会教育長文化庁次長より抜粋(別紙2)
記録保存のための発掘調査その他の措置を行う場合の基本的な考え方(1)工事前の発掘調査を要する場合の基本的な考え方に
1 工事により埋蔵文化財が掘削され、破壊される場合は発掘調査を行うものとすること (省略)を追加2 3 〆

以上



埋蔵文化財保護行政における代表的な文化庁次長通知及び委員会報告(抜粋)
2018年(平成30年)11月23日金曜日養生所を考える会代表池知和恭

1.『公共工事の実施と埋蔵文化財の保護に係る連絡調整体制の整備について』

各都道府県教育委員会教育長あて

埋蔵文化財の保護を図りつつ、開発事業を円滑に進めるためには、開発関係部局と文

化財保護担当部局との連絡調整体制を緊密に行うことが必要であります。このため、こ

れまで、昭和五六年七月二四日付け庁保記第一七号、昭和六0年一二月二0日付け

庁保記第一0二号、平成五年一一月一九日付け庁保記第七五号及び平成八年一0

月一日付け庁保記第七五号で通知してきたところであり、これらの通知を踏まえ、貴教

育委員会及び貴管下各市町村(特別区を含む。以下同じ。)教育委員会並びに関係機

関の御協力により、逐次必要な措置が講じられているところであります。

公共工事の実施と埋蔵文化財の保護に係る連絡調整体制の整備について

しかしながら、この点については、「公共工事コスト縮減対策に関する行動指針」(平成

九年四月四日公共工事コスト縮減対策関係閣僚会議策定)及び「文教施設における公

共工事コスト縮減対策について」(平成九年四月二二日付け文施指第一四四号文部事

務次官通知)1こおいて、公共工事に係る埋蔵文化財の取扱い等に関し、公共工事担当

部局と文化財保護担当部局との連絡調整システムの整備を行うよう求められているとこ

ろであり、公共工事担当部局と文化財保護担当部局との連絡調整について、なお一層

の改善を図る必要があると考えられます。

庁保記第一八三号

平成九年八月七日

ついては、貴教育委員会におかれましては、左記の事項に御留意のうぇ、公共工事に

伴う埋蔵文化財の取扱い等に係る公共工事担当部局と文化財保護担当部局との連絡

調整体制を早急に整備されるようお願いします。

文化庁次長通知

おって、前記の「公共工事コスト縮減対策に関する行動指針」及び「文教施設における

公共工事コスト縮減対策について」1こおいては、その実施状況のフォローアップを行い、

公共工事コスト縮減対策関係閣僚会議に報告することとなっていますのでご承知おき願

います。

なお、本通知については、公共工事担当省庁と協議済みのものであり、文化庁では、併

せて、各都道府県知事宛に、各都道府県の公共工事担当部局が教育委員会へ協力す

るよう依頼するとともに、公共工事担当省庁に対して、関係地方支分部局等の公共工事

担当部局が教育委員会へ協力するよう依頼していることを申し添えます。

記
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国、都道府県等の行う公共工事に係る埋蔵文化財の取扱いに関する連絡調整体

公共工事に係る埋蔵文化財の適切な取扱いのためには、公共工事担当部局と文化財

保護担当部局との連絡調整を一層密にする必要がある。

このため、各都道府県教育委員会は、別図を参考にして、国、公団、都道府県、都道府県
の公社が発注する公共工事に伴う埋蔵文化財の取扱いに関し、教育委員会とこれらの

公共工事担当部局との定期的な連絡調整の場を設け、以下のような措置を講ずること。

(ー)事業計画等の情報交換

教育委員会は、公共工事担当部局に対し、埋蔵文化財に関する情報提供行うとともに、

公共工事担当部局の今後の事業計画について情報収集を行い、当面の予定のみなら

ず、計画の初期段階にあるものも含め、できる限り長期間にわたっての事業の計画を把

握するよう努めること。

(ニ)埋蔵文化財の取扱い等に関する協議

教育委員会は、把握した事業予定地のうち、必要なものについては、できる限り速やか

に現地踏査、試掘調査、確認調査により埋蔵文化財包蔵地の有無及びその内容を確

認し、その結果を公共工事担当部局に示すこと。

事業予定地に埋蔵文化財包蔵地の存在が確認された場合は、当該埋蔵文化財の保存

の要否、発掘調査を要する場合の発掘調査範囲、期間や経費の見積もり等を含め、そ

の取扱いについて協議を行うこと。

(三)次年度調査体制等に関する調整

公共工事担当部局の事業実施計画を踏まえ、発掘調査を実施する日程・体制について

調整を行うこと。

市町村の行う公共工事に係る埋蔵文化財の取扱いに関する連絡調整体制^

各都道府県教育委員会は、市町村が発注する公共工事に伴う埋蔵文化財の取扱いに

関し、ーに準じて、各市町村教育委員会が当該市町村の公共工事担当部局との連絡調

整体制を整備し、その取扱いを適切に行うよう指導すること。

その他Ξ

(ー)連絡調整のスケジュールについては、各都道府県の実状に応じて適宜定めるが、

次年度の埋蔵文化財調査の円滑な実施に支障を生じないよう配慮すること。

(ニ)連絡調整の場においては、発掘調査に伴い出土した文化財の展示等、発掘調査

の成果を活用することについても、積極的に検討を行うこと。 〆

( 2/28 )
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11.『埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等について』

各都道府県教育委員会教育長

標記のことについては、これまで数次にわたり通知したところであり、貴教育委員会、

貴管内各市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会及び関係機関の御努力に

より、逐次必要な措置が講じられ、各地方公共団体における埋蔵文化財行政の改善・

充実が図られてきているところであります。

しかしながら、この数年来、平成6年7月の規制緩和に関する閣議決定、平成7年11

月の総務庁による勧告等において、埋蔵文化財の保護と開発事業との適切な調整、発

掘調査の迅速化、発掘調査に係る費用負担の明確化等が指摘されるなど、埋蔵文化

財の保護と発掘調査に関する施策の一層の充実と適切な実施が求められています。

また、当庁では、平成6年度から「埋蔵文化財発掘調査体制等の整備充実に関する調

査委員会」を設け、埋蔵文化財行政に関する基本的な事項について順次調査研究を

行っており、平成9年度においては、埋蔵文化財の把握と周知、開発事業に伴う発掘調

査の取扱い等についての調査研究を行い、平成10年6月、その報告を受けたところで
あります。

これらの状況を踏まえ、貴教育委員会におかれましては、特に下記の事項に留意の

上、埋蔵文化財行政の改善・充実に努めるようぉ願いします。また、管内の市町村教育

委員会に対しこの趣旨の周知が図られるようお願いします。

本通知により、昭和56年7月24日付け庁保記第17号、昭和60年12月20日付け庁

保記第102号、平成5年11月19日付け庁保記第75号の「埋蔵文化財の保護と発掘

調査の円滑化について」及び平成8年10月1日付けの庁保記第75号の「埋蔵文化財

の保護と発掘調査の円滑化等について」の各通知は廃止します。

埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等について(通知)

庁保記第七五号

平成十年九月二十九日

文化庁次長

1 基本的事項

(1)埋蔵文化財保護の基本的な考え方

埋蔵文化財は、国民共通の財産であると同時に、それぞれの地域の歴史と文化に根
ざした歴史的遺産であり、その地域の歴史・文化環境を形作る重要な要素であることか

ら、基本的には各地域で保存・活用その他の措置を講ずるという理念に基づいて諸施

策を進めること。

(2)埋蔵文化財保護に関する諸施策の推進

埋蔵文化財の保護に当たっては、市町村、都道府県、国それぞれの観点から保護を
要する重要な遺跡の条例や法律による史跡指定等の推進、埋蔵文化財行政に係る体

制の整備・充実、発掘調査体制・方法の改善等に積極的に取り組むこと。

(3)開発事業者等への対応の基本

記
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埋蔵文化財に関する開発事業者との調整や発掘調査その他の措置に関しては、事業

者その他関係者に対し埋蔵文化財保護の趣旨を十分説明し、その理解と協力を基本と

して進めること。

(4)関係部局との連携

埋蔵文化財の保護行政は、各地方公共団体における開発担当部局等、教育委員会

以外の関係部局との連絡・協調の下に進めること。

(5)客観化・標準化の推進

埋蔵文化財の保護に関する行政は、保護の対象が地下に埋もれているため的確に把
握することが困難であり、また、その内容や所在状況がきわめて多様であるため必ずし

も定量的な基準に即して行うことに適しない面があるものの、その施策について国民の

理解と協力を得るために、可能な限り客観的,標準的な基準を設け、それに即して進め

ること。

(6)広報活動等の推進

埋蔵文化財の保護とそのために講ずる諸措置に関しては、発掘調査成果の公開や文

化財保護施策に係る広報活動等に積極的に取り組むことにより、埋蔵文化財行政につ

いて広く国民の理解を得、その協力によって進めること。

2 埋蔵文化財行政の組織・体制のあり方とその整備・充実について

(1)地方公共団体における体制の整備・充実(省略)

(2)市町村の役割及び体制の整備・充実

埋蔵文化財は地域の歴史と文化に根ざした歴史的遺産であることから、地域の埋蔵

文化財の状況を適切に把握することができる市町村が重要な役割を果たすことが必要

である。ー・(以下省略)

(3)都道府県の役割及び体制の整備・充実

都道府県は、大規模な、あるいは複数の市町村にまたがる埋蔵文化財の保護及びこ

れらに係る開発事業との調整・発掘調査を行い、重要な遺跡の保存・活用等を推進する

とともに、管内の市町村における埋蔵文化財保護行政に関する指導・援助及び連絡調

整を行うことが求められる。

特に、埋蔵文化財保護の具体的な内容が市町村ごとに大きな差異を生ずることを避

け、行政の客観化・標準化を進めるためには、各都道府県教育委員会において、保護

の基本となる方針や標準を定め、それを基に管内の市町村を指導することが望ましい。

ー・(以下省略)

(4)地方公共団体間の専門職員の相互派遣(省略)

(5)発掘調査を業務とする財団その他の組織・機関のあり方(省略)

(6)民間調査関係組織の適切かつ効果的な導入(省略)

(ア)発掘調査に関連する各種の業務について(省略)

(イ)発掘調査について(省略)

3 開発との調整について

埋蔵文化財の保護と開発事業の調整は、事業者の理解と協力の上に成り立つもので

あることを踏まえ、次の各事項に留意の上、遺漏の無いよう措置されたい。なお、公共

事業の実施と埋蔵文化財の保護に係る調整については、平成9年8月7日付け庁保記

第183号「公共工事の実施と埋蔵文化財の保護に係る連絡調整体制の整備について」
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により通知したところであり、連絡調整体制の整備により努めていただきたい。

(1)関係部局との連携体制の確保による計画の早期把握

各地方公共団体における開発事業者に対して指導等の行政を相当する部局との間の

連携を強化し、各部局に関係する開発事業計画の早期把握と適切な事前調整に努める

こと。

(2)事業者との調整事業者との間で開発事業計画と埋蔵文化財保護との調整を行うに

当たっては、次の各事項に留意する必要がある

1、 2、 3、 4、 5、(省略)

(3)発掘調査の円滑・迅速化

開発事業との調整の結果行われる記録保存のための発掘調査については、効率的

に進めるため、次の各事項に留意する必要がある。

1、 2、 3、(省略)

4.埋蔵文化財包蔵地の把握と周知について

埋蔵文化財包蔵地の所在・範囲を的確に把握し、これに基づき保護の対象となる周知

の埋蔵文化財包蔵地を定め、これを資料化して国民への周知の徹底を図ることは、埋

蔵文化財の保護上必要な重要事項である。周知の埋蔵文化財包蔵地は、法律によって

等しく国民に保護を求めるものであるから、その範囲は可能な限り正確に、かつ、各地

方公共団体間で著しい不均衡のないものとして把握され、適切な方法で定められ、客観

的な資料として国民に提示されなけれぱならない。

このため、都道府県教育委員会においては、平成10年6月の埋蔵文化財発掘調査体

制等の整備充実に関する調査研究委員会による報告「埋蔵文化財の把握から開発事

前の発掘調査に至るまでの取扱いについて」(以下「報告書」という。)の第1章、2を参

照の上、次の各事項に留意の上、必要な措置を講ずることとされたい。

(1)埋蔵文化財として扱うべき遺跡の範囲

何を埋蔵文化財とするかについては、次の1)に示す原則に則しつつ、かつ2)に示す

要素を総合的に勘案するとともに、地域における遺跡の時代・種類・所在状況や地域的

特性等を十分考慮して、各都道府県教育委員会において、一定の基準を定めることが

望ましい。

なお、埋蔵文化財とする範囲は、今後の発掘調査の進展による新たな発見や調査事

例の蓄積、研究の進展により変化する性格のものであるので、上記の基準は適宜合理

的に見直すことが必要と考えられる。

1)埋蔵文化財として扱う範囲に関する原則

1 おおむね中世までに属する遺跡については、原則として対象とすること。

2 近世に属する遺跡については、地域において必要なものを対象とすることがで訟之。

3 近現代の遺跡については、地域において特に重要なものを対象とすることができる之。

2)埋蔵文化財として扱う範囲の基準の要素

遺跡の時代・種類を主たる要素とし、遺跡の所作する地域の歴史的な特性、文献・絵

図・民俗資料その他の資料との補完関係、遺跡の遺存状況、遺跡から得られる情報量

等を副次的要素とすること。

(2)埋蔵文化財包蔵地の把握と周知の埋蔵文化財包蔵地としての決定

埋蔵文化財包蔵地の所在・範囲の把握は、地域に密着して埋蔵文化財の状況を適切

に把握することができる市町村教育委員会が行うこと。ただしー・(省略)・ー
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埋蔵文化財包蔵地の所在・範囲は、これまでに行われた諸調査の成果に加え、今後、

埋蔵文化財包蔵地の所在・範囲の把握を目的として行う分布調査、試掘、確認調査そ

の他の調査の結果によって的確に把握し、常時新たな情報に基づいて内容の更新と高

精度化を図ること。なお、これまで所在のみが把握され必ずしも範囲が明確に把握され

ていなかった埋蔵文化財包蔵地については、早急、に所要の調査等を行い、順次範囲を

把握すること。

上記によって把握された埋蔵文化財包蔵地については、都道府県教育委員会が、関

係市町村の教育委員会との間でその所在・範囲についての調整を行い、周知の埋蔵文

化財包蔵地として決定すること。

(3)周知の埋蔵文化財包蔵地の所在・範囲の資料化と周知の徹底

上記(2)により都道府県教育委員会が決定した周知の埋蔵文化財包蔵地については、

都道府県及び市町村において、「遺跡地図」、「遺跡台帳」等の資料に登載し、それぞれ

の地方公共団体の担当部局等に常備し閲覧可能にする等による周知の徹底を図ること。

また、必要に応じて、関係資料の配布等の措置を講ずること。

この資料については、都道府県と市町村が内容として共通のものを保有することとす

るとともにー・(省略)・ー

なお、資料への表示としては、埋蔵文化財包蔵地の区域は、原則として、その範囲を

実線で明確に示すこと。また、遺跡が完全に消失した地域の表示や遺跡の重要性に応

じた表示など、表示方法を工夫することも開発事業者倶卜文化財保護行政側の双方に

とって有効なことと考えられる。

5 試掘・確認作業について

周知の埋蔵文化財包蔵地の適切な範囲の決定、開発事業と埋蔵文化財の取扱いの

調整、あるいはその調整の結果必要となった記録保存のための発掘調査の範囲及び

調査に要する期間,経費等の算定のためには、あらかじめ当該埋蔵文化財の範囲・性

格・内容、遺構・遺物の密度、遺構面の数と深さ等の状況を的確に把握しておくことが求

められる。また、開発に対応して埋蔵文化財の所在地において盛土等を行うに際しても、

後述の6(3)のとおり、一定の記録を残しておくことが求められる。

このため、各教育委員会においては、それぞれの目的に応じて必要な知見や情報を

得るために、十分な分布調査や試掘調査(地表面の観察等からでは判断できない場合

に行う埋蔵文化財の有無を確認するための部分的な発掘調査)、確認調査(埋蔵文化

財包蔵地の範囲・性格・内容等の概要までを把握するための部分的な発掘調査)を行う

ことが必要である。各地方公共団体においては、このような試掘・確認調査の重要性及

び有効性を十分に認識し、これを埋蔵文化財の保護や開発事業との調整等の仕事の

中に的確に位置付け、その十分な実施を確保できる職員の配置等の体制整備を図ると

ともに、より効率的な試掘・確認調査のための方法の改良等に努める必要がある。

なお、開発事業が計画されている区域において改めて分布調査や試掘・確認調査を

行う場合は、事業者その他の関係者の十分な理解を得ておくことが必要である。

6 開発事業に伴う記録保存のための発掘調査等について

(1)記ε剥呆存のための発掘調査の要否の判断

周知の埋蔵文化財包蔵地における開発事業と埋蔵文化財の取扱いについての調整

の結果、現状保存することができないこととされた遺跡については、記録保存のための
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発掘調査その他の措置を執ることとされているが、どのような取扱いにするかにっいて

は、第一にその工事区域が地下遺構の内容が状況等の観点で発掘調査を要する範囲
に含まれるかどうか、第二に工事の内容が地下遺構に与える影響の観点で記録保存の
措置を必要とする場合に当たるかどうかを判断して定める必要がある。

この2点についての基本的な考え方は別紙1及び2のとおりであるので、各教育委員
会においては、これを踏まえ、「報告書」の第3章及び第4章を参照の上、必要な措置を
講ずることとされたい。

特に、別紙2の各項に示す事項の中には、実際に適用する上では地域的な特性や従
前の取扱いとの関連において更に細目的な基準を必要とするものがあるので、それら
については、各都道府県教育委員会において、各地方ブロックで策定された基準又は
現在検討中の基準を踏まえる等により工事の種類ごとの取扱い及び数値の適用基準を
定めることとされたい。

なお、この適用基準は、埋蔵文化財保護に関する理念の変化や技術的な進歩に伴っ
て変更されていく性格のものであるから、今後、適切に検討の上、見直しを図っていく必
要がある。

(2)記録保存のための発掘調査の範囲の決定

個々の開発事業についてどのような措置を執るか、また、本発掘調査を行う場合の調
査範囲については、上記(1)1こ基づき判断することになるが、試掘・確認調査等により
遺跡の性格や内容等を十分に把握した上、専門的な知識及び経験を踏まえて適切に示
すことが必要である。このため、ー・(省略)・ー

(3)盛土等とその留意事項(省略)

7 発掘調査の経費等について

8 発掘調査成果の活用等による保護の推進

(1)埋蔵文化財の保護については広く国民の理解を求め、その協力によって進めること

が肝要であることから、各地方公共団体及び関係の機関において、発掘調査現場の公
開、調査成果のわかりやすい広報、出土品の展示、その他埋蔵文化財保護に関する事
業の実施を積極的に進めることとされたい。なお、出土品については、平成9年8月13
日付け庁保記第182号「出土品の取扱いについて」を踏まえ、その積極的な活用に努
めることとされたい。

(2)発掘調査終了後は、可能な限り速やかに調査結果の客観的資料化を行い、発掘調
査報告書の早期作成とその公表に努めることとされたい。〆

(省略)

(男嫌氏1)

発掘調査を要する範囲の基本的な考え方

(1)遺構の所在する場所にあたっては、遺構が単独の場合は個々の遺構のみを範囲と
し、遺構が歴史的な意味あいを持つ群をなす場合はその群全体の範囲(外側の遺構を
順次結んで囲まれる範囲)とすること。また、ごく少数の遺構が互いに離れて存在する場
合は、各遺構のみを範囲とするか、これらを含む区域全体を範囲とするかは、その遺構
の時代や歴史的意味・性格等を考慮して判断すること。遺跡の中の空閑地につぃては
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遺跡の時代や性格等を考慮し、広場等歴史的意味があると考えられる場合は、原則と
して遺構の範囲に含めること。祭祀遺物が分布する区域あるいは廃棄された遺物が集
積する区域等のように、顕著な遺構がなくとも出土状況に意味のある遺物が所在する

範囲は、遺構に含めること。

(2)遺物包含層のみの場合は、遺物の出土状況に基づいて、一定の量の遺物がまと
まって所在する区域を範囲とし、遺物が散漫に所在する区域は範囲から除外すること。
ただし、出土状況の判定に当たっては、地域性や遺跡の時代→生格等を十分に考慮す
る必要があり、遺物の出土が散漫な区域であっても地域や時代性等の特性(例えぱ旧

石器時代や縄文時代草創期等、本来遺物が多量に出土することの稀な時代の場合)を
考慮して範囲に含めるかどうかを判断すること。

(3)規格性のある区画や類似する構成・性格の遺構が連続しており一部の遺構の在り
方から全体が推定できる場合(例えぱ田畑及び近世の都市・集落等を構成する道路・木
樋イ則溝等)は、地域性、遺構の残存状況(現在の市街地との重複等)、発掘調査で得ら
れる情報の内容、考古学的情報以外の資料から得られる情報(古文書等の資料の有
無)等の諸要素を総合的に勘案し、本発掘調査を要する範囲を判断すること。〆

(別紙2)

記録保存のための発掘調査その他の措置を行う場合の基本的な考え方

(1)工事前の発掘調査を要する場合の基本的な考え方

1 工事により埋蔵文化財が掘削され、破壊される場合は発掘調査を行うものとするこ
と。

2 掘削が埋蔵文化財に直接及ぱない場合であっても、工事によって地下の埋蔵文化
財に影響を及ぼすおそれがある場合や、一時的な盛土や工作物の設置の場合であっ
ても、その重さによって地下の埋蔵文化財に影響を及ぼすおそれがある場合は、発掘
調査を行うものとすること。

3 恒久的な工作物の設置により相当期間にわたり埋蔵文化財と人との関係が絶たれ、

当該埋・蔵文化財が損壊したのに等しい状態となる場合は、発掘調査を行うものとするこ
と。これを事業の種類ごとに、工事の性質内容に即して、当該工作物の設置あるいは盛

土の施工後であっても必要な場合は発掘調査が可能か否かの観点から具体的に示す
と、次のとおりである。

0道路等(省略)

0ダム・河川(省略)

0恒久的な盛土・埋立(省略)

0建築物(省略)

(2)いわゆる「工事立会」、「慎重工事」を要する場合の基本的な考え方

発掘調査を要しない場合で、いわゆる「立会工事」、「慎重工事」の措置を必要とする

場合とその内容は、次の基本的な考え方によること。

1 対象地域が狭小で通常の発掘調査が実施できない場合及び工事が埋蔵文化財を
損壊しない範囲内で計画されているが現地で状況を確認する必要がある場合には、エ
事の実施中地方公共団体の専門職員が立ち会うものとすること。

なお、その際、遺構が確認される等のことがあった場合はその記録を採る等適切な措
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置を講ずること。

2 遺構の状況と工事の内容から、発掘調査、工事立会の必要がないと考えられる場

合は、埋蔵文化財包蔵地において工事を行うものであることを認識の上慎重に施工し、

遺構・遺物を発見した場合は地方公共団体と連絡をとるよう求めるものとすること。
〆
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Ⅲ.『埋蔵文化財の保存と活用(報告)一地域づくり・ひとづ4熔めざす埋蔵文化財保護行政一』

はじめに

埋蔵文化財は、国や地域の歴史と文化の成り立ちを明らかにするうえで欠くことので

きない国民の共有財産である。それを適切に保護し、開発事業との円滑な調整を図るう

えで行政上必要とされる事項に関する基本的な方向を検討することを目的として、平成

6年10月に「埋蔵文化財発掘調査体制等の整備充実に関する調査研究委員会」(以下

「委員会」という。)が設置された。

委員会は、これまで、埋蔵文化財保護政策(以下「埋蔵文化財行政」という。)1こ関する

諸課題を検討し、その結果については以下のとおり、報告・提言してきている。

・『埋蔵文化財保護体制の整備充実について』(平成7年12月)

,『出土品の取扱いについて』(平成9年2月)

・『埋蔵文化財の把握から開発直前の発掘調査に至るまでの取扱いについて』(平成10

年6月)

・『埋蔵文化財の本発掘調査に関する積算基準について』(平成12年9月)

・『都道府県における地方分権への対応及び埋蔵文化財保護体制等についての調査結

果について』(平成13年9月)

・『出土品の保管について』(平成15年10月)

・『行政目的で行う埋蔵文化財の調査についての標準』(平成16年10月)

文化庁では、上記の報告を踏まえ、都道府県教育委員会への諸通知等を行い、現在、

各地方公共団体において所要の施策が実施されているところである。

以上のように、これまでの課題は、主として開発事業に伴う埋蔵文化財の取扱いと、そ

れに関する発掘調査の実施に関する事であった。しかし、国民の意識が変化し、文化財

や環境に対する関心が高まるなか、これまでの埋蔵文化財行政のあり方を見直し、今

後の埋蔵文化財行政を展望し、それに応じた体制と理念を構築する必要から、「今後の

埋蔵文化財保護行政の展開と体制整備」について検討を行うこととした。課題としては、

埋蔵文化財の保存と活用のあり方、それに伴う発掘調査を含めた体制整備のあり方を

大きな柱としていたが、それぞれ別に報告した方がまとまりがいいと考えられるように

なったことから、当初の予定を変更し、まず「」として本報告を刊行し、引き続き発掘調査

を含めた体制整備のあり方についての検討を進めることとした。

検討は、平成16年1月から委員会を3回、委員会に併置された都道府県・市町村の

教育委員会及びその関係機関の実務担当者からなる協力者会議を6回開催して行った。

会議と併行して実態調査に基づく現状分析や事例研究も行い、埋蔵文化財の多様な意

義と価値を確認しつつ、その積極的な保存の視点、あり方としてとるべき施策を検討し

た。

本委員会としては、この検討結果をまとめ、報告・提言するものであるが、文化庁及び

各地方公共団体においては、本報告を踏まえ、埋蔵文化財行政が全体として保存と活

用を含めバランスのとれた施策を進め、埋蔵文化財の保護がより一層積極的に図られ

ることを期待するものである。

平成19年2月1日

埋蔵文化財発掘調査体制等の整備充実に関する調査研究委員会
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最後に、検討に参加した委員・協力者及び、調査等にご協力いただいた関係機関なら

びに関係者の方々に感謝申し上げる。

序章本報告の目的

埋蔵文化財とは

文化財保護法によれぱ、埋蔵文化財は文化財が土地に埋蔵されている状態の総称で

ある。具体的には集落跡・古墳・城跡といった遺跡、そこから出土する土器・石器・埴輪

といった遺物(保存と活用の対象となるのは文化財保護法により文化財とされたもので

あることから、以下では「出土文化財」を用いることもある。)がこれに当たる。現在、埋

蔵文化財を包蔵する土地として知られている場所(「周知の埋蔵文化財包蔵地」。一般

的にはこれが「遺跡」と言われている。)ほ全国で約44万か所に達する。

こうした埋蔵文化財は、記録では知ることのできない国や地域の豊かな歴史と文化を

いきいきと物語るものである。したがって、これらは個性豊かな地域の歴史的・文化的環

境を形づくる重要な素材・資産であり、国民共有の貴重な財産であるとともに、これらを

とおして国や地域に対する誇りと愛着をもたらす精神的な拠り所となる。

埋蔵文化財に対する社会的要請

日本では、昭和30年代以降、経済的な発展と社会的基盤の整備が進められ、人々の

暮らしが豊かになった反面、国土や自然環境は大きく変貌し、家族を含めた社会におけ

る人間関係、生活様式も大きく変わり、たくさんの大切なものを失ってきた。こうしたなか、

人々は失ったものを取り戻そうと、心の豊かさや潤いのあるくらしを求め、生涯にわたる

学習意欲を高め、自然や歴史・文化を大切にし、環境に配慮した生活空間を希求するよ

うになってきている。こうした社会的要請に応えるうえで、地域の歴史や文化を具体的に

語りかける遺跡をはじめとする各種の文化財が果たす意義はきわめて大きい。今、それ

に対する住民の関心や期待は、確実に高まってきている。

また、現在、市町村合併等により地域の再編が進んでいる。遺跡や文化財を有効な素

材として活用することは、各地方公共団体にとって必要なアイデンティティを確認し、新

たなシンボルを形成していくうえで、重要な施策となる。

埋蔵文化財を取り巻く状況は変わってきている。埋蔵文化財は、こうした社会からの要

請、行政的な必要に応えていくことができる格好の素材であり、埋蔵文化財行政はそれ

に対応することが求められる。

これからの埋蔵文化財行政は何を目指すのか

これまでの埋蔵文化財行政は、開発事業等に関連する遺跡の保存と事業計画の調整、

現状保存することができない遺跡についての記録保存を行うための発掘調査の実施に

多大な努力を払ってきた。その結果、開発事業計画を変更して現状保存された遺跡が

増えるとともに、地域の歴史や文化のあり方を明らかにする膨大な出土文化財と調査記

録が蓄積された。

しかし、地域にとっての重要な遺跡が現状保存されない場合も多く、膨大な発掘調査

への対応に追われてきたとはいえ、蓄積された成果を十分に活用するに至っていない

場合等、埋蔵文化財行政全体としては適切に機能していないところも一方ではある。

一今なぜ埋蔵文化財の保存と活用かー

図1 これからの埋蔵文化財行政
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これからの埋蔵文化財行政は、社会からの要請を踏まえ、埋蔵文化財を保存し未来
に継承するとともに、国民・地域住民がその多様な価値により豊かな生活を享受できる

よう活用を積極的に進めるため質的転換・向上を図ることが必要であり、現在はまさに

そのための絶好の時期である。そうすることにより、国民・地域住民が国や地域に対し

て誇りと愛着をもち、個性ある地域づくり・ひとづくりを実現することができるようになると

いえよう。

第1章埋蔵文化財の保存・活用とその意義

1.埋蔵文化財を保存し活用する必要性

(1)文化財保護法が求めていること

文化財保護法は「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もって国民の文化的向上

に資するとともに、世界文化の進歩に貢献すること」(第1条)を目的として、政府・地方

公共団体は「文化財が我が国の歴史・文化等の正しい理解のために欠くことのできない

ものであり、且つ将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し」、「その

保存が適切に行われるように、周到の注意をもってこの法律の趣旨の徹底に努めなけ

れぱならない」(第3条)としている。

このように、文化財保護法では文化財について

①国民の文化向上に資すること(第1条)

②日本の歴史・文化を正しく理解すること(第3条)

③将来の文化の向上発展の基礎となること(第3条)

につなげていくことを求めている。そのためには、文化財を確実に保存し、将来に伝える

ことだけでは十分ではなく、国民がその多様な価値を認識し、幅広く享受することができ

るよう、積極的に公開・活用する必要がある。

そして国と地方公共団体は、それぞれ具体的な施策をもってその推進にあたることが求
められる。

文化財には有形文化財・無形文化財・民俗文化財・記念物・文化的景観・伝統的建造

物群等があり、埋蔵文化財はそれらが土地に埋蔵されている場合を捉えた類型として

文化財保護法に別の制度が規定されているが、保存と活用が求められる点は文化財と
同様である(資料編PI02参照)。

(2)文化審議会文化財分科会企画調査会の提言

また、平成13年11月16日、文化審議会文化財分科会企画調査会が行った、今後の

文化財の保存と活用のあり方に関する報告『文化財の保存・活用の新たな展開一文化
遺産を未来に生かすためにー』においては、検討の視点として以下のことがらが示され

た。

①幅広い連携協力による文化財の保存・活用

②文化財の公開・活用の促進

③文化財の種別・1生質に応じた多様な保存手法の導入
④人々の文化財への理解と愛情と参加を促進する文化財行政
⑤文化財を通じた国際交流・国際協力の推進

これらは、埋蔵文化財の保存と活用を進めるうぇでも大きな指針となるものであり、こ
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うしたことがらに基づき諸施策が行われる必要がある(資料編PI04参照)。

2.埋蔵文化財の多様な意義

埋蔵文化財の保存と活用を推進するためには、その意義を正しく認識しておく必要が

あり、まず埋蔵文化財のもっている意義を整理し、確認しておくこととする。

(1)歴史的・文化的資産としての意義

埋蔵文化財は国や地域の歴史や文化の成り立ちを明らかにするうぇで、欠くことので

きない歴史的・文化的資産である。とりわけ、政治・文化の中心寸也だけでなく各地域に数

多く普遍的に、しかもあらゆる人々に関して存在するが、それぞれは個性的である点が

大きな特徴である。また、埋蔵文化財は文字や記録のない時代においては唯一の資料

であり、文字や記録がある時代においても、人々の生活や生産・生業等、通常文字で記

録されることの少ないことがらを明らかにすることのできる資料でもあるという点で学術

的価値ももっている。

埋蔵文化財は、多様な地域・時代・分野にわたる価値をもっているのであり、この個性

豊かな埋蔵文化財こそ、国や郷土への理解・愛着の本源となる。

(2)地域及び教育的資産としての意義

地域の資産としての意義

埋蔵文化財はその土地の履歴を具体的に物語るもので、地域のアイデンティティを確

立し、歴史を生かした個性ある地域づくりを進めるうぇで重要な要素のーつとして生か

すことができる。

心の豊かさや潤いのある生活を求める住民にとって、悠久の歴史的・文化的環境のな

かで暮らすことはことは心地よいものであり、その地域ならではの歴史的・文化的資産

は、存在そのものが生活環境において大きな癒しの効果をもっている。そして、史跡指

定等により現状保存された遺跡、重要文化財等に指定された出土文化財をはじめ、地

域にとって重要な遺跡や出土文化財は、地域の活性化に貢献し、場合によっては産業

の育成や観光に結びつくこともある等、地域づくりを進めるうぇで多様な価値をもってい

る。発掘調査によって明らかとなった過去の災害情報や土地利用の変遷等は、地域の

防災計画等に生かすことも期待される。

教育的資産としての意義

土の中から掘り出される遺キ静遺物は、先人が実際に倉1りあげ、かつ使ったものそのも

のである。住民にとって、それらに直に触れることは自分たちの祖先と時代を超えて直

接対話することであり、国や地域の歴史や文化に対するあこがれや知的好奇心を刺激

するものである。埋蔵文化財は親しみやすい教材として、学校教育における社会科や歴

史の学習に役立たせることができる。

また、埋蔵文化財を通して、現在の生活の礎を築いた祖先に対する畏敬の念を育み、

生きる知恵や力、あるいは自然との共生や生命への尊厳等の心を学ぶこともでき、今日

の社会問題を見つめ直す教材として学校教育における諸活動、さらには生涯学習で活

用することもできる。

このほか、体験学習等の諸事業は、地域や世代や様々な立場を超えた多くの人々が

交流する機会となり、埋蔵文化財に直接触れる機会は、障害者や高齢者の社会参加の

( 13/28 )



場を提供することにもなる。さらに、埋蔵文化財の内容や先人たちによりその土地が今

日まで守り伝えられてきた背景を知ることは、住民の文化財保護意識の向上に貢献す

ることも期待される。

第2章埋蔵文化財のあり方並びに保存と活用についての現状と課題

1.埋蔵文化財行政に求められる保存と活用のあり方

(1)埋蔵文化財行政の本来のあり方

埋蔵文化財行政の基本

埋蔵文化財行政の基本、本来のあり方は、地域に所在する埋蔵文化財を正確に把握

し、それぞれの内容・価値に応じて適切に保存し活用することである。埋蔵文化財は土

地に埋蔵された状態を保持していることに意味があることから、現在ある状態のまま将

来に伝えていくことが第一義である。

しかし、その価値を損なう開発事業等に対しては、事業計画との円滑な調整を図りつ

つ、重要な遺跡については史跡指定を図る等により現状保存し、積極的に公開・活用す

ることが求められる。現状保存を図ることができない場合には、次善の策として記録保

存のための発掘調査を行い、その成果である出土文化財や調査記録・発掘調査報告書

を確実に保存することが求められる。そして、それらをもとにした調査報告を行うことによ

り、埋蔵文化財のもつ価値を国民・地域住民に還元していく必要がある。

埋蔵文化財行政の構造

以上のような埋蔵文化財行政の構造は次のとおりである。

①把握・周知

遺跡の所在と内容等を把握し、その存在を広く国民に周知することである。

②調整

開発計画が生じた場合、埋蔵文化財の保存と事業計画を調製し、埋蔵文化財の取

扱いを決定することである。

③保存

原則として遺跡を現状のまま後世に保存する措置をとり(現状保存)、やむを得ず、

そうした措置をとることができない場合、発掘調査等によって埋蔵文化財の記録を作成

し、それを保存する信己録保存)ことである。

④活用

現状保存された遺跡の整備や記録保存のための発掘調査による出土文化財等の

諸施設による展示等によって、国民・地域住民がその価値をさまざまなかたちで享受で

きるようにすることである。公開は、活用手法のーつである。

⑤調査

以上の各段階において、さまざまな目的で行われる調査のことである。すなわち、①

「把握・周知」における分布調査や試掘・確認調査、②「調整」における試掘・確認調査、

③「保存」における現状保存のための確認調査と記録保存のための発掘調査、④「活

用」における整備等に必要な情報を得るための発掘調査等である。このうち、記録保存

のための発掘調査が、調査全体のなかでかなりの部分を占めている。

埋蔵文化財行政は、以上の各段階で適切な措置をとる必要がある。特に「活用」は、

それが適切に行われることによって、国民・地域住民が埋蔵文化財の価値を認識し、こ
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のことが、その後の「把握・周知」や「調整」の、より良いあり方に資することになる。

なお、「保存」と「活用」に関しては、相互に密接な関係にある。特に留意しなけれぱな

らないのは、活用のための措置、たとえぱ遺跡の整備・公開や出土文化財の展示等が、

遺跡や出土文化財の保存にとって支障となることがあってはならない点で、両者はバラ

ンスよく行う必要がある。

(2)埋蔵文化財の保存と活用の対象

埋蔵文化財の保存と活用を進めるうぇで対象となるものは以下の3つであり、それぞ

れ主な施策を示すと次のとおりである。

①史跡指定等により現状保存の措置がとられている遺跡

遺跡は、遺キ静遺物がともに土地と一体的に存在していることに大きな意味・価値が

あることから、現地で保存し活用することがもっとも望ましい。したがって、このような遺

跡については、遺跡のもつ歴史的・文化的な価値を将来にわたって保存するとともに、

国民・地域住民がその価値を最大限に享受できるよう、活用することが求められる。

②積極的な保存措置がとられていない遺跡

このような遺跡については、史跡の指定等による法的な保存措置を講ずる段階に

至っておらず、また、差し迫った開発事業計画等との調整を要する段階にもなっていな

い場合が多いので、さまざまな手法を駆使してその保存と活用を図る必要がある。

これらの保存と活用の措置を講じるうぇでは、所在は分かっていても遺跡の範囲・内

容や価値が把握されていないものが多いことから、まず試掘・確認調査等によってそれ

らの把握に努める。そして、その価値に着目しつつ、重要なものは国・地方公共団体で

逐次史跡等に指定する等の措置により保存する必要がある。また、そこに開発事業等

が計画された場合には、保存について事業計画との調整を行い、現状保存を図ること

ができないものについては記録保存の措置をとることになる。

③記録保存の措置がとられた遺跡に関する記録類・出土文化財

このような遺跡の場合、遺跡は失われるが、発掘調査によりその遺跡がもっていい

た歴史的・文化的な意味や事実が明らかになり、遺跡に代わる調査記録・発掘調査報

告書が残される。

図2 埋蔵文化財行政の構造

それらは地域の歴史・文化のあり方を示す資料として、将来にわたり確実に保存すると

ともに活用することが求められる。出土文化財は、調査記録とともに遺跡の歴史的な意

味・内容・価値を示す資料として、適切に保管・管理し公開・活用を図る必要がある。

(3)体制と役割

(ア)糸髭哉・専門職員唄オ政措置

埋蔵文財行政をバランスよく進めるため、各地方公共団体は埋蔵文化財の保存と活

用についての明確な方針をもち、施策が実現できる組織、しかるべき資質と能力を備え

た専門職員、そして適切な財政措置がそれぞれ確保されていなけれぱならない。

図3 保存・活用を図るべき埋蔵文化財
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(イ)役割分担と連携

市町村の役割

埋蔵文化財の保存と活用に関する諸施策を実施するうぇで中心的な役割を果たすの
は、地域と密接に関わる市町村である。市町村は、地域住民の二ーズを直接知る立場
として、それを集約しきめ細かい保存・活用施策を企画・実践していくことが求められる。
この市町村の活動が地域住民と埋蔵文化財をつなぐ原点となる。したがって、市町村は
こうした措置を適切に行うことができる体制を整備する必要がある。

都道府県の役割

都道府県は、市町村域を超えて包括する立場から、地域の歴史や文化の特徴を把握
し、各市町村の実情を踏まえたうぇで、それぞれの市町村の保存・活用に関する諸施策
に対し適切な指導・助言及び財政的支援を行う必要がある。

また、都道府県が保有している発掘調査成果や出土文化財を用いた活用、及び大規
模あるいは複数の市町村にまたがることから市町村で行うことが困難な遺跡の保存・活
用については、自らが事業主体となって行うことが求められる。

国の役割及ぴ国・都道府県・市町村間の連携

国は、全国的な観点から都道府県・市町村に対し指導・助言を行う必要がある。特に、
史跡指定による遺跡の保存に関しては地方公共団体との連携が求められる。また、各
地方公共団体が埋蔵文化財の保存と活用に関して、海外を含め、幅広い視野から調査

研究を継続的に進め、その成果を埋蔵文化財専門職員に提供することのできる研修の
場を設けることが求められる。

以上を基本として、埋蔵文化財の保存と活用の積極的な推進に向かって、国・都道府
県・市町村は、相互に密接に連携しなけれぱならない。

2.これまでの埋蔵文化財行政とその課題

(1)埋蔵文化財行政の進展状況の概要

開発事業に伴う埋蔵文化財保護の体制及び仕組の整備

埋蔵文化財行政では、これまで、開発事業により失われる遺跡についての記録保存

のための発掘調査を円滑かつ迅速に行うことが重要な課題であった。昭和30~40年

代のいわゆる高度経済成長期には、大規模宅地開発・工業団地造成等の国土開発、

高速道路や幹線鉄道の整備等が本格化した。それらの開発事業対象地にある埋蔵文
化財について、現状保存ができないものについては記録保存のための発掘調査を行う

必要から、地方公共団体及びそれが設置した法人組織(以下「地方公共団体等」とい

う。)における組織・体制の整備、埋蔵文化財専門職員の配置が進められた。この流れ

は、昭和60年代から平成2・3年頃のいわゆるバブル経済期とその後の景気対策に伴
う公共事業が行われた時期まで引き継がれ、その結果、すべての都道府県と半数以上
の市町村に埋蔵文化財専門職員が配置され、平成12年度にその数は7111人となっ

た(資料編P28参照)。そして、記録保存のための発掘調査に要した経費は、平成9年

度に約1300億円に達し、その累積額は2兆円を超える(資料編P27参照)。

このような埋蔵文化財専門職員の増加に伴い、埋蔵文化財保護のための事前調整の
仕組み、分布調査や試掘・確認調査の実施等、埋蔵文化財を保存し活用するうぇで基

礎的ではあるが重要な仕組みの整備・充実をもたらしてきたが、総体としてみると記録
保存のための発掘調査の円滑・迅速な実施を最優先の目的とするものであった。
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埋蔵文化財の保存・活用の進展

発掘調査が積み重ねられた結果、考古学や歴史学の研究が進み、従来の歴史の認
識が改められ、教科書が書き換えられるような大きな発見もあった。とりわけ各地域の

歴史が具体的に解明され、どの地域にもかけがえのない豊かな歴史や文化があること

を明らかにした意義は大きく、重要な遺跡については、史跡等により現状保存が図られ

てきた。

また、発掘調査により得られた膨大な量の出土文化財は、取扱いの内容・程度の差は

あるが、基本的にほぼ全数が保管され、それらのなかには、展示公開され、研究対象に
供されてきたものもある。また、発掘調査の成果が記載された発掘調査報告書は地方

公共団体や各地の埋蔵文化財センター・研究機関・図書館等において保管・公開され、

活用されている。

文化財保護の中心的存在である埋蔵文化財専門職員(省略)

(2)近年の埋蔵文化財行政の動向と課題

(ア)埋蔵文化財行政の基本的課題

行政内における埋蔵文化財行政の位置づけ

埋蔵文化財行政に求められることは、開発事業等への対応だけではなく、重要な遺跡

の保存と活用、調査成果や出土文化財の活用等多岐にわたる。しかし、地方公共団体

の中には、記録保存のための発掘調査の実施と発掘調査報告書の作成が埋蔵文化財

行政である、と認識されているところがあり、埋蔵文化財専門職員のなかにもそうした考
え方をもっている場合がある。

行政上の具体的な方針・計画

各地方公共団体は、埋蔵文化財行政を推進するうぇで、将来を見渡す方針・計画をた

て、施策の一貫性や客観性を保持する必要がある。しかし、そうした方針・計画を策定し

ているところは限られており、史跡指定地周辺をはじめ地域における重要な遺跡が十分

な保存措置をとられることなく失われていること、組織の改変や埋蔵文化財専門職員の

異動等により埋蔵文化財の取扱いに変動が生じていること等、埋蔵文化財行政が正しく

機能していない場合がある。

行政組織内における連携不足

埋蔵文化財の保存と活用に関する諸施策を進めるためには、教育委員会内部及び地

域づくり等を行う他の部局との連携が不可欠である。しかしながら、開発事業計画との

調整という点を除くと、埋蔵文化財の保存と活用のために必要な連携が行われていると

ころは少ない。

(イ)遺跡の現状保存についての課題

文化財保護法による保存措置

地域における重要な遺跡について、その保存・活用を目的とした発掘調査を実施して

いる地方公共団体は増えてきている。ー・(省略)・ーしかし、このような保存措置がとら

れている遺跡は限られ、記録保存のための調査の過程で重要な遺構が発見されても、

適切な保存措置がとられていない場合もみられる。

地方公共団体の条例による保存措置

地方公共団体のなかには条例による史跡指定を積極的に図っているところがあるー

方で、そのような措置をとっていないところもある。条例による指定の措置がとり1こくい大

きな理由としては、指定をすることにより土地の公有化を求められることがあり、そのた
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めの財政負担が課題であることが挙げられるが、国指定の史跡だけでは地域における

重要な遺跡の保存を適切に行っているとはいえない。

史跡等の指定以外の手法による保存

文化財保護関係の法令・条例による史跡指定の措置を受けるに至らない場合でも、他

部局と協調しながら、以下に例示するような手法により現状保存の措置がとられている。

・遺構や遺物が集中する地点について、開発計画を変更して公園や緑地等にすること

・道路建設や鉄道建設において、遺跡の所在場所を避けて路線や橋脚位置の変更を
イテうこと

・土地区画整理事業において、遺跡を都市公園等に取り込むこと

・自然公園の中に遺跡を取り込むこと

・田園空間整備事業のなかに遺跡を取り込むこと

しかし、そうした措置が十分とられていないところも認められる。

(ウ)現状保存した遺跡の整備・活用についての課題(省略)

(エ)出土文化財・発掘調査記録類の保存と活用についての課題(省略)

(オ)発掘調査成果を国民に還元するうえでの課題(省略)

仂)体制・役割分担上の課題

埋蔵文化財専門員の減少(省略)

都道府県及び市町村の役割

・・・(省略)・・・

市町村が適切に埋蔵文化財行政を進めるうぇで重要な役割を担うのが都道府県であ

る。しかし、多くの都道府県ではこれまで開発事業等に伴う発掘調査に対応した調整・

調査の充実に重点が置かれてきた。そのため、市町村が実施する埋蔵文化財の保存と

活用について積極的に指導・支援・助言を行っているところや、都道府県が主体となって

地域における重要な遺跡の保存と活用を目的とした発掘調査やその整備・活用を行うと

ころは限られており、域内全体の埋蔵文化財の保存と活用を進めるうぇでの体制は十

分とはいえない。

(キ)地域住民との連携についての課題(省略)

第3章埋蔵文化財を積極的に保存し活用するための提言

1.「埋蔵文化財行政の推進による地域づくり・ひとづくり」という新たな方向性の提示

埋蔵文化財は土地に密着して存在していることから、地域のシンボルとして、地域アイ

デンティティの確立や地域に対する誇りや愛着の醸成に欠くことのできない存在である。

したがって、これらを保存し活用することにより、歴史を生かした個性ある地域づくりを進

めていくことを、埋蔵文化財行政の大きな柱とする必要がある。

その際、保存し活用する対象としては、学術的な観点だけではなく、地域の視点、過去

と現代をつなげる視点をもつことが重要である。

地域づくり1こおいては、それを担う地域住民の主体的な活動は不可欠であり、地域の

歴史や文化を理解した地域住民を育てる必要がある。埋蔵文化財の発掘調査の成果

等を公開・普及することは、地域住民の理解を深めるうぇで重要な意味を持つ。

このように、これからの埋蔵文化財行政は、埋蔵文化財の保存と活用に関する諸施策

を通して、地域づくり・ひとづくり1こ寄与するという新たな方向性をもたなけれぱならない。
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2.保存・活用を進めるために必要な6つの視点

(1)今がその時であること

現在、埋蔵文化財の保存と活用についての社会的要請は高まってきている。しかも、

埋蔵文化財の保存と活用を推進することのできる人材、すなわち地域の歴史や文化に

関する知識と経験を有する埋蔵文化財専門職員は、地方公共団体によっては十分でな

いところもあるが、全体としては整備されてきている。

今こそ、埋蔵文化財の保存と活用を積極的に行うことにより、第2章第1節で示した埋

蔵文化財行政の基本に近づくことのできる時である。

(2)意識改革を行い、埋蔵文化財の保存と活用を行政内に適切に位置づけること

埋蔵文化財の保存と活用を推進するためには、埋蔵文化財担当行政機関及び埋蔵

文化財専門職員自身が意識改革を行い、埋蔵文化財行政の基本を再確認する必要が

ある。そして、埋蔵文化財の保存と活用を各地方公共団体の埋蔵文化財行政の中に適

切に位置づけなけれぱならない。活用に関する諸事業も、担当者の個人的な努力では

なく、行政上の施策として行われる必要がある。

(3)蓄積された既往の調査成果を活用すること

(4)他の文化財を含め総合的に保存し活用すること

(5)様々な方法で保存と活用の措置を行うこと

埋蔵文化財を保存し活用する方法は、遺跡の内容・性格・価値に応じて、広い視野か

ら選択することが必要である。現状保存の措置については、史跡の指定等文化財保護

の制度によるだけではなく、それ以外の制度を利用する。

また、地域住民が主体となっている活動を事業の一部として組み込むことも考えられ、

方法の選択に当たっては、従来のやり方にとらわれないことが必要である。

(6)実情に応じて施策を段階的に具体化すること

本報告で示す具体的な施策は多岐にわたっており、各地方公共団体が直ちにこのす

べてを実施に移すことは困難である場合もあると考えられる。

したがって、各地方公共団体は住民からの二ーズを十分に認識したうぇで、本報告に

示す事項のうち、早急、に実施できることと計画的に実現させていくことを見極め、可能な

ところから改善を図る必要がある。

図4 埋蔵文化財と文化財

3.保存と活用を進めるための具体的施策

(1)蓄積された成果の確認及び「埋蔵文化財の保存・活用に関する方針・計画」の策定

(ア)地域の歴史や文化の特徴の把握
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蓄積された成果に基づく基礎的データの整理

ー・(省略)ー・。具体的な項目としては①調査歴、②検出遺キ静出土遺物とその時代・

特徴→生格等が考えられ、今後の保存のあり方を検討するうぇで、③それまでの保存措
置のあり方、④遺跡の現状等についても整理する。

総合的な地域研究の実施

次に、地域における遺跡のあり方の特徴を把握する必要がある。具体的には、①遺跡
の立地と分布の関係、②遺跡の時代ごとの特徴と変遷等を明らかにすることであり、そ
れを踏まえて地域の歴史や文化の特徴を明らかにする。そのためには、これまでと異な

る視点からの発掘調査等を行うことも考えられ、これらを総合した地域研究を行うことが

求められる。

その際には、遺跡だけでなく、史跡・名勝・天然記念物から有形文化財・無形文化財・

民俗文化財・伝統的建造物群あるいは文化的景観についても調査・検討の対象とする。
(イ)「埋蔵文化の保存・活用に関する方針・計画」の策定

・・・(省略)・・・。

そして、そのような方針・計画を策定したうぇで、当該地方公共団体の総合計画やマス

タープラン、景観計画等に組み込むことが望ましい。

国においては、各地方公共団体の方針・計画策定を促すとともに、地方公共団体が策

定した方針・計画を十分把握し、これに対する支援を図る施策の推進が求められる。

(2)地域づくり・ひとづくり1こむけての諸施策の実施

(ア)遺跡の適切な保存

埋蔵文化財包蔵地の範囲の再検討

前項(1)ー(ア)により蓄積された成果を再整理したことに基づき、埋蔵文化財包蔵地

の範囲について見直しを行う。たとえぱ、現在の都市が城下町を基盤として成立してい

る場合、城下町に関わる遺構はその都市の成り立ちを考えるうぇで重要な意味をもつこ

とから、それらを埋蔵文化財包蔵地に組み込む必要があり、中・近世以降の遺跡につぃ

ては特にその取扱いの再検討が求められる。また、現状において遺跡の分布に粗密が

ある場合、その空白地域については計画的な試掘調査や工事立会等を行い、遺跡の有

無をより正確に把握するよう努める。

地域における重要な遺跡の確実な現状保存

地域における重要な遺跡については市町村、場合によっては都道府県が遺跡の内

容→生格等を確認するための発掘調査等を計画的に実施し、その内容に応じて史跡等

に指定する等の保存措置をとる必要がある。各地方公共団体では、そのための発掘調

査を実施できる体制を確保しておくことが求められる。

開発事業との調整で記録保存の措置をとることとされたものであっても、発掘調査中

に新たに重要性が確認され現状保存すべきものと判断された場合は、それに向けて開

発事業者との再調整を行わなければならないのは従前と同様である。

史跡の指定等による保存(省略)

史跡の指定以外の方法による保存

文化財の保護制度以外の制度や方法、すなわち、都市計画法・森林法・自然公園法・

自然環境保全法及び農業振興地域の整備に関する法律という土地利用に関する規制、

あるいは景観法等の個別法、また自然保護・環境保全・観光・景観等関する諸施策によ

り開発を回避することによって遺跡等を保存することも考えられる。
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また、都市公園・森林公園等の中に遺跡を取り込むこと、遺跡を都市におけるオープ

ンスペースに当てること等、多様な保存措置を工夫することも重要である。こうした措置
をとるためには、関係各部局と協議をすることにより手法を模索することが求められる。
また、地域住民の自主的な取り組みや活動があれば、必要に応じて支援を行うことも必
要である。

(イ)現状保存された遺跡の整備・活用

現状保存された遺跡については、その遺構を保存するため、多くほ埋め戻しを行うが、
このことは結果として、遺構の存在や内容、価値を認識しにくくしてしまう。したがって、
遺跡の内容や価値を理解しやすくするための整備を行う必要がある。遺跡の整備は有
効な公開・活用のための工夫のーつであることから、それは従来の方法にとらわれず、
それぞれの立地・環境に適合した最善の方法を選択することが求められる。(資料編P
60・68・76・80 参照)

開発計画を変更して公園等に取り込んで現状保存した遺跡についても、遺構表示や

説明版等の設置により、その内容や価値を地域住民に示すことが必要である。

また、現状保存できなかった遺跡についても、地域住民がその所在や歴史的な意味を
知ることは重要であり、現地において案内板や標柱等でその存在を周知することが求め
られる。

(ウ)出土文化財・発掘調査記録の確実な保存と活用(省略)

(エ)国民・地域住民の二ーズに応えた公開・活用事業の実施

わかりやすく親しみやすい内容

埋蔵文化財に関する研究成果の公開・普及は、従来の方法にとらわれることなく、さま
ざまな手法をとるよう工夫するべきである(資料編P52・54・58)。重要なことは、可能
な限りょり多くの地域住民が埋蔵文化財に接する機会を作り出し、身近なものとして親

しんでもらうことである。これは、研究の最先端の成果を普及する場合も同様である。そ
のためにはー・(省略)

発掘調査現場の積極的公開

発掘調査現場は日々新たな歴史が発見される場であり、住民が地域の歴史への興味

関心と埋蔵文化財行政に対する理解を深めるうぇで果たす役割は非常に大きく、現地
説明会等による発掘調査現場の公開は積極的に行われなけれぱならない。遺跡の保

存・活用を目的として行われる発掘調査においては、特にその方法等を配慮することが

求められる。その際には、現場で遺構や遺物を発見した時の感動や調査中の思いを語
る等、埋蔵文化財の魅力が生き生きと伝わるよう工夫する。

遺跡と発掘調査に直接触れる機会として、児童・生徒あるいは市民が体験発掘に参加
することは有効である。その際には、遺跡や発掘調査の意義や留意点等を説明して、遺
跡の保存上支障のない方法で実施する配慮が必要である。

また、進行中の発掘調査の状況を速報するために、現地での表示板の設置や資料の

配布、インターネットを利用した公開等は有効である。

(オ)埋蔵文化財を地域整備に生かす工夫

埋蔵文化財は土地の履歴を内包していることから、地域整備の中にいかすことは有効
であり、それによって現代の日常生活空間の中に歴史性をもたせ、ゆとりゃ潤いをもた
せることが可能となる。考えられる施策・事業の一部として次のようなものがある。

( 21/28 )



・古代の道路や土地区画に現代の道路や街区を重ね合わせること等、歴史的な特質

や土地利用の変遷や従来のまちの構造等を踏まえ、都市計画の輪郭を描くこと(資料
編 P62参照)。

・地域にとって重要な遺跡をランドマークとして都市のデザインに生かすこと。

こうしたことは経済的利便性だけではない個性豊かな地域づくり1ことって有効であり、
各地方公共団体における埋蔵文化財のあり方から工夫する必要がある。

また、発掘現場により明らかになった過去の地震や災害の痕跡、地形・地質の特徴は、

現代の防災計画にとって有益な情報を含んでいることがあるので、地域の整備計画の

中に組み込むことも考えられる(資料編P72参照)。

(3)体制の整備

(ア)組織の整備

埋蔵文化財専門職員の適切な配置(省略)

埋蔵文化財専門職員の意識改革(省略)

(イ)財源の確保(省略)

(ウ)拠点施設の確保(省略)

(エ)行政組織内における連携(省略)

(オ)他の地方公共団体等との連携く省略)

仂)地域住民・民間との連携

埋蔵文化財の保存と活用に関する諸事業を進めるにあたって、各地方公共団体が地

域住民や民間と連携を図ることは、ひとづくりという観点からも大きな意義がある。とく1こ、

さまざまな活用計画をとおして、現在の土地は過去からの連続の上に存在しており、そ
れを可能な限り将来に伝え保存していくことの必要性を地域住民に伝えることは非常に
重要である。

そして、ー・(省略)

(キ)研究機関及び報道機関との協力関係の構築(省略)

おわり1こ

我が国はこれまで、国土開発が強力に推進され、各種の土木工事が活発に行われて

きた。それに伴って、国民の理解と協力のもと全国各地で遺跡の発掘調査が広く行われ、

そのために都道府県・市町村に埋蔵文化財の調査体制が整備されてきた。地下からの

掘り出された遺キ静遺物は、どの地域にもかけがえのない歴史があったことを明らかにし、

その成果は多くの場合、記録として保存されたが、なかには現状のまま保存された遺跡

もある。しかし、埋蔵文化財行政全体としてみると、従前のそれは主として開発事業に伴

う発掘調査を円滑に実施することであり、本来あるべき埋蔵文化財行政の目的から偏っ

たものであったことは否めない。

一方、国民生活や国民の意識は大きく変化しつつあり、いま求められているのはそれ

ぞれの地域固有の歴史や文化に裏打ちされた個性豊かな地域と生活である。埋蔵文化

財行政は、そのような社会的要請に的確に対応していく必要がある。さいわいに、これ

までの膨大な調査によって、地域で蓄積された歴史的・文化的資産は実に豊富であり、

いま、これらの蓄積と成果を豊かな地域づくり・ひとづくり1こ生かす時といえる。

本報告では埋蔵文化財の意義と埋蔵文化財行政の基本を見直すとともに、埋蔵文化
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財の保存と活用を的確に位置付ける必要性、さらにそれを実現させるための視点、具体
的な施策を進めるうぇでの留意点、体制整備を充実させること等、埋蔵文化財行政とし

てのあるべき姿を総体として示した。

各地方公共団体における埋蔵文化財行政を取り巻く環境・状況はさまざまである。ここ
で示したことがらについても、すでに積極的に実施しているところがあれぱ、様々な要因

によってほとんど着手できていないところもあると考えられる。それぞれの地方公共団体
がおかれた環境・状況に応じ、埋蔵文化財の保存と活用を施策として着実に進め、埋蔵
文化財行政を向上させていくことが大切である。

われわれの祖先が今日まで守り伝えてきた埋蔵文化財を、現代において活用するとと

もに次の世代に伝え、国民・地域住民が国と地域に愛着をもち、新しい未来像を作り上

げ、歴史を生かした個性ある地域づくりが実現することを切望するものである。〆
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4.『今後の埋蔵文化財保護体制のあり方について(報告)』

はじめに

埋蔵文化財は、国や地域の歴史と文化の成り立ちを明らかにするうえで欠くことので

きない国民共有の財産であり地域の資産でもある。それを適切に保護し、開発事業との

円滑な調整を図るうぇで行政上必要とされる事項に関する基本的な方向について検討

することを目的として、平成6年10月に「埋蔵文化財発掘調査体制等の整備充実に関

する調査研究委員会」(以下「委員会」という。)が設置された。

委員会は、これまで、埋蔵文化財保護政策(以下「埋蔵文化財行政」という。)に関する

諸課題を検討し、その結果については以下のとおり、報告・提言してきている。

・『埋蔵文化財保護体制の整備充実について』(平成7年12月)

・『出土品の取扱いについて』(平成9年2月)

・『埋蔵文化財の把握から開発直前の発掘調査に至るまでの取扱いについて』(平成10

年6月)

・『埋蔵文化財の本発掘調査に関する積算基準について』(平成12年9月)

・『都道府県における地方分権への対応及び埋蔵文化財保護体制等についての調査結

果について』(平成13年9月)

・『出土品の保管について』(平成15年10月)

・『行政目的で行う埋蔵文化財の調査についての標準』(平成16年10月)

・『埋蔵文化財の保存と活用一地域づくり・ひとづくりをめざす埋蔵文化財保護行政一』

(平成19年2月)

文化庁では、上記の報告を踏まえ、都道府県教育委員会への諸通知等を行い、現在、

各地方公共団体において所要の施策が実施されているところである。

さて、このたびの検討課題は「今後の埋蔵文化財保護体制のあり方について」であ

る。・ーこうした状況を踏まえ、本委員会では今後の埋蔵文化財行政を推進するうぇで、

おもに発掘調査をどのような体制で実施するべきかについての検討を行うこととした。

検討は、平成19年3月から委員会を3回、委員会に併置された都道府県・市町村の教

育委員会の実務担当者からなる協力者会議を4回開催して行った。委員会では記録保

存のための発掘調査(以下「記録保存調査」という。)や考古学研究に関わる関係機関

からのヒアリングを行うとともに、実態調査に基づく現状分析を行い、各地方公共団体に

おける埋蔵文化財保護体制の多様なあり方を確認しつつ、埋蔵文化財行政が今後採る

べき基本的方策を示した。

本委員会としては、この検討結果をまとめ、報告・提言するものであるが、文化庁およ

び各地方公共団体においては、本報告を踏まえ、埋蔵文化財保護体制の確立に向けて

適切な措置を講じるよう期待するものである。

平成20年3月31日

埋蔵文化財発掘調査体制等の整備充実に関する調査研究委員会

文化庁

第一章埋蔵文化財保護体制の現状と課題
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第2章埋蔵文化財行政における発掘調査の位置づけ

埋蔵文化財の保護を進めるうぇにおいて発掘調査は必要不可欠の措置であり、極めて

重大な意味を持っている。本章では、各種の発掘調査がどのように実施されるべきかに

ついて検討する。

1.埋蔵文化財およぴ発掘調査の特性

埋蔵文化財の特性

発掘踏査の特性

2.埋蔵文化財行政における発掘調査の位置づけ

(1)各段階における各種の発掘調査の目的と性格

埋蔵文化財行政の本来のあり方は、地域に所在する埋蔵文化財を正確に把握し、そ
の内容・価値に応じて適切に保存し活用することである。そのために①把握・周知、②調
整、③保存、④活用の4つの段階を適切に行う必要がある。各段階における行政目的を
達成するために、①「把握・周知」の段階における分布調査、試掘・確認調査、②「調整」
の段階における試掘・確認調査、③「保存」の段階における(ア)埋蔵文化財の現状保存
を図るための確認調査(以下「保存目的調査」という)、(イ)三酸呆保存調査、④「活用」の

段階における活用のための調査(以下①から②の調査を「行政目的で行う調査」という。
このほか、発掘調査には、大学等研究機関が学術研究を目的に実施する調査があ

る。)を行うこととなる。

これらの調査が各段階で適切に行われることにより、はじめて埋蔵文化財保護のため

の的確な行政判断を行うことができる。各段階は相互に密接に関連しており、かつ一連

の流れとなってはじめて埋蔵文化財行政が適切に機能する。各段階で行われる「調査」

は行政措置と不可分に結びついており、それを行政から切り離してしまうと、埋蔵文化

財行政の適切な遂行は不可能になる。

各段階での調査の種類、目的と内容は以下のようにまとめられる。

①把握・周知(分布調査、試掘・確認調査)

法第93・94条の規定により土木工事の届出を必要とする(すなわち法的な保護の対

象となる)周知の埋蔵文化財包蔵地を定め、これを遺跡台帳、遺跡地図等へ登載するこ
とにより国民への周知徹底を図るために、埋蔵文化財包蔵地の所在・範囲を把握するこ

とを目的とする調査である。既往の諸調査の成果に加え、新たに行う分布調査(踏査)、

試掘・確認調査等の結果により埋蔵文化財包蔵地に関する内容を的確に把握するとと

もに、それを新たな情報に基づき常時更新していく必要がある。出土品の年代や地形・

地目、調査地点とその内容・成果を総合的に勘案し、法的に保護の対象とするか否かを

決定する行政判断と一体となった調査である。

②調整信餅屈確認調査)

法第93・94条の届出等に対応し、埋蔵文化財の保存と開発事業計画とを調整し、埋

蔵文化財の取扱いを決定するために行う発掘調査である。試掘調査は埋蔵文化財の

有無の確認、確認調査はその範囲門生格・内容等の概要の把握を行うためのもので、現

状保存を図るか、あるいは費用負担を求めて記録保存調査の指示等を行うか等の行政
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判断と一体となった調査である。調整の結果、やむを得ず現状保存の措置を執ることが

できない場合、記録保存調査の範囲の決定、調査に要する期間・経費等の算定のため、
当該埋蔵文化財の遺構・遺物の密度、遺構面の数や深さおよびその性格や内容等を的
確に把握することが必要である。埋蔵文化財の取扱いを決定するうぇでは、関係する既
往の諸調査の成果を十分踏まえ、部分的な調査範囲での地形・土層、遺キ静遺物等の

限られた情報から、遺跡の範囲・内容・価値等を総合的に判断しなければならない。

③保存(保存目的調査、記録保存調査)

(ア)保存目的調査

学術上の価値が高い等地.域の歴史にとって重要な遺跡について、その現状保存を目
指して遺跡の内容や範囲を把握するために行う発掘調査である。史跡として保護してい
くのかそれ以外の手法をとるのか、史跡とする場合には国あるいは地方公共団体の史

跡とするのか等の行政判断と一体となった調査である。

(イ)記録保存調査

法第93・94条の届出等に対し、試掘・確認調査の成果を踏まえて開発事業者と調整
を行い、その結果、やむを得ず現状で保存を図ることができない埋蔵文化財について、
都道府県または指定都市の教育委員会(以下「都道府県教育委員会等」という)による
指示等に基づき、開発事業者の委託により実施される発掘調査である。完掘することに

より遺跡のもつ情報を過不足なく得る必要がある。記録保存の措置を執るという行政判

断は下されているが、調査開始後に試掘・確認調査では予測できなかった成果等により

重要な遺跡であると判明した場合、開発事業者等と再調整を行う必要があり、その結果
によっては、記録保存する旨の方針を変更することもあるため、調査の進行に伴って適
切な行政判断が求められる。

④活用(活用のための調査)

遺跡の整備等、活用のために必要な情報を得るために行う発掘調査である。現状保
存が決定している史跡指定地内での発掘調査は、史跡の保存に重大な影響が及ぶこと

のないよう適切に行われる必要があるので、基本的には整備等の計画・事業につぃて

指導委員会等の指導・助言を受け、その史跡を管理する地方公共団体が法による現状
変更の許可を得たうえで実施する。

(2)各種の発掘調査の目的と調査主体のあり方

基本的な考え方

行政目的で行う調査は、埋蔵文化財の保護措置として行われるものであり、その成果
は相互に関連する埋蔵文化財行政の各段階における行政措置や施策に的確に反映さ

せ、地域において確実に蓄積し、地域や住民のために将来にわたり守り伝えなけれぱ

ならない。したがって、記録保存調査を含め行政目的で行う調査全般については、可能

な限り地方公共団体が調査主体となって実施することが望ましい。

一方、これらの調査は、前項でみたとおり行政判断との関係において2種に分けること

ができるが、調査主体のあり方についての原則的な考え方は次のとおりである。

分布調査、試掘・確認調査、保存目的調査、活用のための調査

これらの調査は、埋蔵文化財を法的にどのように保護するのかという行政判断を下す
ために行われる、行政判断と一体となった調査である。この種の調査の場合は、事前に

調査対象の内容が十分に把握できていないことが多い。そのため、調査の進行にした

がって刻々と変化する発掘調査現場にあって、適宜、調査位置の変更や調査範囲の拡
張を行う等の目的に即した判断と進行管理を行うことが求められる。こうしたことは行政
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上の措置そのものであることから、これらの調査は地方公共団体が調査主体となって行
う必要がある。

また、活用のための調査は、法令に基づく現状変更許可を得たうぇで行う場合が多い

ことから、許可内容と朗語がないよう、また不測の事態に備えるためにも地方公共団体
が調査主体となって行う必要がある。また、その後の整備・活用の基本方針を設定する
等、整備事業の全体像を構築するうぇでも、地方公共団体が調査主体となって実施する
のが適当である。

記録保存調査

記録保存調査は試掘・確認調査によって埋蔵文化財の概要が一定程度把握され、記
録保存の措置を執るという行政判断が下されたうぇで実施される。そのため発掘調査に
関する方法・期間等基本的な内容が決まっており、原則として遺跡の完掘を前提にして
いる。

したがって、この種の調査は地方公共団体が調査主体となって行うほか、それが設置
した調査組織、および十分な能力をもつ地方公共団体等以外の組織が行うことも考えら
れる。

しかしながら、発掘調査の大半を占める記録保存調査は一般的に規模が大きく、地域

の埋蔵文化財に関する情報を最も多く得ることができる機会であり、これまでは地方公

共団体等がこれらの調査を継続的に行ってきた結果、その成果は埋蔵文化財行政全体
に最大限有効に活かされ、地域の歴史・文化の解明に大きく貢献してきた。このように

記録保存調査が埋蔵文化財行政全体に大きな影響を及ぼすことを考えると、今後も可

能な限り地方公共団体等が調査主体となって実施することが望ましく、地方公共団体等
以外の組織を記録保存調査に導入することについては、埋蔵文化財行政の推進の観
点から慎重な検討が求められる。

第3章記録保存調査の実施に関する要件

第4章今後の埋蔵文化財行政に求められる体制と検討課題

おわり1こ

平成7年12月に本委員会の最初の報告として『埋蔵文化財保護体制の整備充実につ
いて』が行われてからすでに12年が経過しナこ。この間の社会の変化は極めて大きなも
のがある。行政のスリム化は不可避の重要課題である一方、国民の意識変化に伴う文
化財の保存・活用に対する期待にも十分こたえる必要がある。こうした変化を踏まえ、こ
のたびの報告では、おもに埋蔵文化財の発掘調査体制のあり方について、あらためて
考え方を整理することとした。

これまで我が国の埋蔵文化財保護体制は、世界的にも高く評価されているところであ
るが、それは地方公共団体における保護体制の整備充実によるところが大きい。した

がって、記録保存調査に民間調査組織を導入する場合、これまでの積み重ねをよりょく
引き継ぐものでなけれぱならない。埋蔵文化財の保存と活用は地域に根ざしてこそ意味
があり、貴重な地域の資産を将来も確実に守り伝えていくための体制整備やその維持
は今後も必須である。こうした観点から、今後、より一層、本委員会の前回の報告『埋蔵
文化財の保存と活用』で示したような施策が求められる。埋蔵文化財行政を取り巻く状
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倉

況が変化しつつある現在、地方公共団体の果たす役割はますます重要となってきてい

ることをあらためて認識する必要があろう。

最後に、検討に参加いただいた委員・t窃力者、実態調査等にご協力いただいた関係

者・関係機関の方々、意見聴取にご協力いただいた関係者・関係機関の方々に感謝申
し上げる。〆

『文化財保護法と文化財行政』2017年(平成29年)3月10日金曜日養生所を考え

る会代表池知和恭改訂22018年(平成30年)2月27日火曜日より抜粋/増補

※1.『養生所八長崎)医学校等遺跡の文化上の公共の財としての位置づけ』

2017年(平成29年)6月4日日曜日養生所を考える会代表池知和恭

に以下三件の抜粋を掲載

2.『文化財保護法と文化財行政』2017年(平成29年)3月10日金曜日養生所

を考える会代表池知和恭改訂22018年(平成30年)2月27日火曜日において

当該三件を当該資料に転載

・『公共工事の実施と埋蔵文化財の保護に係る連絡調整体制の整備について』

庁保記第一八三号平成九年八月七日

各都道府県教育委員会教育長あて文化庁次長通知

・『埋蔵文化財の保存と活用(報告)』

一地域づくり・ひとづくりをめざす埋蔵文化財保護行政一

平成19年2月1日

埋蔵文化財発掘調査体制等の整備充実に関する調査研究委員会

・『今後の埋蔵文化財保護体制のあり方について(報告)』

平成20年3月31日

埋蔵文化財発掘調査体制等の整備充実に関する調査研究委員会文化庁

以上

( 28/28 )

〆

、
、



2018年(平成30年)11月30日金曜日

長崎市文化観光部文化財課長大賀史郎様
長崎市教育委員会教育総務部施設課長西原政彦様
長崎市都市経営室長岩永浩様
長崎市まちづくり部都市計画課長谷口忠二様
長崎市まちづくり部建築課長山口圭司様
長崎市土木部土木総務課長竹内裕二様
長崎市土木部土木建設課長桐谷匠様
長崎市中央総合事務所地域整備二課田畑徳明様
長崎市理財部資産経営室長都々木伸吾様
長崎市理財部財産活用課長勝本幸久
長崎市環境部環境政策課長山本勉様
長崎市議会議長五輪清隆様
長崎市文化財審議会会長下川達彌様

私達当会は、普遍的に、遺跡を、第一義に遺跡として取扱うよう要望致します。

貴管下の遺跡(文化財保護法上の記念物、埋蔵文化財、周知の埋蔵文化財包蔵地、

他)の取扱いについて、個別の遺跡の実態には多様な側面があると推測できますが、原

則として、遺跡の行政上の取扱いは、文化財保護法、文化庁次長通知及び「埋蔵文化

財発掘調査体制等の整備充実に関する調査研究委員会」の報告等に従って措置を講じ

て下さいますようお願い致しますとともに要望致します。

私達当会が、文化庁次長通知のうちょり留意致します下記の例についても、同様に留

意下さいますようお願い致しますとともに要望致します。

・己

^
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,、の

1.埋蔵文化財保護行政の概要について

2.遺跡の中の"空閑地"1こついて

3.「(本)発掘調査」「工事立会」「慎重工事」の適用について

4.添付別紙

(1)『文化財保護法抜粋一養生所/(長崎)医学校等遺跡の保存と活用よりー』
2018年(平成30年)11月1日木曜日養生所を考える会代表池知和恭

(2)『文化庁次長通知及び委員会報告の抜粋に見る埋蔵文化財保護行政の概要

一養生所/(長崎)医学校等遺跡の保存と活用よりー』
2018年(平成30年)11月23日金曜日養生所を考える会代表池知和恭

改訂1版:2018年(平成30年)11月30日金曜日養生所を考える会代表池知和恭

(3)『周知の埋蔵文化財包蔵地における開発事業と埋蔵文化財の取扱いについて(イ卿

一養生所ノ(長崎)医学校等遺跡の保存と活用よりー』

以上2018年(平成30年)11月30日金曜日養生所を考える会代表池知和恭

連絡先

養生所を考える会代表池知和恭

〒852-8127 長崎県長崎市大手二丁目十七一四十六一-0二

携帯電話 090-3730-1858

養生所を考える会代表池知和恭

いについての いと 亡月

/



一養生所/(長崎)医学校等遺跡の保存と活用より

文化財保護法昭和二十五年五月三十日法律第二百十四条より抜粋

第一章総則

にの法律の目的)

第一条この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進

歩に貢献することを目的とする。

(文化財の定義)

第二条この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上

価値が高いものにれらと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の

学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形

文化財」という。)

衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋

その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

四貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、

渓谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び

渡来地を含む。)、植物(自生地を含む)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとって学

術上価値の高いもの(以下曙己念物」という。)

五地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解

のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という。)

六周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」
という。)

2 この法律の規定(第二十七条から第二十九条まで、第三十七条、第玉十五条第一項第四号、第百五十三号第一項第

一号、第百六十五条、第百七十一条及び附則第三条の規定を除く。)中「重要文化財」には、国宝を含むものとする。

3 この法律の規定(第百九条、第百十条、第百十二条、第百二十二条、第百三十一条第一項第四号、第百五十三条第一

項第七号及び第八号、第百六十五条並びに第百七十一条の規定を除く。)中「史跡名勝天然記念物」にほ、特別史跡名勝

天然記念物を含むものとする。

・・・・・(省略)・・・・・

文化財保護法抜粋

第六章埋蔵文化財

(調査のための発掘に関する届出、指示及び命令)

第九十二条土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)ーー・(省略)

(土木工事等のための発掘に関する届出及び指示)

第九十三条(省略)・ーー貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵

文化財包蔵地」という。)ーー・(省略)

・・・・・(省略)・・・・・

( 1/1 )

以上

2018年(平成30年)11月1日木曜日養生所を考える会代表池知和恭

(政府及び地方公共団体の任務)

第三条政府及び地方公共団体は、文化財が、わが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、

且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切に行われるように、周到の注意をも

つてこの法律の趣旨の徹底に努めなけれぱならない。

(国民、所有者等の心キ期

第四条一般国民は、政府及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなけれぱな

らない。

2文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存

するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなけれぱならない。

3政府及び地方公共団体は、この法律の執行に当つて関係者の所有権その他の財産権を尊重しなけれぱならない。



文化庁次長通知及び委員会報告の抜粋に見る埋蔵文化財保護行政の概要[西]
一養生所/(長崎)医学校等遣跡の保存と活用よりー

埋蔵文化財保護行政における代表的な文化庁次長通知や委員会報告による埋蔵文化
財保護行政の概要は次のとおりです。

"埋蔵文化財保護行政の基本を「現状保存」とし、各都道府県教育委員会、及びこれに

準じて各市町村教育委員会は、国、公団、都道府県、都道府県の公社、市町村が発注す

る公共工事に伴う埋蔵文化財の取扱いに関し、教育委員会と当該の公共工事担当部
局との定期的な連絡調整の場を設け、(ー)事業計画等の情報交換によって、教育委
員会は、公共工事担当部局に対し、埋蔵文化財に関する情報提供行うとともに、事業計
画について情報収集を行い、計画の初期段階にあるものも含め、できる限り長期間にわ
たっての事業の計画を把握するよう努めること、(ニ)埋蔵文化財の取扱い等に関する
協議、(Ξ)次年度調査体制等に関する調整、の措置を講じつつ、埋蔵文化財保護行政
の4つの段階、即ち、①把握・周知、②調整、③保存、④活用の各段階を認識して様々
な行政判断と連携して、a.埋蔵文化財保護法による保護の措置、b.当該法以外の土
地の利用に関する法律による埋蔵文化財の保存と活用、C.法律によらない埋蔵文化

財の保存と活用、の各方法によって、各局面において分布調査、試掘・確認調査、保存
目的調査、活用のための調査によって遺跡の実態(所在・範囲・内容や価値)を把握し
て4つの段階の目的を達成して埋蔵文化財保護行政の基本である「現状保存」の実現
に努め、そこに開発事業等が計画された場合には、保存にっいて事業計画との調整を
行い、現状保存を図ることができないものについては(やむを得ない次善の策として)記
録保存の措置をとる。

現存する埋蔵文化財や出土文化財、保存されている記録について、文化財保護法の目
的に則り、国民の要望に応え、国民に文化財保護行政の成果を還元するものとして、
様々な活用を図る。"

参考資料

1.『公共工事の実施と埋蔵文化財の保護に係る連絡調整体制の整備にっいて』
庁保記第一八三号平成九年八月七日

各都道府県教育委員会教育長あて文化庁次長通知

2.『埋蔵文化財の把握から開発事前の発掘調査に至るまでの取扱いにっいて(報告)』
平成10年6月埋蔵文化財発掘調査体制等の整備充実に関する調査研究委員会

3.『埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等について(通知)』
庁保記第七五号平成十年九月二十九日

各都道府県教育委員会教育長文化庁次長

4.『埋蔵文化財の保存と活用(報告)一地域づくり・ひとづくりをめざす埋蔵文化財保護行政一』
平咸19年2月1日

埋蔵文化財発掘調査体制等の整備充実に関する調査研究委員会

5.『今後の埋蔵文化財保護体制のあり方について(報告)』
平成20年3月31日

埋蔵文化財発掘調査体制等の整備充実に関する調査研究委員会文化庁

2018年(平成30年)11月23日金曜日養生所を考える会代表池知和恭

改訂履歴壁矼!版2018年(平成30年)11月30日金曜日養生所を考える会代表池知和恭:参考資料2を挿入

( 1/1 )

以上



周知の埋蔵文化財包蔵地における開発事業と埋蔵文化財の取扱いについて(例)
一養生所/(長崎)医学校等遺跡の保存と活用よりー 2018年(平成30年)11月30日金曜日養生所を考える会代表池知和恭

私達当会は、遺跡(文化財保護法上の記念物、埋蔵文化財、周知の埋蔵文化財包蔵

地、他)の取扱いについて、個別の遺跡の実態には多様な側面があると推測しますが、

『埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等について(通知)』(庁保記第七五号平成

十年九月二十九日各都道府県教育委員会教育長文化庁次長)1こ記される、下記事

項に留意します。

生&、のの"空剰地"1こついて

当該通知(別紙1)より

「遺跡の中の空閑地については遺跡の時代や性格等を考慮し、広場等歴史的意味が

あると考えられる場合は、原則として遺構の範囲に含めること。」

2.「(

当該通知(別紙2)より

「(本)発掘調査上「工事により埋蔵文化財が掘削され、破壊される場合は発掘調査を

行うものとすること。」

「工事立会」:「対象地域が狭小で通常の発掘調査が実施できない場合及び工事が埋

蔵文化財を損壊しない範囲内で計画されているが現地で状況を確認する必要がある場

合には、工事の実施中地方公共団体の専門職員が立ち会うものとすること。」

「慎重工事」:「遺構の状況と工事の内容から、発掘調査、工事立会の必要がないと考

えられる場合は、埋蔵文化財包蔵地において工事を行うものであることを認識の上慎重

に施工し、遺キ静遺物を発見した場合は地方公共団体と連絡をとるよう求めるものとする

こと。」

戸き。査「工立会「重工

記

の適用について

※当該「発掘調査」について:『埋蔵文化財の把握から開発事前の発掘調査に至るまで

の取扱いについて(報告)』(平成10年6月埋蔵文化財発掘調査体制等の整備充実に

関する調査研究委員会)では「本発掘調査」として記載しています。

登.』^

(1)『埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等について(通知)』

庁保記第七五号平成十年九月二十九日

各都道府県教育委員会教育長文化庁次長一ー・(記以下抜粋、全3枚)

( 1/1 )

以上



各都道府県教育委員会教育長殿

標記のことについては,これまで数炊にわたり通知したところであり,貴教育委員会,

貴管内各市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会及び関係機関の御努力によ

り,逐次必要な措置が講じられ,各地方公共団体における埋蔵文化財行政の改善・充実

が図られてきているところであります。

しかしながら,この数年来,平成6年7月の規制緩和に関する閣議決定,平成7年

U 月の総務庁による勧告等において,埋蔵文化財の保護と開発事業との適切な調整,

発掘調査の迅速化,発掘調査に係る費用負担の明確化等が指摘されるなど,埋蔵文化財

の保護と発掘調査に関する施策の一屑の充実と適切な実施が求められてぃます。

また,当庁では,平成6年度から「埋蔵文化財発掘調査体制等の整備充実に関する調

査研究委員会」を設け,埋蔵文化財行政に関する基本的な事項にっいて順次調査研究を

行っており,平成9年度においては,埋蔵文化財の把握と周知,開発事業に伴う発掘調

査の取扱い等についての調査研究を行い,平成 10年6月,その報告を受けたところで

あります。

これらの状況を踏まえ,貴教育委員会におかれては,特に下記の事項に留意の上,埋

蔵文化財行政の改善・充実に努めるようぉ願いします。また,管内の市町村教育委員会

に対しこの趣旨の周知が図られるようぉ願いします。

なお,埋蔵文化財に関する重要な事項については,今後とも,速やかに当庁と連絡を

取り,適釖に対処するようぉ願いします。

本通知により,昭和56年7月24日付け庁保記第 17号,昭和60年12月20日付け庁

保記第102号,平成5年H月19日付け庁保記第75号の「埋蔵文化財の保護と発掘調

査の円滑化について」及ぴ平成8年10月1日付けの庁保記第75号の「埋蔵文化財の保

護と発掘調査の円滑化等について」の各通知は廃止Lます。

埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等について(通知)

庁保記第 75 号

平成10年9月29日

文化庁次長

なお,資料への表示としては,埋蔵文化財包蔵地の区域は,原則として,その範囲を

実線で明確に示すこと。また,遺跡が完全に減失した地域の表示や遺跡の重要性に応じ

た表示など,表示方法を工夫することも開発事業者側・文化財保護行政側の双方にとっ

て有効なことと考えられる。

5 試掘・確認調査について

周知の埋蔵文化財包蔵地の適切な範囲の決定,開発事業と埋蔵文化財の取扱いの調整,

あるいはその調整の結果必要となった記録保存のための発掘調査の範囲及ぴ調査に要

する期間・経費等の算定のためには,あらかじめ当該埋蔵文化財の範囲・性格・内容,

遺構・遺物の密度,遺構面の数と深さ等の状況を的確に把握して船くことが求められる。

また,開発事業に対応して埋蔵文化財の所在地において盛土等を行うに際しても,後述

の6 (3)のとおり,一定の記録を残しておくことが求められる。

このため,各教育委貴会においては,それぞれの目的に応じて必要な知見や情報を得

るために,十分な分布調査や試掘調査(地表面の観察等からでは判断できない場合に行

う埋蔵文化財の有無を確認するための部分的な発掘調査),確認調査(埋蔵文化財包蔵

地の範囲・性格・内容等の概要までを把握するための部分的な発掘調査)を行うことが

必要である。各地方公共団体においては,このような試掘・確認調査の重要性及ぴ有効

性を十分に認識し,これを埋蔵文化財の保護や開発事業との調整等の仕事の中に的確に

位置づけ,その十分な実施を確保できる職員の配置等の体制整備を図るとともに,より

効率的な試掘・確認調査のための方法の改良等に努める必要がある。

なお,開発事業が計画されている区域において改めて分布調杏や試掘・確認調査を行

う場合は,事業者その他の関係者の十分な理解を得ておくことが必要である。

次負 畉下抜柴夲

6 開発事業に伴う記録保存のための発掘調査等について

(1)記録保存のための発掘調査の要否等の判断

周知の埋蔵文化財包蔵地における開発事業と埋蔵文化財の取扱いにつぃての調整の

結果,現状保存することができないこととされた遺跡については,記録保存のための発

掘調査その他の措置を執ることとされているが,どのような取扱いにするかにっいては,

第一にその工事区域が地下遺構の内容が状況等の観点で発掘調査を要する範囲に含ま

れるかどうか,第二に工事の内容が地下遺構に与える影響の観点で記録保存の措置を必

要とする場合に当たるかどうかを判断して定める必要がある。

この2点についての基本的な考え方は呂1俳氏1及び牙1俳氏2のとおりであるので,各教育

委員会においては,これを踏まえ,「報告書」の第3章及ぴ第4章を参照の上,必要な

措置を講ずることとされたい。

特に,別紙2の各項に示す事項の中には,実際に適用する上では地域的な特性や従前

の取扱いとの関連において更に細目的な基準を必要とするものがあるので,それらにっ
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いては各都道府県教育委員会において,各地方ブロックで策定された基準又は現在検討

中の基準を踏まえる等により工事の種別ごとの取扱い及ぴ数値の適用基準を定めるこ

ととされたい。

なお,この適用基準は,埋蔵文化財保護に関する理念の変化や技術的な進歩等に伴っ

て変更されていく性格のものであるから,今後,適切に検討の上,見直しを図ってぃく
必要がある。

(2)記録保有のための発掘調査範囲の決定

個々の開発事業にっいてどのような措置を執るか,また,本発掘調査を行う場合の調
査範囲については,上記(1)に基づき判断することになるが,試掘.確認調査等によ

り遺跡の性格や内容等を十分に把握した上,専門的な知識及び経験を踏まえて適切に示

すことが必要である。このため,都道府県教育委員会が,市町村教育委員会の意見(試

掘・確認調査等が市町村以外の調査機関によって行われた場合にあっては,その結果報

告に基づく市町村教育委員会の意見)を聞き,調整の上決定することが適切である。ま

た,その決定内容にっいては,事業者に対し十分に説明を行い,その理解を得ることが

必要である。

(3)盛土等とその留意事項

開発事業との調整に際しては,建築物等の工作物や盛土の下であっても遺跡等を比較

的良好な状態で残すことができ,調査のための期間や経費を節減できる場合には,記録

保存のための発掘調査を合理的な範囲にとどめ,盛士等の取扱いとすることを考慮する

ことが必要である。

ただし,この場合も,このような取扱いは埋蔵文化財本来の保存方法として必ずしも

適切ではないこと,盛士等の施行後は地形や地貌が大きく変化し周知の埋蔵文化財包蔵

地であることを実態上把握しにくくなり,試掘・確認調査等を行うこともかなり困難に

なること等を認識し,盛土等の施行以前に,地下に残る埋蔵文化財の位置と範囲,遺跡

の内容・性格等を記録しておく必要がある。そのために事前にその目的に即した試掘.

確認調査を行うこと等が必要である。また,盛士等の処理に関する協議.調整,それに

伴う踏査,試掘・確認調査及び工事の具体的な範囲・内容等の記録を適切に保管・管理

する仕組みと体制を整備するとともに,将来,別の開発事業に際してその存在を見落と

されるなどのことのないよう,関係事業者や士地所有者等に周知徹底する措置も必要で

ある。

(別紙1)

7 発掘調査の経費等について

(1)発掘調査経費負担に関する理念・根拠

埋蔵文化財は,我が国の歴史を解明する上で重要な価値を有する貴重な国民共有の財

産であり,可能な限り現状で保存することが望ましいものであるが,開発事業等が計画

されたことによりこれを現状のまま保存することができなくなった場合,少なくとも,

発掘調査を要する範囲の基本的な考え方

(1)遺構の所在する場所にあたっては,遺構が単独の場合は個々の遺構のみを範囲と

し,遺構が歴史的な意味あいを持っ群をなす場合はその群全体の範囲(外側の遺構

を順次結んで囲まれる範囲)とすること。また,ごく少数の遺構が互いに離れて存

在する場合は,各遺構のみを範囲とするか,これらを含む区域全体を範囲とするか

は,その遺跡の時代や歴史的意味・性格等を考慮して判断すること。遺跡の中の空

閑地にっいては遺跡の時代や性格等を考慮し,広場等歴史的意味があると考えられ

る場合は,原則として遺構の範囲に含めること。祭祀遺物が分布する区域あるいは

廃棄された遺物が集積する区域等のように,顕著な遺構がなくとも出士状況に意味
のある遺物が所在する範囲は,遺構に含めること。

(2)遺物包含層のみの場合は,遺物の出土状況に基づいて,一定の量の遺物がまとま

つて所在する区域を範囲とし,遺物が散漫に所在する区域は範囲から除外すること。
ただし,出士状況の判定に当たっては,地域性や遺跡の時代・性格等を十分に考慮

する必要があり,遺物の出士が散漫な区域であっても地域や時代陛等の特性(例え

ば旧石器時代や縄文時代草創期等,本来遺物が多量に出士することの希な時代の場

合)を考慮して範囲に含めるかどうかを判断すること。

(3)規格性のある区画や類似する構成・性格の遺構が連続しており一部の遺構の在り

方から全体が推定できる場合(例えぱ田畑及ぴ近世の都市・集落等を構成する道

路・木樋・側溝等)は,地域性,遺構の残存状況(現在の市街地との重複等),発

掘調査で得られる情報の内容,考古学的情報以外の資料から得られる情報(古文書

等の資料の有無)等の諸要素を総合的に勘案し,本発掘調査を要する範囲を判断す
ること。
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(別紙2)

記録保存のための発掘調査その他の措置を行う場合の基本的な考え方

(1)工事前の発掘調査を要する場合の基本的な考え方

1 工事により埋蔵文化財が掘削され,破壊される場合は発掘調査を行うものとする

こと。

2 掘削が埋蔵文化財に直接及ばない場合であっても,工事によって地下の埋蔵文化

財に影響を及ぼすおそれがある場合や,一時的な盛土や工作物の設置の場合であっ

ても,その重さによって地下の埋蔵文化財に影響を及ぽすおそれがある場合は,発

掘調査を行うものとすること。

埋蔵文化財に影響を及ぼすおそれがあるかどうかは,埋蔵文化財の所在する地域

ごとの地質・土壊条件,工事の規模等を勘案し,個々に判断せざるを得ないもので

あるが,同一地域の同規模の工事に対し,その判断に不均衡が生じることは適切で

はないので,都道府県教育委員会において,具体的な工事の規模(盛土の厚さ等)

や保護層(工事の施工に際して埋蔵文化財を保護するために設ける一定の厚さの士

層,樹脂等による緩衝層)の要否とその程度についての適用基準を定めることが望

ましいこと。

3 恒久的な工作物の設置により相当期間にわたり埋蔵文化財と人との関係が絶た

れ,当該埋蔵文化財が損壊したのに等しい状態となる場合は,発掘調査を行うもの

とすること。これを事業の種類ごとに,工事の性質内容に即して,当該工作物の設

置あるいは盛士の施行後であっても必要な場合は発掘調査が可能か否かの観点か

ら具体的に示すと,次のとおりである。

0道路等次に挙げるもの以外は,発掘調査の対象とすること。

(ア)一時的な工事用道路,道路の植樹帯,歩道等

(イ)高架・橋梁の橋脚を除く部分

(ウ)道路構造令に準拠していない農道,私道

(エ)道路の拡幅・改修の場合の既存道路部分

ただし,上記のものについても,都道府県教育委員会の定める適用基準により,施

設としての将来的な利用計画及び地下埋設物・付帯施設の設置計画の有無・内容等を

考慮して発掘調査の対象とするか否かを定めることができる。

鉄道については,道路に準じて取り扱うこと。

0ダム・河川ダムについては堤体及び貯水池,河川にっいては堤防敷及び河川敷の

内の低水路は発掘調査の対象とすること。

ただし,ダム貯水池のうちの常時満水位より高い区域と河川の高水敷については,

都道府県教育委員会の定める適用基準により,施設としての将来的な利用計画及ぴ地
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下埋設物・付帯施設の設置計画の有無・内容等を考慮して発掘調査の対象とするか否

かを定めることができる。

0恒久的な盛土・埋立盛土・埋立については,その施工後の状況が,必要な場合は

発掘調査が可能なものかどうか等の観点で,個々の事業に即し,発掘調査が必要か否

かを定めることとすること。

ただし,都道府県教育委員会の定める適用基準により,あらかじめ盛士等の厚さの

標準を定めておくことができるものとする。この場合,現在の掘削工法の限界,従前

の例等から,盛士等の厚さの標準は2~3メートル程度が適当である。なお,野球場.

競技場・駐車場等にっいても,都道府県教育委貴会の定める適用基準により,施設と

しての将来的な利用計画及び地下埋設物・付帯施設の設置計画の有無・内容等を考慮

して発掘調査の対象とするか否かを定めることができる。

0建築物建築物については,規模・構造・耐用年数等に船いて上記の工作物に比べ

比較的簡易なものが多いため,原則として発掘調査の対象とはしないこと。

ただし,その規模・構造・耐用年数・将来の利用計画等の観点で,都道府県教育委

員会の定める適用基準により,発掘調査の対象とするか否かを定めることができる。

(2)いわゆる「工事立会」,「慎重工事」を要する場合の基本的な考え方

発掘調査を要しない場合で,いわゆる「工事立会」,「慎重工事」の措置を必要とす

る場合とその内容は,次の基本的な考え方によること。

1 対象地域が狭小で通常の発掘調査が実施できない場合及ぴ工事が埋蔵文化財を

損壊しない範囲内で計画されているが現地で状況を確認する必要がある場合には,

.

工事の実施中地方公共団体の専門職員が立ち会うものとすること。

なお,その際,遺構が確認される等のことがあった場合はその記録を採る等適切

な措置を講ずること。

2 遺構の状況と工事の内容から,発掘調査,工事立会の必要がないと考えられる場

合は,埋蔵文化財包蔵地において工事を行うものであることを認識の上慎重に施工

し,遺構・遺物を発見した場合は地方公共団体と連絡をとるよう求めるものとする

こと。
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